


新ジャーナル「Synthesiology − 構成学」発刊の趣旨

研究者による科学的な発見や発明が実際の社会に役立つまでに長い時間がかかったり、忘れ去られ葬られたり
してしまうことを、悪夢の時代、死の谷、と呼び、研究活動とその社会寄与との間に大きなギャップがあることが
認識されている（注 1）。これまで研究者は、優れた研究成果であれば誰かが拾い上げてくれて、いつか社会の中で
花開くことを期待して研究を行ってきたが、300 年あまりの近代科学の歴史を振り返れば分かるように、基礎研究
の成果が社会に活かされるまでに時間を要したり、埋没してしまうことが少なくない。また科学技術の領域がます
ます細分化された今日の状況では、基礎研究の成果を社会につなげることは一層容易ではなくなっている。

大きな社会投資によって得られた基礎研究の成果であっても、いわば自然淘汰にまかせたままでは（注 1）、その
成果の社会還元を実現することは難しい。そのため、社会の側から研究成果を汲み上げてもらうという受動的な
態度ではなく、研究成果の可能性や限界を良く理解した研究者自身が研究側から積極的にこのギャップを埋める
研究活動（すなわち本格研究（注 2））を行うべきであると考える。

もちろん、これまでも研究者によって基礎研究の成果を社会に活かすための活動が行なわれてきた。しかし、
そのプロセスはノウハウとして個々の研究者の中に残るだけで、系統立てて記録して論じられることがなかった。
そのために、このような活動は社会における知として蓄積されずにきた。これまでの学術雑誌は、科学的発見といっ
た基礎研究（すなわち第 1 種基礎研究（注 3））の成果としての事実的知識を集積してきた。これに対して、研究成
果を社会に活かすために行うべきことを知として蓄積する、すなわち当為的知識を集積することを目的として、こ
こに新しい学術ジャーナルを発刊する。自然についての知の獲得というこれまでの科学に加えて、科学的知見や
技術を統合して社会に有益なものを構成するための学問を確立することが、持続的発展可能な社会に科学技術が
積極的に寄与するための車の両輪となろう。

この「Synthesiology」と名付けたジャーナルにおいては、成果を社会に活かそうとする研究活動を基礎研究（す
なわち第 2 種基礎研究（注 4））として捉え直し、その目標の設定と社会的価値を含めて、具体的なシナリオや研究
手順、また要素技術の構成・統合のプロセスが記述された論文を掲載する。どのようなアプローチをとれば社会
に活かす研究が実践できるのかを読者に伝え、共に議論するためのジャーナルである。そして、ジャーナルという
媒体の上で研究活動事例を集積して、研究者が社会に役立つ研究を効果的にかつ効率よく実施するための方法論
を確立することを目的とする。この論文をどのような観点で執筆するかについては、巻末の「編集の方針」に記載
したので参照されたい。

ジャーナル名は、統合や構成を意味する Synthesis と学を意味する -logy をつなげた造語である。研究成果の
社会還元を実現するためには、要素的技術をいかに統合して構成するかが重要であるという考えから Synthesis
という語を基とした。そして、構成的・統合的な研究活動の成果を蓄積することによってその論理や共通原理を見
いだす、という新しい学問の構築を目指していることを一語で表現するために、さらに今後の国際誌への展開も考
慮して、あえて英語で造語を行ない、「Synthesiology - 構成学」とした。

このジャーナルが社会に広まることで、研究開発の成果を迅速に社会に還元する原動力が強まり、社会の持続
的発展のための技術力の強化に資するとともに、社会における研究という営為の意義がより高まることを期待する。
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1　はじめに
本稿は、産業界から温度計測の信頼性の向上が求めら

れる中、1000 ℃から1550 ℃までの温度範囲における温
度の国家計量標準を整備し、それに基づいて提供される
温度の標準が校正事業者を介してユーザーに至るまでの体
系を我が国に構築したことを、構成学的に論述したもので
ある。計量標準は社会で広く利用されて初めて意味をもつ。
トレーサビリティの源となる国家計量標準を設定し、それ
を計測の現場にまで連鎖させる体系は、現在までに社会
で培われた技術と、新たな目標を達成するために必要な新
規技術を両立させて設計することが望ましい。ここでは、
新しく開発した仲介標準器とその導入の技術的な背景を中
心に、温度計測の信頼性確保のために必要な要素と、そ
れらを統合して構築した我が国の高温度の標準体系につい
て述べる。

2　高温の計測に対する社会的要請
1000 ℃を超え 1550 ℃付近に至る温度範囲は、鉄鋼業

を始めとする素材産業、熱処理を行う部品製造業、半導体
プロセス産業など多くの場面での温度管理に重要である。
この温度範囲で使われる温度計としては現在熱電対用語 1 が
最も多いことから、熱電対を校正するための温度標準のト
レーサビリティ体系を作ることが必要であった。

我が国の産業界においては、比較的早い時期（1960 年
代）から温度計測の信頼性を確保するために関連の学術
団体や工業会などで数多くの調査研究や共同実験が行わ
れ、温度計の校正方法や試験方法の規格化が進められて
きた。その一つの成果は貴金属熱電対をパラジウムの融解
点（1553.5 ℃）で校正する方法であった。この背景には、
鉄鋼業において溶鋼温度の測定が 1500 ℃付近で行われ
るが、そのときに約 2 ℃の測定精度が求められたことがあ

新井 優＊、小倉 秀樹、井土 正也

1990年代後半から、熱電対による1550 ℃までの温度計測のための国家計量標準を整備し、それに基づく標準体系を構築して、高温域
の温度計測の信頼性を向上させた。温度の国家計量標準が何段階かの校正の連鎖を経て、実際の計測に使われる熱電対に移転され
る仕組み（トレーサビリティ体系）を、標準器の利用の容易さ、校正事業者と産総研との役割分担など、多くの要素を考慮に入れて設計
した。新しく開発した標準技術と、現在までに民間企業が培ってきた技術とを適切に融合させて、新しい技術の普及を見定めながら、
全体として我が国にとって最も望ましいトレーサビリティ体系を構築した。

1550 ℃に至る高温度の計測の信頼性向上
−　熱電対のための温度の標準体系構築　−

Masaru Arai*, Hideki Ogura and Masaya Izuchi

Improving the reliability of temperature measurements up to 1550 °C
- Establishing the temperature standards and calibration system for thermocouples -

Since late 1990’s, the reliability of temperature measurements at high temperatures was remarkably upgraded by establishing the national 
metrology standards for calibration of thermocouples up to 1550 °C, and by implementing the traceability system. The traceability 
system, structured as a hierarchical link of calibrations between the national metrology standards and practical measurements, was 
designed in consideration of various elements such as availability of the measurement standards and sharing the responsibility with 
accredited calibration laboratories. The optimized scheme for industries in Japan was established by promoting a balanced combination 
of conventional techniques held by accredited calibration laboratories and progressive technology, taking into account the spread of the 
progressive technology.
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る。もう一つの成果は、同じく貴金属熱電対を1100 ℃以
下で温度定点用語 2 を使って校正する方法の共同研究であっ
た。この背景には、1980 年代に半導体プロセス産業で要
求が高まりつつあった、1100 ℃付近までの温度範囲で国
際電気標準会議（IEC）の規格で導入された最も高い精度
のクラス 1 熱電対 [1] に対する技術的要求を確実にクリアし
ようという産業界の要請があった。

産業界においてこのような努力が払われた一方、当時そ
の信頼性のよりどころとなる温度の国家計量標準は十分に
整備されていなかった。このため、産業界で開発された校
正方法と、それによって校正された温度計の信頼性を検証
する手段がなかった。この問題を解決するために取り組ん
だのが、ここで述べる温度の国家計量標準の提供と標準
体系の構築である。これは、温度の国家計量標準を整備
し、それをユーザーの温度計にまで伝えていく仕組みを構
築し、さらには温度計の製造事業者や校正事業者が表明
する規格適合や校正値を認証する仕組みを構築することに
よって、世の中で広く使われている温度計の信頼性を確保
していこうという活動である。

3　シナリオの設定と要素技術の選択
3.1　熱電対のトレーサビリティ

1000 ℃から1550 ℃の間の温度範囲における温度の国
家計量標準と、それを用いた熱電対のトレーサビリティ体
系の基本的な枠組みを図 1 に示す。

産総研は国家計量標準として温度定点群を保有する。
純粋な銅の凝固点（1084.62 ℃）と純粋な銀の凝固点 
（961.78 ℃）は、従来から日本を始め各国の標準研究機
関で多用されている温度定点である。凝固点の温度値は国
際的な協約のもとで合意して決めたものである。純粋なパ
ラジウムの融解点（1553.5 ℃）も高温の温度定点として各
国でしばしば用いられている。

一方金属と炭素の共晶点は、最近日本から提案された新

しい温度定点である。銅の凝固点とパラジウムの融解点の
間にある約 500 ℃の広い温度範囲に新たな温度定点が利
用可能になることは、温度標準を供給する観点からは大き
な意義がある。そこで産総研では可能な限り早期にこれら
の金属－炭素共晶点を国家計量標準として利用可能なもの
とするべく研究を進めてきた。

産総研が保有する国家計量標準を熱電対の校正を事業
とする校正事業者に伝えるためには、産総研と校正事業者
との間を行き来して温度の標準値を伝える何らかの「仲介
標準器」が必要である。仲介標準器は精密な標準値を伝
えるだけの高い性能を持っていなければならないし、移送
に耐えて正確に標準値を保持し続けるだけの堅牢性がなけ
ればならない。また移送に当たっては軽いことや、入手に
当たっては値段が過度に高くないことも現実には重要な項
目である。これらの要件を考慮して、我々は 2 種類の熱電
対を候補として検討した。一つは、ロジウム13 % を含む
白金ロジウム合金と純粋な白金とを素線に用いた熱電対（R
熱電対）であり、もう一つは純粋な白金と純粋なパラジウ
ムを素線に用いた熱電対（白金パラジウム熱電対：Pt/Pd
熱電対）である。どちらも高温が計測できる熱電対である。
R 熱電対は従来から広く用いられているものであるが、高
温での安定性にやや難点がある。白金パラジウム熱電対は
最近新たに開発された熱電対で、安定性は R 熱電対より
も良いと期待されるが、まだ使用実績が乏しく、安定性な
どの特性が十分に把握されるまでに至っていないものであ
る。

校正事業者は産総研で校正された仲介標準器を受け
取って、自社の実用標準器に温度の標準値を移すことにな
る。我が国では校正事業者の多くが自社の実用標準器とし
て温度定点実現装置を持っている。この場合校正事業者
は自社の温度定点実現装置を使って、一般の熱電対に対し
て校正サービスを行う。
3.2　シナリオの設定

産総研としてはまず、仲介標準器として何を選択し、ど
の温度定点を使って校正サービスを行うかのシナリオを二
つの観点から検討した。計量標準の設定方法は、世界各
国の国立標準研究機関が研究開発を競い、新たな方法が
提案されたり、これまでの方法の評価や改良が行われたり
している。これらの成果を積極的に取り入れ、質の高い計
量標準を設定し、それを出発点とした標準体系を作ること
が理想的である。一方、標準の受け手である校正事業者
は、従来から使っている方法によって標準の供給を受ける
方が、自社の設備や校正手順がそのまま使える点で対応
が容易であると言える。この相反する二つの観点から、図
2 に示すような四つのシナリオを検討した。

Cu　1084.62 ℃
Ag  　961.78 ℃

Pd－C 1491.9 ℃
Co－C 1324.0 ℃ Pd 1553.5 ℃

産総研が保有する
国家計量標準

移送される
仲介標準器

校正事業者が保有する
標準

現場で使用される
熱電対

温度定点実現装置
純金属の凝固点 金属と炭素の

共晶点
純金属の融解点

白金パラジウム熱電対
（純白金 /純パラジウム）

R熱電対
（白金ロジウム合金/純白金）

種々の温度定点実現装置、Ｒ熱電対

種々の実用熱電対（1000 ℃～1550 ℃）

図 1　熱電対のための高温トレーサビリティの基本的枠組み
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• 仲介標準器としてR熱電対を用いる場合
シナリオ（1）：産総研が三つの温度定点（銀点、銅点、
パラジウム点）で1本のR熱電対を校正し、それぞれの
熱起電力の値（校正値）に基づいて960 ℃から1550 ℃
の間で温度と熱起電力の関係を数式の形で表し、この
数式を標準値として校正事業者に供給する。
シナリオ（2）：産総研が 三つの温度定点（銀点、銅
点、パラジウム点）で1本またはそれぞれ専用のR熱電
対を校正し、それらの熱起電力の値（校正値）を標準
値として校正事業者に供給する。

• 仲介標準器として白金パラジウム熱電対とR熱電対を併
用する場合

シナリオ（3）：産総研が二つの温度定点（銀点、銅点）
でそれぞれ専用の白金パラジウム熱電対を校正すると
ともに、一つの温度定点（パラジウム点）でR熱電対を
校正して、それらの熱起電力（校正値）を標準値として
校正事業者に供給する。

• 仲介標準器として白金パラジウム熱電対を用いる場合
シナリオ（4）：産総研が四つの温度定点（銀点、銅点、
コバルト－炭素共晶点用語3、パラジウム－炭素共晶点）
でそれぞれ専用の白金パラジウム熱電対を校正して、
それらの熱起電力（校正値）を標準値として校正事業
者に供給する。

これら四つのシナリオで重要なことは、仲介標準器に何
を選択するか、そしてどの温度を校正温度として選択する
かである。四つのシナリオは、技術的には（1）から（4）
の順に難しくなる。

シナリオ（1）では、産総研が校正事業者を経由せずに、
直接温度計のユーザーに校正サービスした方が効率的であ
る。海外では、開発途上国の標準機関がしばしば選択す
るシナリオであり、四つのシナリオの中では、校正の不確
かさが最も大きくなる。

シナリオ（2）は、仲介標準器を受け取る校正事業者にとっ

ては、従来から習熟している機器を用いればよいので利用
しやすいものである。しかし、校正事業者が行う1000 ℃
での R 熱電対の校正サービスの不確かさを例えば 0.3 ℃と
想定した場合、自社の実用標準器にはその約 1/3 の大きさ
の 0.1 ℃の不確かさが必要になる。このシナリオでそれを
達成することは容易ではない。その理由は 4 章で詳述する
が、仲介標準器として用いる R 熱電対の安定性に限界が
あることによる。

シナリオ（4）は、最新の研究成果である金属－炭素共
晶点を国家計量標準に位置づけるもので、今後の研究の
進展も取り入れることができる発展性に優れた方法であ
る。しかし、このシナリオによる標準の供給は、受け手の
校正事業者が新たな設備を導入し、新しい技術を習得し
なければならないので負担が増加することになる。そこで
産総研は、シナリオ（4）を将来目指すべき理想としながら
も、温度計の製造事業者や校正事業者の利用しやすい温
度定点を使うシナリオ（2）または（3）を現時点では選択し、
将来シナリオ（4）へ向かう準備をすることとした。

産総研は温度をはじめ種々の量の標準整備計画を 2001
年から順次公表・更新している。それはどのような国家計
量標準がいつ頃整備されるかを明示しているので、産業界
側は校正事業に必要な設備や要員をあらかじめ準備し、国
家計量標準の供給時期に合わせて校正事業を開始するこ
とができる。産総研は標準整備計画で、銀点と銅点を用い
た熱電対の校正サービスの開始時期を 2002 年と公表し、
それまでの期間を利用して、仲介標準器について検討し
た。温度関連の学術団体や工業会の研究会がほぼ毎月開
催され、産総研における標準開発の状況を報告し、各校
正事業者や温度計の製造事業者における温度計校正技術
の現状などを議論しつつ、銀点と銅点での仲介標準器の
校正について産総研で取得した技術データを示した。

このような情報交換と意見交換を繰り返して、産総研と
産業界との間で次のような合意が形成された。R 熱電対を
仲介標準器とすることは安易な選択ではあるが、熱電対の
不均質による不確かさが大きくなる（4.2.1 項で詳述）。温
度計の製造事業者からの要望は、IEC 規格に定められた
クラス 1 の熱電対の製品保証に足る十分小さな不確かさで
あった。国家計量標準の整備のタイミングに合わせて、不
確かさの小さい仲介標準器を開発し普及させることができ
れば、大きな利点となることが認識された。この研究開発
の詳細は 4.2 節で述べるが、0.1 ℃程度の小さな不確かさ
が得られる技術的見通しが得られたことから、銀点、銅点
に対しては、白金パラジウム熱電対を仲介標準器とするシ
ナリオ（3）を採ることとした。
3.3　要素の選択
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図 2　熱電対のトレーサビリティを実現するシナリオの比較
R および Pt/Pd は仲介標準器としての R 熱電対および白金パラジウ
ム熱電対を表し、丸囲み数字は個体の識別を示す。
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決定した方針は、産業界に早期に高度な標準を供給する
ためにシナリオ（3）を採り、将来の高度化に向ってシナリ
オ（4）に進んでいくものである。このために産総研にとっ
て必要な要素として次の①から⑥を選んだ。
①高温度の国家計量標準である温度定点実現装置の製
作とその不確かさの評価
②仲介標準器としての白金パラジウム熱電対の安定化技
術の開発
③仲介標準器を温度定点で校正する技術と、その不確か
さの評価
④国際比較による国家計量標準の同等性の確認
⑤定常的な校正サービスを確実に行うための品質システム
の構築と運用
⑥合理的なトレーサビリティ体系の設計と技術文書の作成
これらの要素を統合・構成して、高温度のトレーサビリティ

体系を構築することを試みた。
上記の要素のうち①は、国家計量標準としての温度定点

の設定に関するものである。銀の凝固点（961.78 ℃）、銅
の凝固点（1084.62 ℃）、パラジウムの融解点（1553.5 ℃）
の三つをシナリオ（3）の実現のための国家計量標準として
開発した。さらに、将来シナリオ（4）に向かうための新た
な国家計量標準としてコバルト－炭素共晶点（1324.0 ℃）
とパラジウム－炭素共晶点（1491.9 ℃）を選択し、順次研
究を開始した。各温度定点における熱電対の熱起電力を標
準値として校正事業者に供給するために、パラジウムの融
解点での仲介標準器は、R 熱電対を選択した。一方 1500 
℃以下の温度においては、白金パラジウム熱電対を仲介標
準器に選択した。要素②は、この白金パラジウム熱電対の
開発である。

要素③は、実際に整備された温度定点実現装置を用い
て、仲介標準器を校正するための技術と校正の不確かさの
評価である。要素④は海外の国立標準研究機関との標準
の比較に関するものであり、国家計量標準と校正技術の国
際同等性を確認するために行った。国際比較を行うための
仕組みが国際的に定められているが、この国際比較は、
アジア太平洋地域内に組織されたアジア太平洋計量計画
（Asia Pacific Metrology Programme、以下「APMP」
という。）という国際組織において 12 機関が参加して行わ
れたものである。

要素⑤は、確立した国家計量標準による校正サービスを
産総研が定常的かつ確実に行うための体制の整備とその
運用についてである。要素⑥は、整備された計量標準が
校正事業者に利用されて、産業界が用いる温度計を校正す
るまでの温度標準のトレーサビリティの体系についてであ
る。校正事業者の技術レベルを第三者が認定するための

基準となる技術文書の作成も重要な要素である。この文書
に基づき、校正事業者の校正能力が確認される。

要素①から⑤の内容はそれぞれ次章の 4.1 節から 4.5 節
で述べ、要素⑥の内容は 5 章で述べる。

4　国家計量標準の整備と仲介標準器の開発
4.1　温度定点実現装置の製作と評価

温度定点を実現する方法には、るつぼ中に鋳込んだ金
属を融解・凝固させ、その融解点または凝固点の温度を実
現する方法（るつぼ法）と、校正する熱電対の測温接点近
くに定点物質の金属線を直接取り付けて融解点の温度を実
現する方法（ワイヤ法）がある。るつぼ法は定点温度の再
現性が良く、また長時間定点の温度を持続できるので温度
定点を精密に実現するのに一般的に用いられている方法で
ある。ワイヤ法は定点物質を融解するためのるつぼが不要
なため実現が簡易であり、また 0.1 g 以下のわずかな量の
定点物質で校正が可能である。ワイヤ法はるつぼ材料が
定点物質を汚染することが懸念される場合や、貴金属のよ
うな高融解点の純金属を用いる定点校正に一般的に用いら
れている。産総研が熱電対の校正サービスを開始するにあ
たり、銀点、銅点、コバルト－炭素共晶点の実現には再現
性の良い凝固点温度を持続できるるつぼ法を採用し、パラ
ジウム点の実現にはパラジウムを定点物質とするワイヤ法を
採用した。
4.1.1　銀点実現装置

銀点実現装置の概念断面図を図 3 に示す。定点装置は
大きく分けて、ヒーターと制御系から成る「定点炉」、およ
び定点物質を含む「定点セル」から構成される。定点炉に
は密封型のナトリウムヒートパイプで温度の均一化を図っ
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た縦型電気炉を使用し、960 ℃付近で 9 時間にわたり±
25 mK 以内の高い温度安定性と、高さ14 cm にわたり±
6 mK以内の良好な温度均一性とを実現した。定点セルは、
銀に加わる気体の圧力を測定できるオープン型とし、公称
純度 99.9999 ％の銀を黒鉛製のるつぼの中に 1390 g 封入
した。凝固点の温度は±10 mK の範囲で 5 時間持続する
ことが可能であり、再現性は 14 回測定して標準偏差が 3.8 
mK であった [2]。この装置を使用することにより、銀点に
おいて 0.09 ℃の拡張不確かさ（約 95 ％の信頼の水準）
で熱電対を校正できると評価した。
4.1.2　銅点実現装置

銅点実現装置の概念断面図を図 4 に示す。この装置は
前述の銀点実現装置と同様、ヒーターと制御系から成る「定
点炉」、および定点物質を含む「定点セル」から構成される。
定点炉は縦型とし、高さ方向に 3 分割したゾーンのそれぞ
れに発熱体を独立に設置して温度制御する電気炉とした。
発熱体には無誘導巻のカンタル線を使用し、制御用熱電対
として R 熱電対を各ゾーンの中央部に設置した。定点炉の
設計において、従来の一般的な 3 ゾーン電気炉と比べて異
なるのは、制御用熱電対と発熱体の熱接触を良くした点、
断熱材を厚くして炉の保温性を向上させた点である。制御
用熱電対はアルミナ管を介して発熱体と接触させて応答性
を良くし、炉の温度制御性を向上させた。また、発熱体の
周りの断熱材には高温用耐火繊維（セラミックファイバー）
を用い、150 mm 以上の厚さにして炉の保温性を向上させ
た。これにより、消費電力は 1 kW 以下に抑えることがで
きた。定点セルは、銀点と同様のオープン型とし、公称

純度 99.9999 ％の銅を黒鉛製のるつぼ中に 1450 g 封入し
た。図 5 は銅が凝固する時の定点セル内の温度の時間変
化を示したものである。凝固点の温度は± 2 mK の範囲で
8 時間持続した。融解・凝固を 26 回繰り返して測定した凝
固点の温度の再現性は標準偏差で 11.7 mK であり [3]、こ
の装置を使用することにより、銅点において 0.11 ℃の拡張
不確かさ（約 95 % の信頼の水準）で熱電対を校正できる
と評価した。
4.1.3　コバルト－炭素共晶点実現装置

るつぼ法で 1100 ℃以上の温度定点がこれまで実用化さ
れなかった大きな理由には、融解点・凝固点測定のために
純金属を黒鉛製のるつぼで保持した場合、るつぼの構成
元素である炭素が高温下で純金属中に溶け出し、純金属
を炭素で汚染して融解点を降下させてしまうことが挙げら
れる。この問題を解決する方法として、金属と炭素をあら
かじめ共晶合金の組成の比率で混合して黒鉛製のるつぼ
中に保持することが発案された。これにより、るつぼ法で
再現性の良い融解温度が実現でき、温度定点として利用
可能になった [4]。金属－炭素共晶点は高温領域の新しい温
度定点として世界の先進的な国立標準研究所で現在研究
が進められている。この技術を用いて熱電対を校正するた
めのコバルト－炭素共晶点実現装置を開発し、それまで作
製が困難であった大型のコバルト－炭素共晶点セルの作製
に世界に先駆けて成功し、熱電対の校正に使用できること
を実証した [5]。装置の設計においては、銅点実現装置の
技術を応用した。ただし、銅点実現装置ではるつぼを保
持するのに石英管を使用したが、コバルト－炭素共晶点の
温度では石英の失透もしくは軟化が起こるため、石英管の
代わりにアルミナ管を使用した。

図 6 はコバルト－炭素共晶点の融解・凝固曲線を示した
ものである。不確かさ評価の結果、コバルト－炭素共晶点
において 0.53 ℃の拡張不確かさ（約 95 % の信頼の水準）
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で熱電対を校正できることがわかった [6][7]。
4.1.4　パラジウム点実現装置

パラジウムの融解点を実現するためにワイヤ法を選択す
ることは前に述べたが、熱電対への定点物質の取り付け方
には幾つかの手法がある。実験的な評価の結果、図 7 の
ようにコイル状のパラジウム線を取り付ける手法が安定した
融解温度を実現するのに効果的であることがわかった [8]。
図 8 は、コイル状のパラジウム線を取り付けた R 熱電対を
パラジウム点実現装置に挿入した後、徐々に炉の温度を上
昇させたときの R 熱電対の熱起電力の時間変化を示す。
取り付けたパラジウム線の溶融に伴って 150 秒間で± 0.05 
℃の範囲で融解温度の持続が観測され、この領域の熱起
電力の平均値をもってパラジウム点での被校正熱電対の熱
起電力の校正値とした。測定の結果、約 0.05 ℃の再現性
（標準偏差）で融解温度が実現できることが確認された。
この装置を用いることにより、パラジウムの融解点において
0.79 ℃の拡張不確かさ（約 95 % の信頼の水準）で熱電対
を校正できた。
4.2　白金パラジウム熱電対の安定化技術
4.2.1　熱電対のドリフトと不均質

温度定点から熱電対に温度の標準値を移すときに最も
大きな不確かさの要因となるのが熱電対自身の安定性であ

る。図 9 は、高温の炉中に新品の熱電対を挿入し、挿入
長を固定したまま測温接点を長い時間高温に曝露した場
合、熱電対の特性が時間の経過に伴いどのように変化する
のかを模式的に示している。S はゼーベック係数と呼ばれ
る熱電対の特性であり、ここでは簡単のためにS は温度
依存性をもたないと仮定して説明する。図中のE は温度勾
配域で素線に発生した電場を示しており、E を熱電対の素
線に沿って積分したものが実際に観測される熱起電力とな
る。また、E とS には、E =S dT/dxの関係がある [9][10]。こ
こで xは熱電対の素線に沿った位置座標である。

新品の熱電対を炉中に挿入すると、最初は図 9（c）の実
線に示されているように、ゼーベック係数 S は位置 xによ
らず一定の値を示す（これを均質であると言う）。この熱電
対の挿入長を固定したまま、測温接点を高温に曝露し続け
ると、図 9（c）の点線で示したように、高温に曝露された
部分でのゼーベック係数が、熱電対素線の組成変化や構
造変化などに起因して次第に変化し、場所によって一様で
はなくなる。こうしたゼーベック係数 S の変化に伴い、図
9（d）に示すように電場E も変化し、結果として熱起電力
の変化が観測される。このように、熱電対の位置を固定し
たまま測温接点を高温に曝露するとドリフトと呼ばれる熱
起電力の変化が観測される。この熱起電力の変化の傾向
と大きさは熱電対の種類によって大きく異なる。

測温接点と基準接点の温度をそれぞれ一定とした場
合、図 9（c）で示した新品の熱電対のように、ゼーベック
係数 S が均質な熱電対では熱起電力は測温接点と基準接
点の温度のみで決まるため、温度勾配が素線のどの位置
にかかろうとも挿入深さによらずに熱起電力は同じ値を示
す。一方、炉内で長い時間高温に曝露してドリフトが観測
された熱電対では、図 10 のように熱電対の挿入長を変化
させると熱起電力が変化する。この熱電対のように素線の
位置によってゼーベック係数が異なる熱電対を一般的に「不
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図 6　コバルト－炭素共晶点での融解・凝固曲線

図 7　パラジウムの融解点実現のためのワイヤ法 図 8　パラジウム点での融解曲線



研究論文：1550 ℃に至る高温度の計測の信頼性向上（新井ほか）

−7−Synthesiology　Vol.3 No.1（2010）

均質な熱電対」と呼ぶ。実際の温度測定では、熱電対の
挿入長を変えるなどして、温度勾配がかかる位置を変化さ
せたときに生じる熱起電力の変化量を「不均質」と呼ぶこ
とが多い。不均質な熱電対では測温接点と基準接点のそ
れぞれの温度値のみで熱起電力は決まらず、炉の温度分布
に依存するため、校正された仲介標準器であっても異なる
温度分布で使用すれば、不均質は誤った標準値を与えるこ
ととなる。一般の熱電対のゼーベック係数 S は温度依存性
を持つが、同様の考え方が成り立つ。
4.2.2　ドリフト・不均質の評価方法の確立

前述のように熱電対のドリフトと不均質は仲介標準器の
安定性を評価するうえで非常に重要な項目となる。特に高
温域では一般にドリフトと不均質は大きくなる傾向があるた
め、これらは熱電対の校正の不確かさの大きな要因となる。

熱電対の安定性の評価を行うにあたり、当初、米国立
標準技術研究所 NISTとイタリア国立標準研究所 IMGC
が合同で研究した報告書 [11] を参考にして作製した白金パ
ラジウム熱電対のドリフトと不均質を調べた。熱処理は
NIST-IMGC の研究とほぼ同様に、熱電対素線への直接
通電加熱により1200 ℃で 10 時間、熱電対として組み立て
た後、炉中にて 1100 ℃で 3 時間、その後、450 ℃で 10

時間行った。
熱電対の測温接点を一定の温度に保つために銅点実現

装置を使用し、定点実現装置の凝固温度の安定性と均熱
性を利用して、熱電対のドリフトと不均質を同時に測定す
る方法をとった [12]。熱電対の測温接点を銅点実現装置の
測温孔の最深部から1 cm 上の位置まで挿入し、そのまま
の状態で銅の凝固と融解を繰り返し実現させて、熱起電
力の変化の様子をモニターした。このとき銅点実現装置は
絶えず融解と凝固を繰り返すよう温度制御がプログラムさ
れており、熱電対の測温接点は常に銅点温度に曝露されて
いる。測温接点の位置を固定し、ドリフトを約 500 時間測
定した結果が図 11 である。白金パラジウム熱電対の熱起
電力は曝露開始後最初の 50 時間まで大きく変化しており、
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(a)

(b)

(c)

押込 引出

T

S
ゼーベック係数　の変化S

E
電場　の変化E

x

x

x0

0

0

温度分布

新品

曝露後

(a)

(b)

(c)

(d)

測温接点
熱電対 銅線

電圧計

基準接点
（0 ℃）

炉

T

S ゼーベック係数　の変化S

E
電場　の変化E

x

x

x
0

0

0

時間 / h

熱
起
電
力
変
化
 /
 µ
V

0
0

200 300 400 500100

1

3

2

4

50 ｍK

Pt/Pd

図 9　熱電対の高温曝露による熱起電力の変化
実線は新品時の、点線は高温に曝露した後の熱電対のゼーベック係
数と電場を示す。

図 10　熱電対の高温炉への挿入長を変化させた場合の熱起電
力の変化
実線は高温に曝露された熱電対を押し込んでいった時、破線は引き
出した時のゼーベック係数と電場を示す。

図 11　銅点に曝露した場合の白金パラジウム熱電対のドリフト



研究論文：1550 ℃に至る高温度の計測の信頼性向上（新井ほか）

−8− Synthesiology　Vol.3 No.1（2010）

100 時間以降はほぼ一定の値を示した。
図 12 は、ドリフト測定の途中で銅の凝固が進行中に熱

電対を上下に移動させたときの熱起電力の変化をプロット
したものである。ドリフトの測定を行うときの測温接点の
位置を基準点（0 cm）とした。図中の 0 h ～ 505 h は、曝
露開始からの経過時間である。曝露開始時（0 h）のデー
タは、熱電対を 0.5 cm/min の速度で下方に挿入しながら
熱起電力変化を測定したものであり、その他のデータは図
中に記した経過時間の時に熱電対を 0.5 cm/min の速度で
上方に引き上げながら測定したものである。図 12 のデータ
を得るために行った「熱電対の挿入長を変える」行為は、
測温接点の温度を同じに保ったまま「熱電対の素線に沿っ
た温度分布を変える」行為と同等であり、この時の熱起電
力の変化は熱電対の不均質を反映している。熱電対の不
均質を定量的に評価するため、ここでは、図 12 の 7 h の
例のように、0 cm から上方 8 cm までの熱起電力の変化を
熱電対の「不均質」と定義した。

この方法を用いて、温度定点での熱電対の安定性をほぼ
自動運転で大量に評価することができるようになり、これ
により次節で述べる安定な仲介標準器の開発・評価を効
率的に行うことが可能になった。
4.2.3　安定な熱電対の作製方法

白金パラジウム熱電対は純金属である白金線とパラジウ
ム線を素線として構成されているが、不均質に起因する熱
起電力の変化は主にパラジウム線が関係していると報告さ

れている [13]。そこで、パラジウム素線のロットの違いによ
る影響を調べるため、公称純度は同じ 99.99 ％であるが、
ロットが異なる 4 種類のパラジウム線を用いて4 本の白金
パラジウム熱電対を作製した [14]。ここで、作製した 4 本の
熱電対をそれぞれ TC-a、TC-b、TC-c、TC-dと呼ぶこと
にする。4 種類の異なるロットのパラジウム線の中で TC-a
と TC-b のパラジウム線は同じ素線製造会社にて同じ製造
工程で作製されたものである。一方、TC-c と TC-d のパラ
ジウム線は TC-a、TC-b と異なる別々の製造会社から購入
したものである。素線の通電加熱は 1200 ℃で 10 時間行
い、熱電対組み立て後、炉中で 1100 ℃で 3 時間、その後、
450 ℃で 10 時間熱処理を行った。

図 13 と図 14 はそれぞれこれらの熱電対のドリフトと不
均質の測定結果である。TC-a、TC-b のように、同じ素線
製造会社で同じ製造工程で作製されたパラジウム素線を使
用しても、ロットが異なればドリフトと不均質の変化の様子
は異なっていることが分かる。一方で、TC-d はドリフト、
不均質ともに小さい。このことは、適切なパラジウム素線
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図 12　銅点に曝露した場合の白金パラジウム熱電対の不均質

図 13　異なるロットのパラジウム素線を用いた白金パラジウム
熱電対のドリフト

図 14　異なるロットのパラジウム素線を用いた白金パラジウム
熱電対の不均質
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のロットを選択すれば、ドリフトと不均質を大幅に減少さ
せることができることを示唆する。ただし、TC-d で使用さ
れているような素線を常に得ることは容易ではない。その
ため、TC-a、TC-b、TC-c で使用されているような比較的
取得しやすい素線を用いて、ドリフト、不均質を小さくする
手法を調べた。

炉中での熱処理は、熱電対が実際の使用前に受ける熱
履歴の最後の工程であることから、熱電対の特性に深く関
わることが予想される。そこで、素線の歪み除去のため炉
中で 1100 ℃で 3 時間の熱処理を行った後に、 450 ℃から
1080 ℃までの温度範囲の 1 点の温度で最終熱処理を施す
ことにより、最終熱処理温度が異なる合計 11 本の熱電対
を作製した。これらの熱電対のパラジウム素線には最も大
きなドリフトを示した TC-a と同じロットのものを用いた。
また、図 11 での白金パラジウム熱電対の熱起電力が 100
時間でほぼ安定していることから、最終熱処理の時間は
100 時間を選んだ。

図 15 は、上述のように作製した 11 本の白金パラジウム
熱電対に対して、銅点実現装置を用いて 1085 ℃へ曝露し
た場合の熱起電力のドリフトを示し、図 16 は同じくその不
均質を示す。図中に記す温度は最終熱処理温度である。
参考のため、450 ℃で 10 時間熱処理した熱電対の結果
も黒丸でプロットしてある。どの熱電対も 1085 ℃への曝
露開始後 100 時間程で熱起電力は安定した。最終熱処理
温度が 730 ℃のとき、熱起電力は 100 時間で約 4 µV（約
0.2 K に相当）と最大の変化を示した。ここで注目すべき

は、850 ℃または 1030 ℃で 100 時間最終熱処理を行った
ものはドリフトと不均質がともに非常に小さくなっている点
である。熱起電力の変化は 150 時間にわたって 0.5 µV（24 
mK に相当）以下となっており、この結果は、適切な熱処
理を行うことによって、白金パラジウム熱電対のドリフトと
不均質を抑えることができることを明らかにした [12]。

銀点実現装置を用いた 962 ℃への曝露についても同様
なドリフトと不均質の測定を行った結果、850 ℃での最
終熱処理の効果は素線のロットが異なっても有効である
ことがわかった [15]。また、コバルト－炭素共晶点を用い
た 1324 ℃への曝露についても同様の測定を行った結果、
1030 ℃での最終熱処理はコバルト－炭素共晶点でのドリ
フトの低減に有効であることがわかった [16]。銀点より低い
温度への曝露では白金パラジウム熱電対のドリフトと不均
質は急速に小さくなった [17]。以上の結果は、適切な素線
と作製法、熱処理法を選択することによって、1330 ℃まで
の温度で白金パラジウム熱電対のドリフトと不均質を非常
に小さくできることを意味する[16]。これにより、銀点、銅点、
およびコバルト－炭素共晶点の各温度でドリフトと不均質
を小さくし安定化させる手法を見い出すことができた。
4.2.4　白金パラジウム熱電対とR熱電対との比較

R 熱電対の場合、1085 ℃への曝露では熱起電力は単調
に減少し続けていく傾向を示し、300 時間曝露し続けた場
合 0.2 ℃程度ドリフトした [9][14]。それに対して、図 15 で示
されたように、適切な最終熱処理を行った白金パラジウム
熱電対では、1085 ℃の曝露を150 時間行ってもドリフト
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図 15　異なる最終熱処理温度に対する白金パラジウム熱電対
のドリフト

図 16　異なる最終熱処理温度に対する白金パラジウム熱電対
の不均質
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は 0.03 ℃以内に収まることがわかった。不均質についても
ドリフト同様、R 熱電対では単調に変化し続けていくのに
対し、適切な熱処理を行った白金パラジウム熱電対では、
図 16 で示されているように約 150 時間にて 0.04 ℃以内で
ほぼ一定の値を示した。これらの明白な違いから、銀点、
銅点、コバルト－炭素共晶点では白金パラジウム熱電対を
仲介標準器として選択することを決めた。一方、白金パラ
ジウム熱電対は素線にパラジウムを使用しているため、パ
ラジウム点の温度では融解して使用できない。そのため、
パラジウム点の仲介標準器としては従来から使用実績に優
れ、国内で最も普及している R 熱電対を用いることとした。
4.3　定点校正の不確かさの評価

熱電対を仲介標準器として国家計量標準である温度定
点の標準値を供給する際、その不確かさの要因としては
様々なものがあるが、大きく分類すると「定点実現装置に
内在する不確かさ」、「熱電対を校正する時の測定系（電圧
計、基準接点装置など）に内在する不確かさ」、「校正対
象である熱電対自身のドリフトと不均質に起因する不確か
さ」が考えられる。銀点、銅点、コバルト－炭素共晶点、
およびパラジウム点のそれぞれにおける熱電対の校正の不
確かさを表 1 に示す。拡張不確かさ（約 95 % の信頼の水
準）は銀点、銅点、コバルト－炭素共晶点、パラジウム点
でそれぞれ 0.09 ℃、0.11 ℃、0.53 ℃、0.79 ℃であり、次
節で示すように世界でトップレベルの高い校正能力となって
いる。
4.4　国際比較による国家計量標準の同等性

実現した温度定点が他の国の国家計量標準と整合して
いるかを検証するため、アジア太平洋地域の国立標準機
関の間での国際比較（APMP-T-S1-04）が行われた。R 熱
電対を各参加機関に回送し、参加機関はそれを自己が保
有する温度定点で校正し、その校正値を幹事機関の校正
値と比較した。参加した国立標準機関は NMIA（オース
トラリア）、NIM（中国）、SCL（香港）、NPLI（インド）、
KIMLIPI（インドネシア）、KRISS（韓国）、SIRIM（マレー

シア）、SPRING（シンガポール）、CSIR（南アフリカ）、産
総研 /NMIJ 、CMS（台湾）、および NIMT（タイ）の 12
機関であった。

図 17 は、銅の凝固点である1084.62 ℃での比較結果で
あり、各参加機関と幹事機関である NMIA との校正値の
差が各参加機関の校正の不確かさと一緒に示されている。
産総研 /NMIJ の校正の不確かさは参加機関の中でトップ
レベルの小ささであり、銅点での校正値は各国が主張する
不確かさのレベルでほぼ一致することが確認された。

銀点での校正値の比較についても同じ国際比較の中で
行われており、銅点と同様に、産総研 /NMIJ の銀点での
校正の不確かさはトップレベルの小ささで、各国の校正値
はそれぞれが主張する不確かさのレベルでほぼ一致するこ
とが確認された [18]。

コバルト－炭素共晶点については、欧州の主要な国立標
準機関である PTB（独）、NPL（英）、LNE（仏）が行っ
ている共同プロジェクトEuromet project 857[19] に産総研
/NMIJ も参加して、白金パラジウム熱電対とコバルト－炭
素共晶点セルを回送する国際比較を行った結果、良好な一
致を得ている [20]。
4.5　熱電対校正の品質システムの構築と運用

産総研が行う校正･ 試験サービスに関する品質システム
に基づき、2004年に熱電対の校正業務に関する技術マニュ
アルを作成した。校正・試験機関に関する国際規格である
ISO/IEC 17025 の要求事項に適合するように、要員、施
設と環境条件、校正方法、設備、トレーサビリティ、校正
品目の取扱い、結果の報告などの各項目を規定し、それに
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仲介標準器
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銀点
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1324.0

コバルト－炭素
共晶点

1553.5

パラジウム点

R熱電対白金パラジウム熱電対

測定系の不確かさ /℃
定点実現装置の不確かさ /℃
熱電対自身の不確かさ /℃
校正の合成標準不確かさ /℃
（約68 %の信頼の水準）
校正の拡張不確かさ /℃
（約95 %の信頼の水準）

0.021
0.014
0.034

0.042

0.09

0.019
0.021
0.045

0.054

0.11

0.018
0.260
0.060

0.267

0.53

0.042
0.231
0.315

0.393

0.79

合成標準不確かさは、個々の不確かさ成分を合成したもので、各成分の不確かさの二乗和の正の平方根で
与えられる。

表 1　各温度定点における熱電対の校正の不確かさ

図 17　銅点（1084.62 ℃）における R 熱電対の校正値の国際
比較の結果
◆は各参加機関と NMIA との校正値の差を、誤差棒は各機関の校
正の不確かさを示す。
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従って校正を実施し、記録を保管するようにした。特に、
熱電対の校正に特有の不確かさの要因であるドリフトと不
均質についての評価方法を詳細に規定し、それらが熱電
対の校正値とその不確かさに与える影響を定量的に評価す
る手順を技術マニュアルで定めた。2006 年 5 月には、独
立行政法人製品評価技術基盤機構が運営する認定プログ
ラムのもとで産総研の熱電対の校正業務が国際規格に適
合すると認定された。慎重に不確かさの評価を行って熱電
対の校正方法を確立し、さらに国際比較によって検証した
技術を定常的に継続するために必要な要素が品質システム
であり、産総研の行う熱電対の校正の信頼性を国内的・国
際的に高めている。

5　トレーサビリティ体系の整備
5.1　熱電対のトレーサビリティ体系の設計

国家計量標準が校正事業者に利用され、産業界が用い
る温度計を校正するまでの温度のトレーサビリティの体系
を我が国の計量法の JCSS用語 4 制度に基づき構築した。国
家計量標準として、産総研の銀点（2002 年）、銅点（2002
年）、パラジウム点（2005 年）の各定点実現装置を計量法
で定める特定標準器に順次指定し、産総研からこれらの
3 点での校正値を仲介標準器に与えて標準値として校正事
業者に供給した [21][8]。校正事業者においては仲介標準器
から自らが保有する温度定点装置に標準値を移した上で温
度目盛を作る方法を採用した。ただし、パラジウム点につ
いては、実用標準熱電対へ比較校正により標準値を移す
方法も選択できることとした。

産総研が校正を行う仲介標準器は、計量法で定める特
定二次標準器に相当し、銀点と銅点では白金パラジウム熱
電対、パラジウム点では R 熱電対とした。熱電対を仲介標
準器としてパラジウム点の標準値の供給を開始したことによ
り、図 18 に示すように、校正事業者は実用標準熱電対に
対して 1554 ℃までの温度標準を持つことが可能になり、
R 熱電対を始め各種の熱電対に対して、実用標準を用いた
校正ができることになった。現在、産総研では、特定標準
器による特定二次標準器の校正を年間 10 件程度行ってお
り、それらに対して特定標準器による校正の結果であるこ
とを示すため計量法に定められた「jcss」の標章を付けた
校正証明書を発行している。

jcss 校正に加えて、産総研では依頼試験としてコバルト
－炭素共晶点の標準値の供給を開始（2009 年）した [7]。こ
れにより、校正事業者が作った温度目盛のより正確な検証
が可能になった。

このようにして JCSS に登録した校正事業者は、例えば、
銅点までの各種の定点実現装置の校正、高温域について

は貴金属熱電対（R、S、B、Pt/Pd）、卑金属熱電対（N、K、
E、J、T）および指示計器付温度計の銅点までの定点校正、
最高 1554 ℃までの温度範囲での温度計の比較校正など、
自社の設備に合わせてさまざまな校正事業を柔軟に選択し
て行えるようになった [22]。
5.2　国内校正事業者との共同研究と技術文書の作成

標準熱電対としての白金パラジウム熱電対の技術を普及
するために、日本学術振興会産業計測第 36 委員会温度計
測分科会の作業部会で 2001 年 6 月から 2002 年 3 月にか
けて、白金パラジウム熱電対の持ち回り試験を行った。銅
点における校正作業に伴う熱電対のドリフトを評価すること
を目的として、同一ロットから取った白金素線とパラジウム
素線から 4 本の白金パラジウム熱電対を同一条件で作製し
て試験に供した。これらの熱電対を「産総研→ 4 事業者
→産総研」と回送し、続いて回復アニールをした後に、再
び「産総研→残りの 4 事業者→産総研」と回送し、各事
業者での銅点校正作業によって校正値がどの程度変化する
かを調べた。持ち回り試験に先立って、白金パラジウム熱
電対を作製するための熱電対素線や絶縁管などの材料仕
様条件、素線や絶縁管等の前処理および組み立て後の熱
処理などに関する組立条件、ならびに使用条件について、
各事業者の熱電対作製用設備および校正用設備、産総研
の校正用設備などの仕様をもとに検討を行った。

また、同作業部会では 2004 年に、産総研を含む 7 事
業者で「R 熱電対の Pd 点校正を含む共同実験」として、
2 種類の共同実験を行った [23]-[25]。

Japan Calibration Service System

ユーザ

特定二次標準器

特定標準器

Pd点Cu点Ag点

Pd点Cu点Ag点

JCSS 0.2 ℃～2 ℃

Pt/Pd 熱電対

Pt/Pd 熱電対 Pt/Pd 熱電対R熱電対

R熱電対

その他の熱電対等

産総研

校正事業者

jcss  0.09 ℃ 0.79 ℃0.11 ℃

Co-C共晶点

Pd-C 共晶点Co-C共晶点

依頼試験 0.53 ℃

RまたはS熱電対

図 18　高温域における熱電対のトレーサビリティ体系図（2010
年 2 月時点）
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温度定点

定点の温度値 / ℃
校正の拡張不確かさ /℃
（約95 %の信頼の水準）

銀点 銅点
コバルト－
炭素共晶点

パラジウム－
炭素共晶点

961.78

0.09

1084.62

0.11

1324.0

0.3

1491.9

0.3

校正事業者が JCSS に登録されるためには、技術的要
求事項適用指針に適合することが要件になっている。こ
の指針は、校正事業者に対する国際規格である ISO/IEC 
17025 に規定されている技術的要求事項を明確化し、解釈
を示すものであり、独立行政法人製品評価技術基盤機構
が発行して公開している技術文書である。またこれは校正
事業者において校正が行われる際の技術能力を第三者が
認定するための技術基準ともなっている。この中の特定二
次標準器又は常用参照標準が具備すべき条件などは、上
記の共同実験の結果を踏まえて規定した。不均質の取り扱
いについての注意事項も多く記載された [26]。

6　標準整備の効果と今後の課題
6.1　熱電対のトレーサビリティ体系の整備による効果

熱電対のトレーサビリティ体系を構築したことによる現実
の効果として、我が国の JCSS 校正事業の温度範囲が拡
大し、さらには登録校正事業者が発行するJCSS 校正証
明書の件数が増加したことが挙げられる。JCSS 校正証明
書の発行件数は 2002 年度には約 2000 件 [27] であったが、
2008 年度には約 10000 件 [28] と6 年間で約 5 倍となった。
温度計の製造事業者や校正事業者が出す規格適合証明や
校正値が、社会で広く使われている温度計の信頼性を確保
することに寄与している。
6.2　白金パラジウム熱電対の産業界への普及

本研究では、仲介標準器として開発した白金パラジウム
熱電対が、熱処理などを適切に行うことにより、極めて高
い性能をもつことを示した。この熱電対は当初産総研から
研究開発品として有料で頒布したが、頒布先は産総研に校
正を依頼する校正事業者のみに限定されていた。こうした
校正事業者以外のユーザーも広くこの白金パラジウム熱電
対を使えるように、この熱電対の作製法を民間企業へ技術
移転することを進めてきた。開発された白金パラジウム熱
電対は、作製方法の技術移転を行った株式会社チノーから
2006 年 4 月に販売が開始された [29]。

また、白金パラジウム熱電対は仲介標準器としてだけで
なく、一般の温度計測用熱電対としての使用も期待され
る。広く工業的な利用を促進させるため、産総研は IEC
での標準化にも取り組み、2008 年に IEC 62460 として規
格化された [30]。
6.3　パラジウム－炭素共晶点の開発

3 章で述べたように、将来的には四つの温度定点（銀
点、銅点、コバルト－炭素共晶点、パラジウム－炭素共晶
点）の標準値を、白金パラジウム熱電対を仲介標準器とし
て供給することを目指している。そのために現在パラジウム
－炭素共晶点の開発とその評価を精力的に進めている [5]。

コバルト－炭素共晶点と同様に共同プロジェクト（Euromet 
Project 857）に参加して欧州の代表的な国立標準研究所
PTB（独）、NPL（英）、LNE（仏）とパラジウム－炭素共
晶点の温度値の国際比較も行っており、熱電対を仲介標準
器とした標準供給の準備を着実に進めているところである。

表 2 に、パラジウム－炭素共晶点を含む各温度定点で
の校正値の不確かさが、将来どの程度小さくなるか予想
を示す。現在、金属－炭素共晶点は 1990 年国際温度目盛
（ITS-90）用語 5 の定義定点には採用されていない。そのた
めに、熱電対用に製作したコバルト－炭素共晶点セルの温
度値は、ITS-90 に基づいて校正された放射温度計によっ
て測定され、決められている。表 1 に示したコバルト－炭
素共晶点における熱電対の校正の不確かさの要因には「定
点実現装置の不確かさ」があり、0.26 ℃と最も大きな不確
かさの要因となっている。そしてこの不確かさの要因の中
には、上述の放射温度計による測定の不確かさが含まれて
いる [6]。今後、放射温度計による測定の不確かさがより小
さくなる見込みであり、その結果、コバルト－炭素共晶点
とパラジウム－炭素共晶点での熱電対校正の拡張不確かさ
（約 95 % の信頼の水準）は 0.3 ℃程度になると予想され
る。これが達成されると、白金パラジウム熱電対を仲介標
準器として、1500 ℃までの温度域でより小さな不確かさで
標準供給が可能になる。

7　おわりに－標準整備計画の意義
1990 年代後半から、我が国の社会ニーズに基づいた標

準整備計画を策定し、それを基盤にしたトレーサビリティ
体系を整備してきたが、それらは当然のことながら、産業
界の動向と密接な関わりをもって実施されてきた。2001 年
に開始した 10 年間の標準整備計画の実行は、現在終着点
が見えた段階にあるが、この間産総研がいつまでに、どの
計量標準を整備し供給するかを、校正事業者を始めとして
品質管理を重視する企業に明示して、我が国に最も適した
計量標準の体系を議論しながら構築してきた。すなわち、
それまで産業界が作り上げてきた信頼性確保のための技術
基盤と計量トレーサビリティを融合させる必要性を双方が
意識して活動してきた。

温度標準の場合は、産総研が供給する国家計量標準の

表 2　今後予想される各温度定点における白金パラジウム熱電
対の校正の不確かさ
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用語説明

熱電対：2 種類の金属素線や合金素線から作られ、素
線の選び方により－270 ℃の極低温から 2400 ℃の超高
温までを測ることができる実用的に優れた温度計。現
在、日本工業規格（JIS）では T、J、E、K、N の卑金
属熱電対と S、R、B の貴金属熱電対の 8 種類が規定
されている。
温度定点：物質の相転移が一定の温度で起き、その再
現性・安定性が良いことを利用して温度計の校正を行う
熱平衡状態。代表的なものとしては、水の三重点（水
の気相・液相・固相が共存する温度）、銅・銀・亜鉛な
どの純金属の凝固点がある。
共晶点：一つの融液から二つ以上の固相が分離して密
に混合した組織となって凝固した合金などの融解、もし
くは凝固温度。共晶組成で融解・凝固温度の極小点が
得られる。
JCSS：Japan Calibration Service System の略で、正
式名称は「計量法校正事業者登録制度」。1993 年 11
月より計量法に基づく校正事業者認定制度として運営さ
れ、2005 年 7 月より校正事業者登録制度となった。国
際標準化機構（ISO）および国際電気標準会議（IEC）
が定めた校正機関に関する基準（ISO/IEC 17025 規格）
の要求事項に適合しているかどうかを審査し、校正事
業者を登録する制度。登録事業者は、JCSS 標章を付
した校正証明書を発行することができる。
1990 年国際温度目盛（ITS-90）：メートル条約加盟国
間の国際的な取り決めによる熱力学温度を近似する温
度目盛。複数の温度定点の温度値と、その間の補間方
法（補間温度計と補間式）で定義される。国際温度目
盛はおよそ 20 年周期で見直しが行われており、1990 年
にその時点での技術に基づき制定された温度目盛が現
在まで使われている。

用語 1:

用語 2:

用語 3:

用語 4：

用語 5：

範囲拡大と民間事業者が行う校正事業の範囲拡大が歩調
を合わせた結果、JCSS の利用拡大が進んだ好例であると
言われている [31]。その背景には、本稿で述べた国家計量
標準の設定、仲介標準器の技術開発、不確かさの評価、
品質システムの整備、国際比較の実施、トレーサビリティ
体系の構築、校正に関する技術文書の作成といった、多く
の要素技術が必要であった。1990 年代末から始まった長
期間の取り組みであったが、現段階において、日本国内に
は 1550 ℃までの温度計測の信頼性を担保する強固なシス
テムが作られた。今後も筆者らは、6.3 節に述べた高度化
への技術開発を続けるとともに、トレーサビリティ体系をよ
り有効に使うための一層の普及活動に取り組みたいと考え
ている。
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査読者との議論 
議論1　研究の動機
コメント・質問（小野 晃：産業技術総合研究所）

本論文は、我が国における熱電対のトレーサビリティ体系を俯瞰的
に設計し、新たな要素技術を開発しつつさまざまな要素技術を統合
し、国際的な動きとも連動させながら社会に受け入れられるトレーサ
ビリティ体系を構成していった、優れた第 2 種基礎研究・製品化研
究と思います。身近なところで大量に使われている熱電対だけに、そ
れによる温度測定の信頼性が向上することの社会的・産業的な効果
は非常に大きいと思います。

ところで熱電対は高温域では信頼性に問題無きにしもあらずという
指摘が、従来鉄鋼業を中心とした技術者からしばしば出されていま
したが、一方では、熱電対は古くから使われている汎用の温度計で
あり、先進的な研究を行う余地はもはやないのではないかという見方
もあって、日本では長く研究が下火になっていました。このような状
況の中で著者らが、熱電対に新たな研究要素を見出し、従来よりも
格段に優れた信頼性で熱電対のトレーサビリティ体系を構築したこと
を、ある種驚きをもって受け止めています。本研究を開始するに当たっ
ての著者らの動機はどのようなものだったのでしょうか。また本研究
の成功の要因は何だったと考えますか。研究の当事者としての経験に
基づいてお聞かせ下さい。

回答（新井 優、小倉 秀樹、井土 正也）
熱電対の不均質の問題を正面からとらえることを決意したことが最

大の動機付けであったと思います。本文中で述べましたが、熱電対
は不均質が原因で、温度分布による影響を受けてしまいます。この
ため、海外の標準機関においては熱電対の校正に対して、この値は
熱電対が試験された時と同じ状況で使用される場合にのみ適用され
る、という限定を付けている場合もあります。しかし、これでは、熱
電対の校正を受けたユーザーは、その値をそのまま利用することが
できないことになってしまいます。取り組んですぐに、不均質が、ば
らつきではなく、かたよりを生じさせることと、高温にさらされた時間
の経過とともに増大することを、どのように不確かさ評価として扱う
かという課題に直面しました。これを私たちは、①熱電対の不均質
そのものを小さくする、②不均質を適切に評価する、③校正を受け
るユーザーに事前にユーザーの保有する装置の温度分布のデータを
提出してもらい、評価法の妥当性を確認する、という手順で解決を
図りました。

成功した理由は、月並みな言葉ですが、「あきらめず徹底的に追求
したこと」につきるのではないかと思います。不均質の増大を時間的
に追跡することは、根気のいる作業ですが、高精度な校正装置を開
発し、これらの装置を利用して効率的で精密な熱電対の評価方法を
確立できたことが成功の要因の一つであったと思います。今回私たち
が行った詳細なレベルまで精密に評価することは、時間と手間がかか
るため、なかなか行われていませんでした。効率良く評価ができるよ
うになったため、さまざまな条件で実験を行えるようになりました。
これらの結果、従来よりも格段に優れた信頼性で熱電対のトレーサビ
リティ体系を構築できたのだと思います。



研究論文：1550 ℃に至る高温度の計測の信頼性向上（新井ほか）

−15−Synthesiology　Vol.3 No.1（2010）

議論2　白金パラジウム熱電対の安定化の要因
コメント・質問（濱 純：産業技術総合研究所評価部）

白金パラジウム熱電対の校正の不確かさの要因とされるドリフトと
不均質を低減させる熱処理条件などを見出し、その不確かさの評価
方法の文書化から、校正方法や品質システムの確立までの一連のプ
ロセスは、仲介標準器の開発および企業への高精度の温度計測の還
元のポイントとなる成果です。なお、成果をより明確に理解し、さら
に信頼性向上の可能性を推測する意味で、以下の点についてご回答
願います。

白金パラジウム熱電対の場合、ドリフトや不均質の不確かさを抑制
する熱処理条件等のガイドラインは説明されていますが、なぜ安定化
するのかの要因はどのように考えたらよいですか。また、R 熱電対で
は、同様な熱処理温度ではドリフトや不均質が小さくならないのはな
ぜですか。

回答（新井 優、小倉 秀樹、井土 正也）
図 9（c）では曝露によってゼーベック係数が増加する傾向のみを

模式的に記載しましたが、白金パラジウム熱電対の場合は、室温か
ら1300 ℃までの温度域では曝露によりゼーベック係数が小さくなる
温度領域と大きくなる温度領域があります。そのため、事前に適切な
温度で十分に長い時間熱処理を行うことにより、素線内部に発生し
た電場の熱電対素線に沿った積分値の変化をとても小さくすることが
できます。さらに、白金パラジウム熱電対では、曝露によるゼーベッ
ク係数の変化は時間の経過とともに飽和する傾向があるので、熱起
電力は最終的に安定化します。一方、R 熱電対では、1000 ℃付近で
白金ロジウム合金の組成が変化し続けるため、ゼーベック係数は飽
和せずに小さくなり続け、その結果、ドリフト量も飽和せずに起電力
は減少し続けることになります。

議論3　白金パラジウム熱電対の不安定性の微視的原因
質問（小野 晃）

白金パラジウム熱電対を特定の温度で最終熱処理することによって
ドリフトと不均質を著しく低減できるということは、本研究の重要な
発見と思います。ドリフトと不均質の原因はパラジウム素線の方にあ
るとしていますが、パラジウム素線は純金属であり、高温への曝露に
よって組成の変化はないように思います。そうするとドリフトと不均質
の低減の原因は、パラジウム素線の微視的な構造変化が抑制された
のかと想像しますが、著者らの見解はいかがでしょうか。またパラジ
ウム素線で起こる微視的変化は、材料学や物性論の視点から現在ど
の程度まで説明できていますか。

熱電対のドリフトと不均質を低減させるためには、熱処理条件を工
夫すること以外に、原理的に異なる別の方法はないでしょうか。

回答（新井 優、小倉 秀樹、井土 正也）
パラジウム素線の微視的な構造変化が関係していることは間違い

ないと思います。現在、白金パラジウム熱電対のドリフトと不均質の
原因は研究者から幾つか報告されており、大きく分けるとパラジウム
素線に含まれる不純物の酸化、パラジウム素線中の結晶粒の成長、
が考えられています。

パラジウム線中の不純物が原因であるとすれば、パラジウムに含ま
れる不純物が酸化して導体から絶縁体になり、その結果、熱起電力
が変化すると考えられます。そのため、今後、更に精製技術が発達し、
高純度のパラジウム線を作製する、もしくは不均質を成長させる不純
物を除去することができれば、不均質の生成を抑制できる可能性が
あります。一方、もしパラジウム線中の結晶粒の成長が原因であると
すれば、事前の熱処理で結晶を十分に成長させておく方法や、結晶
成長を抑制するために起電力が大きく変化しない程度の添加物を加
えるという方法が考えられます。

以上のように、白金パラジウム熱電対のドリフトと不均質の原因は、
完全にはまだ解明されていないのが現状であり、さらに熱電対校正

の不確かさを小さくするための今後の研究課題であると言えます。

議論4　日本の産業界の貢献と水準
コメント・質問（小野 晃）

今回我が国の産業界の技術状況をよく考慮して熱電対のトレーサビ
リティ体系を構築しましたが、諸外国の熱電対のトレーサビリティ体
系と比べて特徴があるように思います。我が国では民間校正事業者
の多くが、産総研の国家計量標準ほど高度ではないにしても、高温
の定点実現装置を保有し、それぞれ校正事業に活用してきたという
経験があるように思います。民間事業者のこの経験を著者らはうまく
活用して、我が国に世界トップレベルの信頼性のトレーサビリティ体
系を構築できたのではないかと考えるのですが、いかがでしょうか。
著者らが論文の中で繰り返し、「現在までに民間企業が培ってきた技
術」を強調されているのはこのあたりのことでしょうか。

国際比較によって産総研の技術レベルが世界的に高いことが示さ
れましたが、もし民間校正事業者同士で国際比較があったならば、
我が国の民間事業者の技術レベルは非常に高いはずと想像します
が、いかがでしょうか。

このような技術の信頼性の高さをもっと国際的にアピールしていけ
ると良いと思います。

回答（新井 優、小倉 秀樹、井土 正也）
我が国では、早い時期から温度定点実現装置を保有して、温度計

測の信頼性を高める努力がなされてきました。また、本論文でも述べ
た、最新の研究であるコバルト－炭素共晶点を用いた熱電対校正用
装置についても、国内の事業者は産総研との共同研究で既に製品開
発しており、いくつかの校正事業者が、この装置の導入を進めていま
す。このように我が国の校正事業者の技術レベルは、極めて高いも
のです。もし、校正事業者同士で、校正技術の国際比較が行われれ
ば、その信頼性の高さが明らかに示されると思います。さらに、日本
学術振興会産業計測第 36 委員会温度計測分科会の作業部会では、
産総研を含め国内の産業界の熱電対校正事業者が参加して、熱電対
校正技術の共同研究を行っており、これらの研究結果を国際学会な
どで積極的に報告していきたいと考えています。

議論5　1550 ℃以上での熱電対の信頼性
質問（小野 晃）

本研究では 1550 ℃までの範囲で温度のトレーサビリティ体系を構
築しました。一方 1550 ℃以上でも熱電対は重要な温度計として使わ
れていますが、現状で熱電対の信頼性はどの程度と考えますか。今
後 1550 ℃以上の温度範囲で熱電対のトレーサビリティを構築してい
くとすれば、どのようなアプローチで研究を進めていくべきと考えま
すか。

回答（新井 優、小倉 秀樹、井土 正也）
熱電対は1550 ℃以上の高温でも重要な温度計です。産業界では、

タングステン－レニウム熱電対が 2000 ℃を超える温度まで使用され
ています。しかし、タングステン－レニウム熱電対は実際のところ、
信頼性は良く分かっていないのが現状です。例えば、100 時間程度
の使用時間とした場合、おそらく1700 ℃付近では 5 ℃程度、更に
温度が高くなればそれ以上の熱起電力ドリフトがあると思われます。

この温度域では、安定で均一な温度場を作り出すことからして難
しいのですが、加えて、物質の反応性も増すため、絶縁管や保護管
が熱電対素線に与える影響を調べることも必要です。熱電対の安定
性評価に必要なこれらの要素を解決して研究開発を進めていくこと
が、信頼性の高い熱電対トレーサビリティを構築するうえで重要にな
ると思います。最新の研究成果である、金属－炭素共晶点の高い再
現性を積極的に利用するなどして、研究を進めていきたいと考えてい
ます。
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1　緒言 
健康長寿を達成し質の高い生活を実現するためには、糖

尿病などの生活習慣病を中心とする各種疾患の発症を超
早期、あるいは予知診断して有効な予防を講じる必要があ
る。このためには、各種疾患に関連する複数のバイオマー
カーを日常的に個人レベルでモニタリングし、得られたデー
タのネットワーク化と診断システムを確立することが必要に
なる。これらの実現に向けて、我々は個人で使うことがで
きる複数のバイオマーカー測定デバイスの構築を目指して
いる。そのため究極的には、各個人の日常生活つまり家庭
などで血液などの体液中に存在する複数のバイオマーカー
の検出技術の確立が必要になってくる。その実現には、血
液採取とその前処理・分離・反応・検出を一体化し、一般
家庭でも設置・使用できるよう操作が簡単でコンパクトな、
さらに正確な診断のために複数のバイオマーカー解析が一

度に行えるデバイスが必要になる。ところで、ここで行わ
れる血液中のタンパク質、糖、脂質など生体内での生物学
的あるいは生化学的変化を把握するためのバイオマーカー
解析は、病院受診時に行われている臨床検査にほかなら
ない。

近年、臨床検査の分野では「患者の傍での臨床検査」
Point of care testing（POCT）、つまり患者の傍らでの即
時検査が求められている [1]。現状の臨床検査では、受診
当日に検査の結果が得られることは少なく、結果判定に数
日必要であり迅速な診断と治療が難しいことが多い。これ
はバイオマーカー測定自体に時間が必要な場合があるほか
に、測定に大型・高価な精密測定機器が必要になること
に加えて臨床検査技師などの人件費など医療機関への経
済的負担が大きいことから、多くの医療機関で検体検査な
どの臨床検査が外部の臨床検査会社に外注されているこ
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とが原因である。この臨床検査の外部委託の模式図を図
1 に Lundberg らにより提唱された Brain to brain loop モ
デルをもとに示す [2][3]。一方、POCT では医療現場におい
て患者の傍らで検体採取・検査法の選択を行い、その検
査から直接検査結果が得られる。これによって患者の最初
の医療機関への受診時に確定診断が可能になり、迅速な
治療の開始・治療効率の向上・通院負担の軽減、医療費
の低減など患者自身と医療機関に、さらには社会にとって
大きなメリットがあると考えられる。また臨床医側のメリッ
トとして、緊急の外科処置が必要な場合などで、患者の感
染症や全身疾患の有無あるいはその病態の把握など、処
置方法を決定するのに有用な情報がその場で獲得可能に
なることである。現在は、心筋梗塞やインフルエンザ感染
診断キットなど、特に急性の疾患や感染症など短時間での
診断を要するもの、血糖値測定や手術室での血液ガス測定
などを対象に POCT デバイスが開発され臨床現場へ導入
されつつあるが、特定の疾患関連バイオマーカーのみを解
析対象としており、さらに定性的検出法が多いなどの問題
がある。現状のこれら POCT の問題点を解決して、複数
のバイオマーカーを定量解析できる POCT デバイスを開発
することは、将来の個人レベルでの複数バイオマーカーモ
ニタリングのための基盤技術になる。また、POCT 技術を
確立して医療現場でその有用性が認められてこそ、社会に
対して個人の健康モニタリング技術を認識させうると考える
（図 2）。そのためにもできるだけ早期に定量性を示す複数
バイオマーカーの解析が可能な POCT デバイスを実現させ
る必要性がある。一方、最近のナノテクノロジーを利用し
た分析技術により、検査技術の迅速・省サンプル・高感度・
機器の小型化が種々図られており、その典型的な技術開
発の対象として各種マイクロチップを利用したデバイス開発
がある。このデバイスは次章で述べるように POCT、ひい

ては個人レベルでのバイオマーカーデバイスとしてのメリッ
トが多い。そこで上記の目標達成に向けたステップとして、
この既存のマイクロチップ基板技術の組合せ、つまり市販
の核酸解析用のマイクロチップ電気泳動装置を用いた糖解
析や微小流体を取り扱うマイクロフルイディクスを利用した
マイクロ流路上での抗原抗体反応系の構築など、POCT デ
バイス開発に向けたナノバイオデバイスの応用例を示す。さ
らに臨床経験を踏まえた生物系のユーザーの立場から残さ
れた課題について記載する。

2　POCTデバイスの必要要件
POCT デバイスには診察室や病室の患者の傍らで迅速

にバイオマーカーの測定が可能になることが必須であり、
30 分以内での解析 [1]、臨床診断に利用可能な検出感度
と再現性を有して、現状の臨床検査法と同等ないしそれ
以上に正確な測定、診察室などへの設置が可能なコンパ
クト性、医師が問診時にでも操作できることが求められて
いる。一方、通常の血液検査では一検査項目あたり数 ml
単位の血液が必要で、患者自身に大きなストレスを与える
とともに、試験管レベルでの解析では大量の検査試薬が
必要になるためにコストがかかる問題がある。そのため、
POCT に限らず臨床検査では微量サンプルでの解析系が
求められている。また血液などを検査対象とすることから、
検査終了後は滅菌操作が簡単に行える材質であることなど
が必要になる。さらに複数の検査項目を一つのデバイスで
検出可能とするニーズも考慮に入れて、我々はこれらの要
件を満たす技術として、微細加工技術に基づくマイクロ化
学チップ技術、つまり解析しようとするサンプルの前処理・
分離・反応・検出などの化学や生化学分析のための操作を
数センチ角のマイクロチップ上に集積化するマイクロ化学分
析システムに注目した。そして POCT デバイスへの応用を

図 1　現状の臨床検査会社に依存した検査の流れ。

POCT
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図 2　POCTに必要とされる要件と集積化マイクロチップ基板
の模式図。
マイクロチップ基板上に血漿分離機構が組込まれ、マイクロチップ
電気泳動とマイクロフルイディクス系の流路を有する。
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目指して、すでに市販されているマイクロチップ電気泳動や
マイクロフルイディクスを用いた個々のバイオマーカーの最
適な検出のための条件を明らかにして、バイオマーカー検
出系のオンチップ化を行っている。

3　マイクロチップ基板のPOCTデバイスへの応用
3.1　マイクロチップ電気泳動による糖解析を利用した
バイオマーカー測定法の構築
3.1.1　マイクロチップ電気泳動の生物学・生化学的解
析への応用

半導体作製技術に基づく微細加工技術を用いて、数セ
ンチ角のプラスチックやガラスを材料とするマイクロチップ上
に µm 単位の幅と深さでマイクロ流路を形成し、この流路
上で電気泳動を行うマイクロチップ電気泳動装置が開発・
市販されている。主に核酸やタンパク質の分離分析を行う
従来の電気泳動法と比較して、マイクロ流路を用いること
で省サンプル化されるとともに、流路内の体積に比較して
表面積が大きくなることによる電気泳動時の熱発生の放出
効率の上昇が可能になるため、マイクロチップ電気泳動は
高電圧の印加による高い分離能を有する。さらに LED 励
起の蛍光検出系を利用することなどによる高感度化が認め
られる。しかしながら、これらの装置は主なユーザーと考
えられる大学などの生物学・生化学系の研究室に十分普及
しているとはいえない。これは使用用途が主に核酸などの
分離分析に限られる上に、既存のアガロース電気泳動など
と比べて泳動装置本体価格が高価なこと、サンプルあたり
の解析に必要なマイクロチップやゲルの価格が約 200 倍程
度高くなることが主な原因と考えられる。そこで我々は、泳
動用チップや泳動装置・解析装置と解析ソフトの変更を全
く行わずに、泳動用ゲルや泳動用緩衝液組成の条件検討
を行って泳動条件の最適化を図ることで、核酸などの分離
分析以外への適用を試みた。そして日常的に生物学・生化
学分野の研究室で行われている種々の実験法について、サ
ンプルリザーバーを反応場として利用するオンチップ制限酵
素処理に引き続いて電気泳動による解析を行なうことで、
Mg2+ イオンなど制限酵素活性に必須のイオンや酵素などタ
ンパク質の存在が電気泳動に影響しないことを明らかにし
た。この結果をもとにオンチップ制限酵素処理法を設計し、
迅速な制限酵素切断断片長多型解析を行った。そのほかミ
トコンドリア膜電位測定、さらに合成 RNA 解析や DNAの
Ligation 反応の解析などへの応用が、泳動装置本体や付属
解析ソフトの変更を必要とせずに生物系の研究者でも簡単
に行える泳動条件を変更するだけで可能となることを報告し
た。そして核酸の分離分析のみならず、各種酵素処理とそ
の解析が迅速・省サンプル・高感度に行えるなど、マイクロ

チップ電気泳動の長所を生かした生物学・生化学的解析へ
の応用性の高さを報告した [4]-[8]。これらの成果は、種々の
実験操作にマイクロチップ電気泳動法が応用可能であるこ
とを示しており、結果的にコストダウンが期待される。
3.1.2　マイクロチップ電気泳動の血糖値解析への応用

これらの知見をもとに、我々は POCT への応用を見据
えて、市販のマイクロチップ電気泳動装置とマイクロチップ
を用いて血中バイオマーカー解析への応用を行った。各リ
ザーバーの容量が 10 µl であることからピペットマンによる
溶液ハンドリングが簡単に行え、泳動ゲルや泳動用緩衝液
の変更が容易な日立 SV1100 をマイクロチップ電気泳動装
置として利用した。さらにマイクロチップ基板としては付属
のチップを使用した。図 3 に SV1100 上で用いる付属のポ
リメタアクリレート（PMMA）製 i- チップを示す。i- チップに
は幅 100 µm、深さ 30 µm のマイクロ流路が 3 本形成され
ており3 サンプルの同時解析が可能になる（図 3A）。泳動
操作も簡単であり、ゲルリザーバー（GR）から添付のゲルを
充填後、サンプルリザーバー（SR）に内部標準用 DNAを
含む計 10 µl のサンプル溶液を加えて導入泳動と分離泳動を
行い、蛍光検出によりDNAの分離・解析を行う（図 3B）。
このマイクロチップ電気泳動では、従来のアガロース電気
泳動に比べて省サンプルでありながら検出感度は約10倍、
泳動開始から数分以内に解析結果が得られ、わずか数塩
基の誤差で DNA の分離分析が可能になる。我々はこのマ
イクロチップ電気泳動において糖構造を含む DNA の分離
分析能の高さに注目し、付属の DNA 解析ソフトをそのま
ま利用して、血中バイオマーカーの中で糖構造を有するも
の、あるいは酵素基質として糖を利用するものとして血糖
やアミラーゼに注目し解析を行った [9][10]。

血 糖 測 定 で は、 血 漿 に 蛍 光 色 素 2-aminoacridone 
（AMAC）を加えてグルコースを直接蛍光標識した後、泳
動用緩衝液としてホウ酸緩衝液を使用してグルコースにマイ
ナス荷電を加え電気泳動時のドライビングフォースとして利
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図 3　日立i- チップの模式図（A）とクロス流路におけるサン
プル分離（B）。
＋は陽極を、G はグラウンドを示し、矢印はサンプル DNA の泳動方
向を示す。
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用することで、特異的に血中グルコースが検出可能なこと
を報告した（図 4A）[8]。そして、種々雑多なタンパク質など
が存在する血漿サンプル中で、蛍光標識されたグルコース
の電気泳動による分離・分析が可能なことが明らかになっ
た。この検出法では検出限界は 0.92 µM、1 〜 300 µM の
範囲で定量的検出が可能で、従来の臨床検査で得られる
血糖値と全く遜色なく正確に血中グルコースの検出が可能
であった。さらに同日再現性および日間再現性においても
高い再現性を有しており、マイクロチップ電気泳動による血
糖値測定の実用化の可能性が認められた。一方、既存の
臨床検査で用いられる hexokinase-G-6-P-dehydrogenase
法では、輸液に含まれる 2 糖のマルトースの存在により実
際より高血糖に測定されるという大きな問題があるが、マイ
クロチップ電気泳動を用いることで泳動時間の違いから容
易に単糖のグルコースと 2 糖のマルトースの識別が可能に
なる [11]。その結果、マルトース含有輸液等投与患者での血
糖測定における偽高値表示によって実際には低血糖になっ
てしまう危険が防止される。
3.1.3　マイクロチップ電気泳動による血中アミラーゼ
活性の測定

血中アミラーゼは膵炎や唾液腺炎などの診断に用いられ
るバイオマーカーであるが、アミラーゼはグリコシド結合を
加水分解することで、デンプンをグルコース、マルトース
およびオリゴ糖に変換する。既存の臨床検査ではオリゴ糖
を酵素基質として利用し、比色法で定量的測定が行われ
ている [12]。アミラーゼはオリゴ糖であるマルトヘキサオース
（G6）をマルトトリオース（G3）に加水分解することが既
に知られていることから、血糖測定で明らかになったマイク
ロチップ電気泳動による蛍光標識されたグルコースの高い

分離分析能に注目して、8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonic 
acid （APTS）で蛍光標識した APTS-G6 を基質として利
用し、分解産物 APTS-G3 をマイクロチップ電気泳動で分
離して、アミラーゼ活性を定量的に測定した（図 4B）[10]。
ここでは、血糖分離と同様に、泳動用緩衝液としてホウ酸
緩衝液を用いてドライビングフォースとした。本法では、検
出限界 4.38 U/Lで、5 〜 500 U/L の範囲で血中アミラー
ゼ活性の定量的検出が可能になる。血中アミラーゼとして
膵臓および唾液腺由来の 2 種類のアイソザイムが存在する
が、膵臓疾患の鑑別診断では抗唾液腺由来アミラーゼ抗
体で血漿の前処理を行うことで、特異的に膵臓由来アミラー
ゼ活性の測定が可能になった。血漿サンプルを用いた場
合、高い再現性をもって既存の臨床検査法と同等に正確な
アミラーゼ活性測定が可能であることが示され、マイクロ
チップ電気泳動によるアミラーゼ活性測定への実用化の可
能性が認められた。

上述した血糖およびアミラーゼ測定では血中グルコース
の標識やAPTS-G6 の酵素処理に 1 時間程度必要で、
POCT へ応用するには処理時間の短縮が必要である。し
たがって、蛍光物質あるいは検出系を変更することで高感
度化による検出時間の短縮が必要になる。しかし、市販
のマイクロチップ電気泳動装置と付属の泳動用チップを用
いて血漿を蛍光標識して泳動した後、あるいは蛍光標識オ
リゴ糖を血漿と混ぜて泳動した後に、付属の DNA 鎖長解
析ソフトをそのまま使用して血糖や血中アミラーゼ活性が
測定される。このように極めて簡単に定量的検出が行える
点に大きなメリットがあり、さらに既存の臨床検査法と同
等な正確性と再現性を有する。そしてµl 単位の血漿を使
用するだけで解析ができる省サンプルであること、本体お
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図 4　マイクロチップ電気泳動を用いた血中グルコース（A）とアミラーゼ活性測定（B）。
（A）グルコース標品と同じ移動時間に血漿中グルコースのピークを認める。既知濃度のグルコース標品の蛍光強度から検量線を作製し、血中グ
ルコース濃度（血糖値）を測定した。

（B）APTS-G6 単独の電気泳動で、単一ピークを認める。APTS-G6 を、精製アミラーゼと反応させることで、APTS-G6 とその分解産物であ
る APTS-G3 の単一ピークを認める。APTS-G6 を血漿と反応させることで、血漿中アミラーゼによりAPTS-G3 に分解される。既知濃度のアミ
ラーゼと APTS-G6 を反応させ、APTS-G3 に相当する蛍光強度から検量線を作成することで、血中アミラーゼ活性が測定される。
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よび解析装置がコンパクトであること、プラスチック基板は
オートクレーブなどでの滅菌が可能であることなどを総合
すると、血糖値やアミラーゼなどのマーカー解析へのマイク
ロチップ電気泳動のポテンシャルの高さを示している。た
だし、血糖値やアミラーゼ測定は保険での検査費用が 110
円と比較的安価であり、マイクロチップ電気泳動を用いた
単一項目としての検査適応では経済的メリットは低い。し
かしながら、後述する各種血中タンパク質の検出など複数
の項目検査と組合せた疾患別チップの 1 項目として測定す
ることで十分な採算性が見込める。
3.2　マイクロチップ基板上での抗原抗体反応系構築
3.2.1　マイクロ流路上でのサンドイッチELISA法の構築

血中に存在するバイオマーカーの多くが各種代謝産物や
タンパク質であり、夾雑物が多数存在する血液の中であっ
ても特異的検出が可能で、電気泳動による分子ふるいの
必要がない抗原抗体反応系を用いた検査法が既存の臨床
検査法では汎用されている。既存の臨床検査では 96 穴プ
レートを用いた抗原抗体反応が一般的であるが、その反応
時間としては 1 時間以上必要であり、サンプル量としても数
十 µl を要する。そこでマイクロ空間の利用による分子拡散
効果による抗原抗体反応時間の短縮、さらに省サンプル化
を期待して、マイクロチップ基板上に形成したマイクロ流路
上での抗原抗体反応系の構築を試みた。この際、バイオ
マーカー検出に広く利用され定量性に優れた Sandwiches 
Enzyme-linked ImmunoSorbent Assay 法（サンドイッチ
ELISA 法、図 5A）の検討を行った。

測定モデルとして、特異性の高い抗体が市販されている
骨粗鬆症や癌転移のバイオマーカーである血中 I 型プロコ
ラーゲン C 末端プロペプチド（PICP）を選択した。サンド

イッチ ELISA 法では、一次抗体を固相に固定を行う [13]。
固相としては、従来の検査法では 96 穴プレート（図 5B）
が主に用いられているが、これに対して、ここではマイクロ
チップ基板（図 5C）を固相として用いた。抗体の固定をし
てから、ブロッキング用語 1 を行った後、血漿サンプルあるい
は既知濃度の精製 PICPとペルオキシダーゼ標識二次抗体
を加え、標識二次抗体に結合した PICP の一次抗体への
結合を介して固相への固定を行う。抗原と結合していない
標識二次抗体を洗浄後、ペルオキシダーゼの基質を加え化
学発光を CCD カメラで検出する。POCT デバイスとして
利用する場合は、ユーザーはブロッキング操作以降の操作
を行う。従来法である 96 穴プレートでは、20 µl の血漿を
用いた抗原抗体反応時間としては 3 時間が必要になる。マ
イクロチップ基板としては 1 枚のマイクロチップ上にマイクロ
流路 3 本を有して、表面にタンパク質固定用の表面処理が
施された環状ポリオフィン（COC、住友ベークライト社製）
基板を使用した。以降の操作で、マイクロ流路への µl 単
位の各溶液導入はピペットマンを用いて行った。サンプル
ウェル①から②の方向に一次抗体を導入して固定した後に
ブロッキングを行い、③から②の方向に抗原およびペルオ
キシダーゼ標識二次抗体を導入する。抗原抗体反応後に洗
浄し、①から②の方向に酵素基質を加えて化学発光を検
出している。1 本のマイクロ流路あたりに必要な血漿量は 1 
µl 以下で、抗原抗体反応時間は 30 分であり、従来法に比
べ大幅な検出時間の短縮と省サンプル化が実現された。

マイクロ空間での抗原抗体反応としては、直径数 µm の
マイクロビーズ表面に抗体を固定して、ビーズをマイクロ流
路に導入・固定する方法が既に報告されている。ビーズ法
では、ビーズをマイクロ流路内に保持するための複雑な形

化学発光の測定
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洗浄

血漿サンプル
＋

ペルオキシダーゼ標識二次抗体

ブロッキング

一次抗体の固定

C

BA

長さ 480 mm
深さ 50 µm
幅 300 µm

3
21

3
21

3
21
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(ng/ml)
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320

80

160

40

0

標識二次抗体

プレート表面
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一次抗体

図 5　サンドイッチELISA法による抗原抗体反応。
サンドイッチ ELISA 法の原理と実験手順（A）、96 穴マイクロプレート（B）、マイクロ流路上での PICP 検出（C）。



研究論文：マイクロチップを用いたバイオマーカー解析コア技術の開発（片岡ほか）

−21−Synthesiology　Vol.3 No.1（2010）

状のマイクロ流路の設計が必要になるなどの問題があるこ
とから、我々は、直接マイクロ流路表面への抗体固定法を
選択した。図 5C に示すように精製 PICP の濃度に依存し
て化学発光強度の増加を認めたが、同一流路内での発光
の不均一性が認められており、定量性が確保されていない
ことが分かる。これは、1）流路表面での不均一な一次抗
体の固定や、2）ブロッキング、各段階での不十分な洗浄
あるいは標識二次抗体の部分的な残留の可能性などが考
えられる。今回用いたY 字形の流路（図 5C）では特にマ
イクロ流路分岐部において化学発光の増強傾向が認めら
れ、より洗浄が容易な流路設計の必要性が認められた。
そこで、1）についてはインクジェットを用いたマイクロ流路
上で特定部分への一次抗体の固定、2）については流路設
計変更による洗浄効率を高めることで、定量性の改善を試
みた。　
3.2.2　微細化インクジェットによるマイクロ流路表面
への抗体固定の応用

一定量の抗体をマイクロ流路上の任意の部分に一定面積
で固定するため、プログラムによりpl 単位の極微量の溶液
の任意部分への吐出が可能な微細化インクジェットの利用を
行った。微細化インクジェットは、ピエゾ駆動であるクラスター
テクノロジー社製のパルスインジェクターを用いた（図 6）。こ
のインクジェッターからは、65 pl の希釈した抗 PICP 一次抗
体が 1 液滴容量として吐出が可能である。これを用いて 100
液滴の一次抗体を吐出・固定すると、ほぼ流路幅に相当す
る液滴直径となり、これによって抗 PICP 一次抗体の固定
化を行った（図 6）。前述のように分岐部を有するマイクロ流
路設計では、分岐部分で強く化学発光が求められるなどの

洗浄などの問題から非特異的化学発光用語 2 が認められ、
定量性の確保が困難であった。そこで容易にマイクロ流路
の洗浄が行える直線状マイクロ流路 4 本を1 枚の COC マイ
クロチップ上に形成して（図 7A）、定量的検出系の構築を行っ
た。マイクロ流路表面へ一次抗体のインクジェットによる
吐出・固定の後、①から②の方向にブロッキング、洗浄を
行うことで抗体の非特異的吸着や残留を防止し、30 分間
の抗原抗体反応の後に化学発光を CCD カメラで検出した
（図 7B）。この反応系では 1 本のマイクロ流路あたり必要
な血漿量は 1.8 µl で、抗原抗体反応は 30 分であり、従来
法の 96 穴プレート法と比較してそれぞれ 1/10 以下と 1/6
になり、省サンプル・高感度な検出系が構築された。ネガ
ティブコントロールとして PICP を認識しない心筋梗塞マー
カーHeart type Fatty Acid Binding Protein （H-FABP）
に対する抗体をインクジェットにてマイクロ流路表面へ吐出
固定を行ったが、非特異的な発光は認めず、0 〜 600 ng/
ml の濃度範囲で良好な定量性が認められる（図 7B、 C）。
血漿サンプルを用いた場合は、既存の 96 穴プレートによる
サンドイッチ ELISA 法と同答に正確な測定が可能で、迅
速・省サンプルで正確な検出系が構築された。このように、
マイクロ流路上で抗原抗体反応を行うことで、POCT 技術
への適用可能な血中タンパク質検出技術を構築することが
できた。

微細化インクジェットを用いて抗体をマイクロ流路上に吐
出・固定する方法では、任意の部分に任意の量の抗体を吐
出・固定化が可能になる（図 7D）。サンドイッチ ELISA 法
による血中タンパク質の検出の原理は、バイオマーカーの
種類にかかわらず基本的には同じであり、抗体溶液を含む
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図 7　マイクロ流路を有するマイクロチップ基板の模式図（A）と、これを用
いた PICP 検出像（B）。検量線（C）と各流路へ任意量の抗体固定を行った
際の化学発光像（D）。

図 6　微細化インクジェットによるマイクロ流路上へ
の抗体固定の模式図と流路表面に固定された抗体。
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インクジェットのヘッド部分を交換するだけで複数種類の抗
体溶液の吐出が可能になり、1 本のマイクロ流路上でわず
か 1.8 µl の血漿サンプルから複数のバイオマーカー検出が
可能になる。現在、我々は複数種類の血中バイオマーカー
を同一マイクロ流路上で定量的に検出できる抗原抗体反応
系の最適条件としての各種一次抗体や二次抗体濃度の洗
い出しを行っており、マルチマーカー検出マイクロチップの
構築、特に生活習慣病として注目される糖尿病や骨粗鬆
症の診断チップの作製を目指している。糖尿病診断では、
血糖値に加え、抗原抗体反応での検出が可能なインスリン
や高感度 CRP 測定をオンチップ化することで、正確な診
断が極微量の血液で可能になる。また骨粗鬆症では骨形
成マーカー PICPと吸収マーカー NTx の双方を同時に測
定することで、詳細な病態が明らかになる。さらにコスト
面での長所を考えると、現状の検査ではインスリン検査に
2640 円、CRP 測定に 1560 円が必要であり、血糖値測定
を合わせ 3 項目で計 4310 円となる。また、骨粗鬆症では
PICP 測定で 1700 円、NTx 測定で 2900 円の計 4600 円
が必要とされる。抗原抗体反応検出系のコストは、試薬と
しての抗体費用が占める部分が大きい。したがって、イン
クジェットによる抗体固定法を用いれば、96 穴プレート法
に比べ、PICP の場合では抗体使用量は約 1/10000 とな
り、抗体費用は桁違いに削減できる。そのほか 1 本のマイ
クロ流路上に複数種類の抗体固定を行うことで、使用する
検出試薬量も大幅に節約され、材料費の安価なプラスチッ
ク基板との併用により十分な採算性が見込める。

4　今後の課題
我々は、生物系ユーザーの立場から前述のようにマイクロ

チップ電気泳動やマイクロチップ基板など、既存の技術を
基礎にしてバイオマーカー検出系の構築を行ってきた。マイ
クロチップ電気泳動などでは、新たに装置やソフト開発に
時間と労力をかけずに、市販のチップと泳動装置、解析ソ
フトをそのまま利用するだけでその生物学・生化学系の実
験への適用や臨床検査への応用性を示すなど、比較的短
期間で個々の既存技術のポテンシャルの高さを明らかにで
きたと考える。しかしながら POCT デバイスの実現に向け
ては、以下に述べるように生物学的アプローチのみならず、
微細加工を中心とする工学系や医学系、さらには将来の
データベース化などには情報系など、幅広い分野を超えた
技術者・研究者による連携が必要と考える。

糖やタンパク質を対象としてマイクロチップ基板上でのバ
イオマーカー解析のコア技術は構築できたと考えるが、さ
らにこれを POCT デバイスとして臨床の現場で実際に用
いるには以下の課題が残されている。上述のマイクロチッ

プ基板では従来どおりの遠心分離による血球分離を行っ
た後、血漿成分をマイクロチップに添加して解析を行って
いる。したがって、臨床の現場で医師が問診中に血液検
査が行えるようにするには、血球分離の簡易化が必要とな
る。そのために、全血をマイクロチップに添加するだけで、
血球分離を含めて解析できることが求められる。µl 単位の
極微量の血液で検査を可能にするため、既存のディスポー
ザブルな微量採血針によって採血された全血から血球成
分を取り出すフィルターを組み込んだ、マイクロ流路上での
血漿分離システムのオンチップ化を目指している。さらに、
マイクロチップ電気泳動流路やマイクロフルイディクス流路
のサンプルウェルへ自動的・定量的に必要量の血漿を送り
込むためのマイクロポンプによる送液系の構築が必要にな
る。また多項目バイオマーカー検出チップの実現には、1
枚のマイクロチップ上に、物質の電荷、大きさ、形状によ
る移動速度の違いで物質の分離を行う電気泳動系と、極
微量の液体の送液を行い抗原抗体反応系で利用するマイク
ロポンプ 用語 3 系という原理の異なる分離・分析系を併存さ
せる必要から、複雑なマイクロ流路設計が求められており、
プラスチック成型を含む微細加工技術に長けた企業などと
の連携が必要と考えている。

上述の技術課題を含め、検出系や解析ソフトの開発など
周辺技術の統合・構築を行い、POCT デバイスとして早期
に医療用検査機器として試作機を製作する。この際、まず
は対象疾患としては日本の成人の中で数百万人から一千万
人に及ぶ患者が存在する糖尿病や骨粗鬆症などの疾患別
診断チップを構築する。そして大学病院や専門病院との共
同研究の中で既存の臨床検査データとの比較から POCT
デバイスとしての有効性の検証を行う。そして医療検査
機器として薬事法に基づく厚生労働省の認可を得るように
データ収集を進め、POCT デバイスとしての開発を進める
予定をしている。POCT デバイスとして医療現場へ導入を
行った後、家庭レベルでの健康モニタリングのバイオマー
カー測定デバイスの基盤として導入を図る。

用語説明

ブロッキング：抗原タンパク質以外のタンパク質や固相
表面に対する抗体の非特異的結合を防ぐことを意味す
る。ブロッキング剤としては、ウシ血清アルブミンやゼ
ラチン、スキムミルクなどが用いられる。
非特異的発光：ブロッキングや洗浄操作が不十分なため
に、ペルオキシダーゼ標識二次抗体が非特異的にタンパ
ク質や固相面に結合後、ペルオキシダーゼの酵素基質を
分解して発光すること。バックグラウンドノイズとなる。
マイクロポンプ：微量液体を駆動するための圧力発生を
目的とする液体制御素子のこと。

用語 1:

用語 2:

用語 3:
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査読者との議論 
議論1　実用化
質問（中村 和憲：産業技術総合研究所評価部）

筆者は、「さらにこれを POCT デバイスとして臨床の現場で実際に
用いるには多くの課題が残されている」と述べているように、実際の
利用にはまだまだ距離のある技術と考えます。その点が読者に理解さ
れるように、論文タイトルおよび論文の導入部での工夫が望まれます。

そして、多くの残された課題の解析と、解決方法の整理、具体的
な取り組みと今後の方向について取りまとめてください。また、実際
に臨床検査機器、方法として認可されるまでには、定量性や信頼性
のみならずコストも含めて厚生省の認可が必要となります。認可に当
たっては保険点数が決まることから、既存の方法に比べてコスト面で
の優位性を確保することが重要となりますが、この点についての見解
はいかがでしょうか。

回答（片岡 正俊）
今後の課題を第 4 章に記載しました。技術的内容として①血球分

離システムのオンチップ化、②マイクロポンプによる送液系の構築、
③マイクロ流路設計があり、その後医療用検査機器として試作機作
製後、臨床検査装置としての有用性を証明する。さらに薬事法によ
る医療用検査機器の認証の必要性などを記載しました。具体的なコ
ストの問題は、保険点数も含め現状の検査費用と比較して十分な採
算性が見込めることを記載しました。

タイトルについてはコア技術の開発を強調するように変更しました。

議論2　既存技術との比較
コメント（中村 和憲）

血糖やアミラーゼ活性の測定に応用していますが、特に血糖に関し
ては、既に患者が日常的に使用できる血糖センサーが広く利用されて
います。したがって、既存の方法の問題点の整理、それを解決する
ために行ったことなどを明記してください。また、本研究で開発され
た方法が既存の臨床検査法と同等の性能を有していると述べられて
いますが、既存の臨床検査にとって代わる方法となり得るのか、さら
には POCT デバイスとして普及する可能性があるのか、コスト面も含
めた実用化への道筋など、今後の展開についての記述が望まれます。

回答（片岡 正俊）
ご指摘のように POCT デバイスとして既に血糖値センサーが市販

されていますが、hexokinase-G-6-P-dehydrogenase 法による血糖値
測定法では、二糖のマルトースを単糖のグルコースとして認識し実際
よりも高血糖と表示してしまいます。これはマルトースを含む輸液を
受けている場合、大きな問題となります（実際、低血糖のため死亡
例があります）。このような際には、電気泳動による単糖と二糖を泳
動時間で識別することは臨床的に大きな利点になります。

アミラーゼ測定については、定量性・易操作性・省サンプル・デバ
イスのコンパクト性・チップがオートクレーブできるなど、POCT デ
バイスとして必要とされる条件を具備していることを明示しました。
コスト面については、マイクロチップ電気泳動装置の各種実験操作
への汎用性の高さから結果的に泳動装置としてのコストが安くなるこ
と、さらに臨床検査においては血糖やアミラーゼ測定では保険での
検査費用が安いため、これら単体の検査としてはコスト的に無理があ
るが、他の検査項目と組み合わせたマルチ解析チップとして実用化
することで十分なコスト面での競争性が確保されることを記載しまし
た。

議論3　個々の技術の性能
コメント（中村 和憲）

現在用いられている、サンドイッチ ELISA の問題点は指摘されて
いますが、骨粗鬆症という長期疾患の診断に、開発手法の測定時間
の短縮がどの程度有効であるのか必ずしも明確になっていません。
反応時間が従来法の 3 時間から 30 分に短縮できるとしていますが、

測定原理が抗原抗体反応と酵素反応を利用した手法であり、基本的
に同じ原理を利用しているにもかかわらず短縮できることの説明が不
十分です。

コメント（赤松 幹之：産業技術総合研究所人間福祉医工学研究部門）
従来のアガロース電気泳動と比べてマイクロチップ電気泳動では少

サンプルで済んで、検出感度が高い理由を簡単で結構ですので記述
してください。

回答（片岡 正俊）
抗原抗体反応系を構築する場合、抗体の抗原認識能の高さが問題

になります。我々は、生活習慣病として罹患患者が多く社会的に問
題になっている疾患（骨粗鬆症による骨折は寝たきり老人の原因にな
ることが多い）で、さらに特異性の高い抗体が手に入りやすい（抗体
単独で市販されている）、その他として健常人でも一定の血中濃度が
測定可能なマーカー（血液サンプルから必ずデータが取れること、炎
症性サイトカインなどでは健常人で測定限界以下が多くデータ解析が
困難→実験系が成り立ちにくい）ということで PICP を選択しました。
この点について記載しました。

抗原抗体反応の原理は基本的に対象とするマーカーの種類に限ら
ず同じため、PICP であろうが他のマーカーであろうが基本は同じで
す。このためにも、特異性の高い抗体が市販されている骨粗鬆症の
マーカーである PICP を対象に選択しました。3 時間から 30 分への
時間短縮は、POCT に要求される診察室などでの 30 分での解析に
応用可能となります。抗原抗体反応は、抗体と抗原の空間内での衝
突により特異的結合が始まりますが、マイクロ空間では分子拡散効
果により拡散時間が短縮され結果的に抗原抗体反応時間の短縮が起
こったと考えられ、これについても記載しました。

電気泳動については、「従来の電気泳動法と比較してマイクロ流路
を用いることで省サンプル化、流路内の体積に比較して表面積が大
きくなり電気泳動時の熱発生の放出効率の上昇が可能になるため、
高電圧の印加による高い分離能を有する。さらに LED 励起の蛍光
検出系を利用することなどによる高感度化が認められる」と記載しま
した。

議論4　臨床経験に基づいたアプローチ
コメント（赤松 幹之）

臨床経験を持つ生物系研究の立場からのアプローチは、大変有益
なことと理解していますが、どの点が臨床経験に基づいた視点なの
かが明記されていません。例えば、処理時間やサイズなどは臨床経
験に基づかなくても解決すべき課題であることは容易に分かると思い
ます。したがって、臨床の立場からみたときのポイントを明記される
ことを期待します。

回答（片岡 正俊）
家庭などでの個人レベルの健康モニタリングシステムの構築にあた

り、日常生活で利用可能な血中バイオマーカーデバイスの構築に向け
て、まず POCT デバイスの開発からアプローチを考えています。この
ため、既存技術であるマイクロチップ基板を用いてできるだけ早い実
現を目指しています。さらに臨床の立場からの緊急の外科処置が必
要な場合などで、患者の感染症や全身疾患の有無あるいはその病態
の把握など、処置方法を決定するのに有用な情報がその場で獲得可
能になるとの意見を加えました。

議論5　既存技術の組み合せというアプローチ
コメント（赤松 幹之）

個別の技術はオリジナルではなく、その組合せ技術に本研究のオ
リジナリティがあると理解していますが、組合せ技術のオリジナリティ
を主張する時には、他の（採用しなかった）要素技術をなぜ選択し
なかったのか、といった議論が論文に記載されていることを期待しま
す。全体として、結果として採用した技術を用いて行なったことが書
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かれています。シンセシオロジーの論文としては、どのように技術の
選択をしたかについて記述していただきたいと思います。

回答（片岡 正俊）
ご指摘のように、市販のマイクロチップ電気泳動装置の本体や付属

のチップ、解析ソフトをそのまま利用して、各種生物学的実験法へ応
用可能なためコストダウンが期待されると考えます。この点について
記載しました。要素技術の選択について、マイクロチップの選択につ
いても既存技術の組合せに言及しました。また、日立 SV1100 形を
選択した理由として、泳動ゲルや緩衝液の変更が簡単なことから選
択したと記載しました。アミラーゼ測定で G6 と G3 の加水分解に注
目した理由は電気泳動で容易に分離できるためです。PICP 選択の
理由として、疾患特異性（骨粗鬆症やがん転移マーカー）が高く、特
異性の高い（良い抗体）抗体が市販されているためですが、抗体特
異性は重要で、この点を重視しました。そのほか、マイクロ流路など
マイクロ空間での抗原抗体反応における抗体固定法としては、ビーズ
法を比較検討した文章を追加しました。

また、既存技術を利用することで、そのメリットとして時間をかけ
ずに個々の既存技術のポテンシャルを証明できたこと、逆に今後のデ
バイスとしての製品化には工学・医学などの分野との連携が必要なこ
とを記載しました。

議論6　膵臓由来と唾液腺由来のアミラーゼ
質問（赤松 幹之）

3.1.2. において膵臓由来のアミラーゼと唾液腺由来のアミラーゼを
分離する必要性が述べられていますが、実際の臨床においては膵炎
と唾液腺炎では、現れる症状が全く異なる（腫れる場所が違う）の
で、診断を間違える可能性は低いと思います。それでも両者を分離す
る必要があるのでしょうか？もちろん、症状が出る前に検知すること
ができるメリットはありますが、実際の患者についてみると、炎症が
起きる前に検知する必要性がある人は少ないような気がしますが、い
かがでしょうか？

回答（片岡 正俊）
ご指摘のように膵炎、唾液腺炎では部位が全く違います。そのた

め腫脹や炎症などの臨床症状から簡単に鑑別診断は可能ですが、
各々の疾患の病態を把握するためのマーカーとして血中アミラーゼを
測定します。本文中にも記載しましたが、血中アミラーゼは膵臓と唾
液腺由来の 2 種類があり、その約 40 % は膵臓由来、60 % が唾液
腺由来になります。この比率は年齢、性差など個人差があることが知
られています。そのため、病態の把握、治療効果の判定にはそれぞ
れの臓器由来アミラーゼ活性を正確に測定する必要があります。急性
膵炎、慢性膵炎、膵臓癌での経過観察においても膵臓由来アミラー
ゼはマーカーとして利用されます。
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1　はじめに
石油類の流量測定は石油製品の取引や課税の数量の根

拠として、また石油化学プラントの生産管理など様々な分
野で重要である。流量測定に使用される流量計の精度は
流体の物性、流量計の設置条件、流れの状態などに左右
されるので、流量計を高い精度で使用するためには、流量
計に使用する流体を標準となる流量で流し、標準値と流量
計の指示値を比較することによって補正値を求める、もし
くは流量計が正確な値を示すように調整する実流校正が
必須である。また、使用中の流量計の性能を担保するため
には定期的に実流校正する必要がある。

これまで、取引に使われる石油用流量計には法律に基づ
く規制に従い厳格な品質管理が行われてきたが、測定技術
の進歩に伴い、高精度の流量計を利用した高度な品質管理

を自主的に実施できるようにすることが求められている。し
たがって、多種多様の石油類に対する高精度の流量標準確
立への要請を始めとする精度・コスト・校正対象への要請、
さらには国際整合化が求められているが、流量分野では、
産業技術総合研究所（以下、産総研）に水流量と空気流
量の国家標準があるのみで、石油流量の国家標準はなく、
これらの産業界のニーズに対応できていなかった。

そこで、産総研では、2001 年に新たに石油流量の国家
標準施設を建設し、不確かさの評価、品質システムの構築
を経て、2005 年に計量法における石油流量の特定標準器
の指定を受けた。さらに、石油流量の国家標準の範囲が
限定されたものであることから、政府支援の研究プロジェ
クトのもと、石油関連の民間企業の協力も得て、校正事業
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者の有する二次標準の段階で、液種や流量範囲を拡大す
る技術を開発した。これにより、国内における計量のトレー
サビリティ体系が完成し、民間活力を利用した石油流量の
標準供給制度（JCSS：計量法校正事業者登録制度）が発
足した。

2　石油流量標準を作る社会的な目的
我が国の年間石油取引はおよそ 29 兆円に達し [1]、流

通額はその数倍と言われている。この数量根拠となる取引
証明用の石油流量計は日本国内の石油コンビナートなどで
は数万台が稼働し、石油流量計による正確な測定が産業
界、社会から要請されている。測定する流量の範囲は 1 ～
1000 m3/h がほとんどであり、中でもタンクローリーの出
荷場で使用される数百 m3/h 程度の測定が最も多いと言わ
れている。また、石油の種類は、揮発油（ガソリン）、灯油、
軽油、重油、原油など多岐にわたり、流量計の形式として
は、容積流量計やタービン流量計が多く使われている。現
場で流量計に求められる精度は厳しく、石油流量標準に対
して要求される不確かさのレベルは高い。

これまでは、産総研が検査（合格もしくは不合格を判定）
した基準器と呼ばれる標準器を用いて多くの石油用流量計
が検査されてきた。この基準器は、日本国内の一般消費
者に不利益を生じさせない、すなわち公平性を担保する目
的で、通商用の計量器である小口径の石油用流量計を都
道府県の検定所などが検査する機器である。この基準器
を用いた制度では公的機関が適切な方法により定められた
性能を検査することから、社会全体の計量器の管理費用
を大きく削減することができると言える。

一方、測定技術の進歩に伴って、自主的な高精度の品
質管理を実施するために、この制度の範囲外である高精度
の流量測定、多様な液種および広い流量範囲の流量測定
に対するニーズが最近高まっている。さらに、経済活動や
生産活動の国際化に伴い、我が国の石油製品の国際取引
が増大してきており、国家間の流量測定値の整合性を保証
することが不可欠となっている。そのため、ユーザーに対
して国際的に整合性のある標準を提供し、国際的なシステ
ムに準拠した計量トレーサビリティを確保できる選択肢を与
えることが求められているが、これまでは石油流量の国家
標準として使用できる校正設備がないため、質量、体積、
時間、密度、温度、圧力などの物理量を用いて流量を組
み立てる作業は流量計のメーカーやユーザーに委ねられて
いた。また、計量トレーサビリティの定義が不確かさにつ
いて科学的に明確化されたので、不確かさが付随しない従
来の制度では計量トレーサビリティを確保できなくなった。

さらに、石油製品の国内取引量に対して課税される石油

税も年間約 6 兆円 [1] と巨額であり、その計量は社会的に
重要な意味をもっている。このため、石油税の数量測定に
使用される税務メータ（石油流量計）には、器差（標準値
から偏差）が± 0.2 ％以内という高い精度管理 [2] が求めら
れている。この税務メータは、前述のとおり全国の石油コ
ンビナートなどで現在数万台が使用されていると言われ、
その精度管理に多大な人的資源やコストを要するため、そ
の合理化が強く求められている。

3　石油流量標準を作る技術的な目的
石油流量計は石油類の量（体積もしくは質量）を測定す

るため、校正装置の一部である体積タンク（体積計）もし
くは秤量計（質量計）を高精度に校正すれば、容易に流
量計を高精度に校正できると一部では誤解されている。体
積もしくは質量の不確かさは校正の不確かさの主な要因の
一部であるが、温度測定、圧力測定、密度測定、また、
校正に用いる接続管路上にある分岐管からの試験液の漏
れ、管路内の流速分布および流速変動が流量計の特性に
及ぼす影響など、校正の不確かさに大きな影響を及ぼす要
因が他にも数多くある。むしろ実際には、これらの要因の
方が最終的な校正の不確かさに対して支配的である場合
が多く、これらの不確かさ要因を評価することが必要であ
る。さらに、実際の流量計を用いた測定では、その流量
計が校正された条件と流量計が使用される条件が異なる
場合が多く、流量計に及ぼす管路の形状、使用温度、使
用圧力、試験液の物性値などが流量計の特性に与える影
響を評価し、実際の測定条件における測定の不確かさを
推定することが求められる。これらの評価をすべての測定
条件に対して行うことは、費用や時間の関係上、困難であ
ることから、不確かさの要求レベルに応じた不確かさ要因
を特定し、効率的な不確かさの推定が求められる。

石油類は 1 ℃で約 0.1 % の体積膨張が生じるが、石油
製品の商取引では、測定環境によっては使用温度に応じて
本来必要となる補正を行わずに、測定された体積をそのま
ま用いられることが多い。一方、エネルギー資源である石
油類では質量で取引されることが技術的には妥当であると
考えられ、新たな国家流量標準に対しては、体積流量に加
えて質量流量でも流量標準を供給することが求められる。

4　石油流量標準供給を実現する方法の検討
4.1　石油流量標準の供給方法

石油流量を計測する現場では、少ない資源（コスト、時
間など）で可能な限り小さな不確かさで流量を測定し、さ
らにその信頼性が担保されていることが求められる。一方、
標準となる流量は質量、体積、時間、密度、温度、圧力
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などの他の物理量を用いて組み立てることにより決められ
るため、国家標準を供給する上で、他の標準から標準流量
の組み立てを「どこで、誰が」行うかを明確にする必要が
ある。これまで我が国では石油流量の国家標準として使用
できる校正装置がなかったため、上述した他の物理量から
流量を組み立てる作業は流量計のメーカーやユーザーに委
ねられており、その信頼性は明らかではなかった。標準流
量の供給方法はおおまかに次の三つに分類される。
（1）国の計量標準機関（National Metrology Institute）
が流量標準を供給する方法
　国の計量標準機関によって国家標準として流量標準
を組み立てれば、信頼性が高く、理想的な標準供給体
系を構築することができる。しかし、石油製品は多種多
様であり、また必要とされる流量の範囲が非常に広いた
め、社会で用いられるすべての液種、流量範囲に対して
流量標準を作成し、供給することは現実的ではない。仮
に現場で使用される多様な流量計測条件に対応して、国
家標準の水準で小さな不確かさをもつ流量標準を供給し
ても、それに伴って高い供給料金が課せられることにな
り、結果として、不確かさとコストのバランスを追求する
ユーザーは（2）で述べる校正事業者を選択することにな
ると予想される。

（2）他の物理量の標準（体積など）を用いて校正事業
者が流量計の校正を行う方法
　国家標準として流量標準を採用せず、例えば質量標準
と密度標準を使用して校正事業者が流量計の校正を行
う方法である。この方法では、校正事業者が質量標準
と密度標準を用いても、不適切な組み立てにより流量計
を校正した場合には、重大な補正量の見落しや不確かさ
を過小評価してしまうなどの問題が生じやすい。また、
小さな不確かさを達成する技術の確立は個々の校正事
業者にとって多大な負担となり、結局は計量管理のため
の社会的コストが増大することになる。また、信頼性を

担保することが難しく、ユーザーに不利益が生じる可能
性が大きい。一方、この方法は拡張性が非常に高いため、
校正事業者が必要とする多種多様の液種や流量に対し
て運用できるという特長がある。

（3）外国の機関などから供給される流量標準を用いる方法
　数多くの国々で採用されているが、他国の標準に依存
するため、国内で必要とされる小さな不確かさを達成す
ることは難しい。さらに、校正のために流量計を海外に
輸送する必要があり、その過程で信頼性が低下する。
図 1 に代表的な石油流量の標準供給体制の概略を示

す。ヨーロッパでは基本的に（1）の方法が採用され、流量
標準が供給されていない範囲では、（2）の方法により認定
機関が流量の組み立ての妥当性を検証する体制がとられて
いる。校正事業者の能力を担保するために、国際基準規格
（ISO17025）では技能試験を要求しているが、これを適
正に実施していない例が生じており、問題となりつつある。
そのため、最近では、新たに石油大流量（最大流量 5000 
m3/h）の国家標準相当の校正設備を建設するなど流量標
準の供給範囲の拡大が進められている。

アメリカでは、（2）の方法が主に採用されており、市場
の競争原理に従い、校正事業者によって流量の組み立て
が行われている。認定機関により校正事業者の認定が行
われているが、現状では、世界で最も小さな不確かさを
もつ国家標準よりもはるかに小さな不確かさを表明すると
いった技術的に不適切な不確かさで認定されている事業者
も散見されている。この問題に対処するために、アメリカで
は、法律で石油製品の売り上げの一定割合を米国石油協会
（American Petroleum Institute：API）に集め、この資
金を元に流量計の校正の信頼性を保証する技術基準（API
規格）の策定と実施を積極的に行っており、政府に頼らな
い小さな政府を志向した、民間レベルの標準の信頼性確保
に対する努力が払われている。このような仕組みのない日
本ではそのまま（2）の方法を導入することは難しいと考え

図1　石油流量の標準供給体制の概略
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られる。
我が国ではこれまで石油流量の国家標準がなかったた

め、通商用など特定の計量器を対象とした校正・検査のた
めに法律によって定められた基準器を用いた（2）の方法が
用いられてきた。しかし、その方法ではカバーできない高
精度の流量測定、多様な液種・流量範囲の流量測定、国
際的な受け入れを保証された流量測定のための計量器を校
正するニーズの最近の高まりを受けて、国家標準としての流
量標準を確立することが必要となった。そこで、信頼性を
確保できる（1）と拡張性を重視した（2）を組み合わせた
方法、すなわち、中核となる流量範囲および液種で産総研
が高精度（小さな不確かさ）の流量標準を供給し、JCSS（校
正事業者登録制度）を活用することにより校正事業者が既
に保有する校正装置で標準流量の範囲を拡大し、また校
正液種を拡張する方法が選択された。図 2 に液種および流
量範囲に関する産総研と校正事業者の分担関係の詳細を
示す。台数が多いタンクローリーの出荷用流量計の流量範
囲を想定して、この国家標準では流量標準の最大流量とし
て 300 m3/hを設定し、その液種は、粘度が中間にある灯
油と軽油とした。
4.2　国家標準の校正方法と要素技術の調査と比較

校正事業者が校正する液種や流量の範囲を広げる際に
は、その校正の不確かさは基となる国家標準のもつ不確か
さに比べて増大する。不確かさを小さくしようとする校正
事業者の負担を小さくするためには、国家標準による校正
をできる限り小さな不確かさで行うことが求められる。石
油類の課税標準などの数量の測定に使用される流量計に
は器差（標準値から偏差）を 0.2 % 以内とする管理 [2] が
要求される。そこで、石油流量の国家標準の不確かさの目
標値として体積流量基準で 0.04 % 以下を設定した。この
値は他国の NMI（計量標準機関）の国家標準と比較して

も最高水準の目標値であり、多くの技術的な課題が予測さ
れたが、それを乗り越えて国家標準を構築することとした。

流量計の校正は、校正対象の流量計を通過する標準流
量と流量計の指示値とを比較することにより行われる。石
油用の流量計を校正する代表的な方法 [3][4] は下記に分類さ
れる。ここでは、流量計を用いて流量計を校正する方法（比
較法）では標準となる流量計を校正設備で校正する必要
性が生じるため、また、流量計を通過する瞬時流量を測定
する方法（動的校正法）では不確かさを小さくすることが
困難であるため、これらの方法を除いた。
  （1）流れの種類による分類

・停止法：校正の前後で被校正流量計の流れを停止
させる方法。校正設備を比較的安価に構築できる
が、停止状態と校正流量との間の流れの過渡状態
が流量計に影響を及ぼす可能性がある。

・通液法：校正作業の間に被校正流量計の流量を変
えない方法。流れの過渡状態による影響はない。

  （2）参照する標準器の種類による分類
・体積法（体積タンク）：あらかじめ校正した体積目

盛りを備えた体積タンクに試験液を流入させ、その
体積を測定する方法。一般的な石油設備での実績
はあるが、体積タンク内側壁面に残着する試験液
の影響を評価することや、試験液の温度体積膨張
による影響を小さくするために体積タンク内の試験
液の温度を高精度に測定することが必要である。

・体積法（体積管）：管路内を移動するピストンが排
除する体積をあらかじめ校正し、その管路を用いて
流量計を校正する方法。大気開放部分がない（閉
ループ）ため、蒸気の影響を考慮する必要性がな
く、多くの石油設備で実績がある。高精度を達成す
るためには、移動体の位置を検出する装置の影響、
測定区間の温度測定、移動体と測定管路壁面との
間の漏れ、移動体の膨張、圧縮の影響を検討する
必要性がある。

・秤量法：秤量タンクに試験液を流入させ、秤量計を
用いて流入質量を測定する方法。高精度を達成で
きるが、高所から試験液を流入させると、秤量計は
試験液の衝撃の影響を受ける。また、質量測定時
には秤量タンクを外部から荷重をかけない仕組み
にする必要がある。

  （3）通液法における流れの切り替え方法による分類
・高速バルブ法：バルブを高速で回転させることによ

り、試験流体の試験ラインからの流れを貯蔵タン
ク側と標準器側へと切り替える方法。転流器法に
比べ安価であるが、切り替えを高速に行うと大きな図2　国家標準と校正事業者との液種と流量範囲の分担概略図
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圧力変動が発生するため、切り替え速度に限界が
あり、被校正流量計に対する切り替えの影響を無
視できない。また、流れの対称性に問題が生じやす
く、高精度化に限界がある。

・転流器法：空気中に開放したノズルから噴流状態
で流れる試験流体を貯蔵タンク側と標準器側とに
切り替える装置。切り替え時の流量変動が小さく、
被校正流量計に全く影響を及ぼさない。水流量標
準施設で使用された実績があり、高精度化を図れ
る可能性がある。一方、ノズルから自由噴流で流れ
るため、噴流流速が大きくなると、ミスト発生に伴う
静電気による爆発の危険性がある。さらに、大気中
に放出される油蒸気および液滴が不確かさの要因
となる。また、試験液を滝のように秤量タンクへ流
し込むと気泡が大量に発生し、そのまま気泡を含む
試験液を試験ラインに循環させると残存気体として
不確かさの要因となる。

表 1 に石油流量標準に関する各国の計量標準機関の校
正能力と校正方法を示す。ここでは、メートル条約の協力
の下に実施される国際比較に基づいて決められた不確かさ
によって、校正能力を定量的に表した。これは、参加機関
がそれぞれの不確かさについて示した技術的な根拠を全て
の他の機関が承認しているという、最も権威のある国家標
準の評価結果と言える。外国の国家標準として石油用流量
計の校正では、体積管を用いた通液法や体積タンクを用い
た停止法が数多く使用されている。しかし、これらの方法
は前述したとおり高い水準の不確かさを達成するためには
技術的な課題が多い。また、停止法では流量計の種類に
よっては流れの過渡状態が不確かさの大きな要因になるな
ど、被校正流量計の種類が限定される校正方法もある。
一方、水用流量計の校正設備で数多く採用されている転流
器を用いた通液式秤量法は、静電気による爆発の危険性
から危険物である石油類に採用された例はまれであるが、
この点を克服できれば、小さな不確かさが達成される可能

表1　各国の石油流量国家標準の不確かさと校正方法

秤量タンク
停止法

秤量法
2.2 ～ 30

0
～ 0.8

5
～ 50

灯油、軽油、
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0.00012
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体積タンク
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体積法
0.7, 1.8, 50.4

ガソリン、灯油、
軽油
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250
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体積管

通液法

体積法
LPG～300
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0.1
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SPスウェーデン
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秤量法600 ～ 
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0.1
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0.1
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15(3)～
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BEVオーストリア

参照校正方法粘度
( mm2/s )

圧力
( MPa )

温度
( ℃ )試験液不確かさ **
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流量
( m3/h )
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（計量標
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国名

*）NMIJ：産業技術総合研究所　計量標準総合センター
**）不確かさ：ここでは簡便のため拡張不確かさ（95 ％の信頼度）の値を表記
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性が高い。そこで、産総研では、世界最高精度の国家標
準を実現するために、国家標準設備の校正方法として「転
流器による通液式秤量法」を選択し、高精度化に向けた
要素技術を開発するとともに、安全性を確保する対策を施
すこととした。

5　石油流量標準の構築
5.1　石油流量校正設備

灯油および軽油を大量に保有・使用する設備となるため、
安全性を確保する上で、危険物一般取扱所として消防法に
準拠した設計であるとともに、保安管理体制を構築するこ
とが前提となり、周囲環境に配慮した試験液の屋外漏洩
および流出を防止する方策が求められる。さらに、校正方
法として選択した「転流器による通液式秤量法」では前章
で述べたとおり危険要因が増えるため、十分な安全対策を
施すことが必要である。国内では、危険物である石油類を
大量に流す大型設備を屋内に設置した例はこれまでほとん
どなかったが、国家標準の重要性と特別の安全対策の結
果、消防当局から建設が認められた。図 3 に安全対策と
不確かさに関連する要素技術の関係を示す。

まず、油の漏洩を防ぐために、施設全体を防油堤で囲
み、さらに、建屋周囲にピットと油水分離器を設置した二
重の対策が施されている。屋根は、万が一の爆発事故時
に、上方へ圧力を逃がすための放爆構造とし、軽量スレー
ト板で構成されているが、室内の温度安定の向上を図るた
めに、断熱材をはさんだ構造とした。石油類が循環する試
験ラインが設置される危険区域と制御用コンピュータなど
が設置される操作室などの非危険区域とを明確に区分し
た。また、操作室から試験ラインを監視し、非常時に迅速
な対応ができるように、耐火ガラスおよび耐火シャッターを
設置した。危険区域では漏洩した油の地下浸透を防ぐため
に防油床とし、2 基の 43 m3 貯蔵タンクは地下ピット内に、
また地下ピットのある部屋に秤量タンクを設置し、万が一
の漏洩時にも外部へ流出しない構造とした。

石油用流量計の実流校正設備である石油大流量校正設
備 [5] の概略図を図 4 に、また不確かさ要因を表 2[6][7] に示
す。この校正設備は灯油用および軽油用の 2 つの試験ライ
ンから構成され、流量範囲はともに 3 ～ 300 m3/hである。
灯油用および軽油用の設備は完全に独立しているが、試
験液の温度調整用設備を共用するため、両設備の同時運
転はできない。

本設備では、転流器を用いた通液式秤量法を採用して
おり、被校正流量計を通過した試験液（灯油もしくは軽油）
を転流器により所定時間の間、秤量計の上に配置された秤
量タンクへ転流器ノズルから流入させ、秤量計で計測され
た流入質量を流入時間で除して標準質量流量を得て、さら
に質量流量を試験液の密度値で除することで標準体積流
量に換算する。これら標準流量と校正対象の流量計の指
示値とを比較することにより校正を行う。

前章で述べたように転流器を用いた校正方法の特長とし
て、バルブの切り替えによる流れの切り換え方法に比べ計
測時の流量変動が少ないことが挙げられる。さらに、転
流器には、新たに開発した新形式 [8] を採用した。この転
流器は秤量タンク側へ流れを転流させる計測開始時とバイ

図3　石油大流量標準のために開発された要素技術

表2　国家標準における不確かさ要因（灯油試験ライン）

注）相対不確かさ：流量計の表示する流量の不確かさを流量値で割っ
た相対量（校正の不確かさ）の内、それぞれの不確かさの要因が原因と
なっていると考えられている成分を示す。

転流器による通液式秤量法を採用
　新型転流器の開発

室温が安定した理想的な校正環境

標準分銅が付属する秤量計

高精度温度調節システム：液温安定

校正対象の流量計の上流側に設置された長い直管

流量安定システムの構築

気泡除去：貯蔵タンクおよび回収タ
ンク内の多段スクリーンメッシュ

不確かさに関連する要素技術 安全対策

蒸気排出装置ミスト、蒸気、気泡の発生
秤量タンクからの
漏油の可能性

インターロックによる対策
施設全体が防油堤
2重防御：建屋周囲にビットを設置
地下ピットに貯蔵タンク（43 ｍ3×2）を設置

漏油対策

防爆空調（オールフレッシュ24時間空調）

防爆機器の使用、消火設備（泡消火など）

0.008 ～ 0.016 %
　（簡略化して0.02 %）

質量流量基準の校正の不確かさ（相対）
：1）+2） + 4） + 6）

0.016 ～ 0.022 %
　（簡略化して0.03 %）

体積流量基準の校正の不確かさ（相対）
：1）+2） +3） + 4） + 5） + 6）

0.0032 ～ 0.0042 %6） 秤量タンク内への流入時間

0.0124 ～ 0.0146 %5） 流量計内の試験液密度測定

0.0054 ～ 0.0154 %
（0.0030 ～ 0.0146 %）

4） 試験液の質量計測
　（うち　蒸気及び液滴の影響分）

0.0002 %3） 流量・密度変動の影響

0.0008 %2） 接続管路内の質量変化量

0.0028 %1） 流量計パルス計数時間

相対不確かさ不確かさの要因
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パス側へ転流させる計測終了時に転流羽根を自由噴流に対
して同一方向に等速度で移動させるものであり、アメリカや
フランスの国家標準（水流量）、国内の校正機関（水流量）
でも採用され、液体の校正設備では世界標準となりつつあ
る。そのままでは、安全性の観点から石油流量校正設備
への適用は困難であったが、転流器内の自由噴流の出口
面積を制御することにより、噴流流速の増大に伴う静電気
の発生を抑制することに成功し、流量計の校正の不確かさ
に対する流入時間の不確かさの寄与を著しく低減させるこ
とに成功した。

また、自由噴流で発生する試験液の蒸気や液滴が測定
室内へ流出することを防ぐために、転流器内が大気圧に
対して微負圧になるように制御し、蒸気などを室外へ強制
排出させ、油蒸気および液滴は凝縮、廃油として回収する
構造とした。この蒸気および液滴の強制排気により灯油ラ
インでの校正の不確かさは悪化し、灯油ラインにおける一
部の流量範囲では支配的な要因となることがわかった。
なお、軽油ラインでは灯油ラインと比較すると蒸気および
液滴の影響は小さい。さらに、転流器を利用した校正方
法の採用により大量に発生する気泡を除去するために、43 
m3 の貯蔵タンクおよび回収タンク内に多段スクリーンメッ
シュを設置し、気泡が十分に除去できることを確認した。

校正対象とする流量計は、内径が 50 ～ 150 mmである
試験管路に設置される。流量計上流部で理想的な流れを
形成させるために、被校正流量計の上流側に内径の 100 倍
（15 m）以上の直管が設置されている。ポンプによる脈
動を低減させるために、同一性能である 3 台の遠心ポンプ
を並列に運転させ、さらに、秤量タンク取込時の流量変動
を低減させる方法 [5] を開発した。

秤量計が設置されている秤量タンク室では、防爆型の空
気調和設備により年間を通じて室温 20 ± 5 ℃以内の温度
管理および静電気対策のために湿度 30 % 以上に湿度管
理されており、秤量システムの不確かさの低減に寄与して
いる。10 t 秤量計には 1000 kg 校正用分銅を10 枚、1 t

秤量計には 200 kg 校正用分銅を 5 枚吊り下げ、試験前に
秤量計を校正することにより、秤量計の経年変化の影響を
最小限にしている [7]。また、同じ建屋内にポンプなど多数
の振動源を設置することから、極微少な振動と密接に関連
する秤量計の不確かさを向上させるために杭基礎工事で十
分な防振対策を施した。

試験液の温度膨脹による不確かさを低減させるために
は、試験液の温度を安定させることが必要である。防爆型
の空気調和設備により室温も安定に保ち、さらに試験液の
温度制御を行う熱交換器を通過する流量を一定にし、熱
交換器にかかる負荷の時間変動を小さくする工夫の結果、
十分な試験液の温度安定性（± 0.05 ℃以下）が得られた。
これらの技術開発の結果、表 2 中の「5）流量計内の試験
液密度測定」および「2）接続管路の質量変化量」による
不確かさを最小化することができた [6]。

実施される校正技術の妥当性を確認する目的で、再現
性に優れたサーボ式容積流量計を開発 [9] し、灯油および
軽油用の試験ラインに 3 台常設した。このサーボ式容積
流量計を被校正流量計の校正時にあわせて校正し、過去
の校正値との比較を行うことで、校正の妥当性を常に確認
することができた。

校正の前提として、管路内に気体残存がないことの確認
と分岐管にあるバルブからの試験液の漏れがないことの確
認を、日常の校正作業に取り入れている。

以上の安全対策と不確かさ低減のための要素技術を組
み入れることにより、体積流量基準の校正の不確かさは目
標値とした 0.04 % よりも優れた 0.03 %、質量流量基準で
は世界最高精度である 0.02 % を達成した [5]。
5.2　開発された流量標準の妥当性の検証

開発した石油大流量校正設備は計量法において石油流
量の特定標準器に指定されており、校正される石油流量の
絶対値と値に付随する不確かさの妥当性を検証し、その国
際同等性を確認することは、我が国の石油流量計の信頼
性を担保する上で非常に重要である。

まず、あらかじめ SP（スウェーデン標準研究所）（表 1
参照）との 2 国間国際比較を実施した結果、NMIJと SP
の校正設備での校正値が双方の不確かさの範囲内で一致
した [5]。さらに、英国（NEL）が幹事国となり、メートル
条約の協力の下で実施される石油流量の国際比較実験 [10]

に参加した。当初の参加国はヨーロッパ 5 カ国、アジア 2
カ国（台湾を含む）および北米 2 カ国の計 9 カ国であった。
再現性および流量特性の優れた国際比較のための流量計
が輸送の途中で破損したため、2005 年から 2007 年まで
の 2 年間の長きにわたって実施された。参加したすべての
国々での流量計の校正値を図 5 に示す。今回の比較実験図4　石油大流量校正設備の概略図
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からは途中から取り下げられたが、体積管を用いた校正装
置（Small Volume Prover）もしくは体積タンクを外部機関
の施設（例えば、石油会社）に持ち込むことにより校正作
業を行った 2 カ国（メキシコ、カナダ）の校正値は他の国々
での値から大きく乖離していた。このことは、すでに述べ
たように体積タンクなどの個々の測定機器に対してトレーサ
ビリティを確保することだけでは高精度の流量標準を組み
立てることは技術的に難しく、校正環境を含めた校正装置
全体の不確かさ要因を低減する必要性があることを示唆し
ている。一方、我が国の国家標準値は、図 5 からもわかる
ように、全体の校正値結果の中心部分に分布している。さ
らに統計的な解析から得られた国際的な合意値と不確か
さの範囲内で一致していることが確認された [10]。

6　効率的なトレーサビリティ体系（JCSS）の構築の取
り組み

多種多様な石油類、広い流量範囲で流量計を使用する
産業界のニーズに対応するためには、国家標準から、JCSS
（校正事業者登録制度）を通じて流量範囲および液種を
拡張する必要がある。このために、政府支援の研究プロジェ
クト [11] により、液体の粘度に依存する流量計の特性に高
度な解析を加えることによって異なる液種へ容易な拡張を
可能とする技術、流量計の並列化で流量範囲を拡大する
技術開発を行った [11][12]。これらの新校正技術の妥当性を
検証するために、国内校正機関（校正事業者）の校正能
力を調査した一例を図 6 に示す。2005 年実施の結果が示
すように、従来国家標準値から−0.05 % ～ +0.10 % の偏
差があった校正設備は、国家標準で校正された流量計で
国内校正機関の校正設備を校正することにより、国家標準
と±0.03 % 以内で一致するまで校正能力が著しく向上した

ことがわかる。さらに、産総研の国家標準の校正範囲外で
ある重油での値は外国校正機関での値と± 0.03 % 以内で
一致しており、プロジェクトで開発した液種を拡張する方法
が妥当であることを示唆していると言える。

この他、国家標準から供給を受けた校正事業者の能力
を担保するためにこれを認定する製品評価技術基盤機構
（NITE）を技術的に支援すべく技術的要求事項適用指針 [13]

の策定を主導した。その結果として、認定登録校正事業が
新たな事業としてその数が拡大しつつある。

また、液種の拡張技術を応用して、流量計のもつ粘度特
性を要因とする不確かさの低減や作業効率の向上を図るべ
く流量計メーカーと共同で高精度流量計の開発を継続的に
実施している。

さらに、JCSS 体制下の校正事業者との間で役割分担す
ることで国家標準は限定的な範囲ではあるが、世界最高レ
ベルの高精度な設備となっており、計量器産業の流量計開
発プラットフォームとして、重要な役割を果たしつつある。

7　まとめ
本報では、石油流量標準における国家標準の位置づけ

を社会的な合理性を追求する観点から議論するとともに、
石油流量の国家標準における校正方法の選択過程および
不確かさ削減のための要素技術とそれに伴う安全性の確保
について報告した。さらに、国家標準の妥当性とユーザー
が利用できるトレーサビリティ体系の構築について報告し
た。現場で使用される流量計の精度管理の効率化に向け
て、現在は、JCSS 登録事業者を希望する校正事業者へ
の技術支援を行っている。環境問題などにより脱石油が推
進されているが、近年の原油価格の高騰で見られるように
石油製品の高価格化に伴い、さらなる高精度の計量が求

図5　石油流量の国際比較の測定結果
NMIJ：日本、NEL：英国、SP：スウェーデン、CMI：チェコ、NMi：オラ
ンダ、Force：デンマーク、CMS：台湾、CENAM：メキシコ、MC：カナ
ダ。国際比較報告書[10]の図2中のデータを読み取り、再プロットした。

図6　国家標準値（NMIJ）からの偏差
2005年と2007年で使用された流量計が異なるため、横軸のRe数は一
致しない。また、国家標準の校正範囲は参考である。
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回答（嶋田 隆司）
ご指摘の「1. はじめに」と「2. 石油流量標準を作る社会的な目的」

について、従来の基準器制度では精度、液種、流量範囲の点から対
象外となる範囲が新たなニーズとして現れてきたため、新しい石油流
量の供給体制を構築したと修正しました。

議論2　論文の題名
コメント（田中 充）

原題名の「石油流量標準の確立」では、この論文が技術要素開発
から政策的な決定に至るまでのどの点を記述しているのか分かりにく
くなっています。シンセシオロジーの意味を汲んだ題名とし、また国
内全体の計量標準を対象としているのか、産総研が担っている国家
計量標準に限定しているのか、広く国際計量標準を対象としている
のかが分かるように改訂してください。

回答（嶋田 隆司）
国内全体の体制と国家計量標準とを対象としているので、その視

点からタイトルを見直しました。

議論3　既刊の研究論文との重複排除　
コメント（長谷川 裕夫：産業技術総合研究所エネルギー技術研究部門）

この研究の内容に関する詳細な論文が既に別途書かれていること
から、またシンセシオロジーとしてのエッセンスを読者に理解してもら
うために、既刊の論文と大きく重複する記述はできるだけ避け、簡潔
にしてはどうでしょうか？

回答（嶋田 隆司）
図表を加えることにより、技術内容については簡潔な記述とすると

ともに、シンセシオロジー研究の成果と計量に係わる行政との関係が
よく見えるように書き改めました。
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1　序にかえて：臨床情報学とその社会的な目的
およそ、情報学の研究に携わるものであれば誰でも、情

報処理に関するリスクを抱える現場があれば、情報学の研
究成果を用いてそのリスクを減らすことに貢献したいと考える
のは当然であろう。リスクを軽減するために、次のような項
目にわたる総合的な学術研究が必要であると考えられる。

1. 状況の分析手法に関する研究。分析は医療での診断
に相当する。
2. 状況の改善手法に関する研究。改善は医療での治療
に相当する。
3. 技術移転の手法に関する研究。技術移転は、医療の
場合には研究成果を一般の医師が使える形にして、医師
会などを通じて広めることに相当する。情報処理では、上
記1および2の項目で研究された分析手法や改善手法のう
ちどれを用いるかを選択し、開発や運用の現場に普及さ
せて遂行していくことが技術移転である。

情報システムに関して、このような研究を遂行する活動をこ
こでは臨床情報学と呼ぶ。｢臨床｣という医学用語を借用し
ているが、医学のための情報学という意味では全くない。
通常の医学が人を対象にしているのに対し、情報システムを
治す臨床医学に相当するものが必要ではないか、という意
図からの造語である。

技術移転は、上記のように臨床情報学が対象とする三つ
の活動の一つである。他の二つの活動、診断と治療に関し
ては臨床医学との類比が成り立つが、技術移転に関しては
臨床情報学と臨床医学の類比は若干崩れる。臨床医学で
は、技術移転自体を考察の対象とはせず、技術移転の過
程は臨床医学の外にあるものとされる場合が多いのではな
いか。しかし、情報学の文脈では、技術移転過程をも考
察対象に含めるのが自然であろう。技術移転では、情報の
流れが重要な役割を果たしているからである。

さて、十六世紀のいわゆる大航海時代には、欧州の人々

木下 佳樹＊、高井 利憲

情報処理に関するリスクを抱える現場に対して、情報学の研究成果を用いてそのリスクを軽減する活動に固有の学術としての臨床情報
学を提唱する。本稿では特に、数理的なシステム検証技術のシステム開発現場への技術移転を例にとり、技術移転の過程の体系化を
試みる。具体的には、技術移転のシナリオを野外科学的方法論のなかに位置づけ、シナリオで用いるフィールドワークやインタビュー、
参与観察などの各要素技術の役割を論じる。

臨床情報学のための野外科学的方法
−　 技術移転の方法論に向けて　−

Yoshiki Kinoshita＊ and Toshinori Takai

A field-scientific approach to Clinico-Informatics
- Towards general models of technology transfers -

We propose Clinico-Informatics, as a research field for dealing with risks of information systems based on informatics.  In this paper, we 
concentrate on extracting a general model of technology transfers from the author’s experiences, i.e. transferring mathematical system 
verification techniques to the fields of system development.  We consider a general scenario for technology transfers with the methodology 
of field-science. Moreover, we discuss roles of the elemental technologies used in the scenario such as ways for conducting fieldworks, 
interviews, and participant observation.
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が全く異なる文化の人 と々接する機会が生じた。当初は文
化の違いをすべて、文化の先進、後進に帰着させる素朴な
文化観が支配的であったが、二十世紀に入って、文化の先
進性後進性よりも、地域的、歴史的理由によって生じた多
様な文化を比較研究しようとする文化人類学、民族学が盛
んになった。その結果、ものの見方が異なっていて相互理
解が困難だというだけの理由で先進後進が論じられない場
合も多々みられることが明らかになった。我々はこれと相
似の状況に直面している。

リスクを抱えた現場において状況を分析し、改善するた
めの手法が臨床情報学では研究の対象である。とはいうも
のの、現場の状況分析、改善を実際に行う作業が手法研
究には必須である。この作業において臨床情報学研究者
と現場の技術者とが接触する。ところで、現代では情報技
術は基本的方法論としてあまねく行き渡っているから、情
報システムを取り扱っている現場の技術者の技術分野は電
子工学から機械工学、化学プロセスまで千差万別である。
このため、臨床情報学においてはさまざまな分野の技術者
と接触し、膨大な数の要因が相互に影響しあう多様で複
雑な状況の分析や、改善を行なうための情報交換を行なわ
なければならない。後述するように我々の技術移転では、
技術者に馴染みのない数理論理学などの背景知識を伝え
ることから始める必要があった。このような過程は一種の
異文化交流であるといえよう。

そこで、本稿では技術移転過程を異文化交流の一つ
とみて考察を進める。ここに、民族学の研究手法を技
術移転の考察に応用する根拠がある。このような多様
で複雑な状況を取り扱うための研究方法論一般に関し
て、質的研究（qualitative research）、エスノグラフィー
（ethnography）、フィールドワーク（fieldwork）や野外
科学（field-science）が論じられ、インタビューや参与観
察（participant observation）、KJ 法 [1]-[3] などの要素技術
が、民族学をはじめ社会学、看護学などで用いられている。
わが国におけるフィールドワークの中心地の一つである京
都大学では、フィールド情報学が提唱されており、そこでは
「フィールドで生じる諸問題に対して情報学の視点からそ
の解決法を提案する」とされている [4]。

さて、著者らが所属する産業技術総合研究所システム検
証研究センター（以下 CVS）は、情報システムが意図どお
りに稼動するかどうかを確かめる検証の技術、とくに数理
的技法を中心に研究を進めている。システムについて検証
したい性質は、デッドロックに陥らない、サービスを適切
に与える、計算が無限ループに陥らない、正しい結果を計
算するなど多岐に渡るが、これらの性質を論理式で表現
し、システムの実装がその性質をもつことを数学的に証明

することによって動作を保証するのが、数理的技法による
検証法である。システムが不具合をもつ場合には、証明が
うまく進まず、その場合には性質が成り立っていない反例
を提出することが望まれる。証明あるいは反例の提出を、
人間が行う場合（半形式手法）と、機械（コンピュータ）
が行う場合（形式手法）がある。

CVS では、情報システムの検証にモデル検査と呼ばれる
形式手法に関連する臨床情報学研究をフィールドワークと
称して、研究センター設置以来数年にわたり、十指に余る
数の共同研究プロジェクトとして行なってきた [5][6]。相手先
企業との話し合いを通じた状況の分析から始めて、状況の
改善に資すると思われるモデル検査の用い方を考察し、そ
れを相手先の技術者に伝えることによって技術を移転する
ことを試みた。そこでは、参与観察などの野外科学的方法
が中心的な役割を果たした。野外科学的方法論は、川喜
田二郎氏によって、仕事の進め方の一般論として議論され
てきたもので、有名な KJ 法をその一部として含むものであ
る。そこで本稿では、我々のフィールドワークを例にし、
川喜田氏の野外科学的方法論を指導原理として、臨床情
報学の対象として重要な情報技術の移転過程の体系化を
試みる。

以下では次のように議論をすすめる。まず第 2 節では、
我々の研究対象である情報システムのディペンダビリティに
ついての用語整理と、技術移転の対象としたモデル検査と
呼ばれる技法の解説を行う。第 3 節では、技術移転の過
程を川喜田氏のW 型解決モデルを用いて体系化することを
試みる。この体系に照らし合わせながら、第 4 節と第 5 節
では臨床情報学における技術移転の一般的シナリオを提
示する。我々が行なってきた技術移転のシナリオを第 4 節
に記し、第 5 節では、そこで用いられた技術移転のための
要素技術のいくつかについて概略を説明する。第 6 章では
我々の経験した技術移転の事例のなかで最も大規模なも
のを二つ紹介して、そのアウトカムの評価を試みる。最後
に第 7 章で我々の提示した技術移転の過程のモデルにつ
いて議論し、今後の課題をいくつかあげて結論を述べる。

2　技術移転の対象技術：モデル検査
本章では、我々が技術移転の対象としたモデル検査技

術注 1）の概要と現状を説明する。モデル検査技術は、ここ
ではシステムの欠陥除去（fault removal）注 2）における検証
や診断のために用いられた。数理論理学では、データや
データに関する命題を記述する人工言語、およびその言語
で表された公理や推論規則（あるいは証明規則。前提とな
る命題から帰結となる命題を導く規則である）を与える「形
式理論」と、その形式理論における人工言語で表現され
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る数学的対象を与える「解釈」を考える。命題ψが、解釈
M において成立する、ということを M ψと書いて、ψは
M において真である、という。形式理論の公理をすべて
真にするような解釈を特に「モデル」という。どんなモデル
に対してもψが成り立つときには ψと書き、ψは「恒真」
（valid）である、という。形式理論が与えられた場合、
多くの場合には、命題の恒真性に興味があるが、特定のモ
デルにおける真偽を調べることに興味がある場合もある。
与えられたモデルの下での命題の真偽を調べることを「モ
デル検査」と呼ぶ。形式理論の中でも時相論理と呼ばれ
る論理に基づく理論におけるモデル検査は、制御プログラ
ムの動的な性質の検査を調べるのに都合が良く、最近では
プログラムの検証での必須の技法の一つになっている。

モデル検査を効率よく自動的に実行する「モデル検査
器」と呼ばれるソフトウエアツールがいくつも開発されてい
る。モデル検査器は、情報システムの遷移系注 3）としての
表現と、期待される性質の二つを入力として受け取り、前
者が後者を満足するかどうかをYES または NO の答えとし
て返すものである。遷移系が与えられた性質をもたない場
合には、反例をも返すのが普通である。反例は、動作に
関するシステムの状態系列の形で与えられる。

モデル検査器を用いて、システムの欠陥を次のようにして
検出する。まず、システムを表現する遷移系を作る。システ
ムは数学的世界とは独立に存在するものだが、それをもと
に当面議論したい性質は保ちつつ、システムのその他の面
は差し支えない程度に捨象（抽象化）して、数学的な対象
である遷移系を作るのである。ここで、抽象化に失敗して
元のシステムの性質をうまく保っていない遷移系を作ってし
まっている可能性もあるが、これについては後述する。以
後はシステムそのものについてではなく、専ら遷移系につい
て議論することになる。

さて、遷移系が期待する性質をもつかどうかを、モデル
検査器を用いて検査する。モデル検査器が NO と答え反
例を返す場合には、その反例に関して期待される性質が成
り立っていないので、この反例を欠陥の候補とするのが妥
当である。この場合には、反例を解析して遷移系の動きを
実際のシステムに対応させることにより、（遷移系ではなく）
システムの欠陥が生じているのかどうかを判断する。しか
し、モデル検査器が YES（満足する）と答える場合には、
それだけではシステムの欠陥が存在しない（つまり期待ど
おりに動く）とは言えない。モデル検査器に与える遷移系
が現実のシステムの妥当な表現になっているかどうかは、
必ずしも明らかではないからである。

このように、モデル検査器は数学的モデルを対象とした
検査を行うものである。実際の情報システムの検査にモデ

ル検査器を用いるためには、システムと数学的モデルのず
れを埋めるための工夫が必要である。例えば、モデル検査
器が NO を返した場合でもすぐにシステムに欠陥があると結
論することはできず、反例を解析すべきであるが、その解
析には誰が当たるのか、という問題がある。検証 （欠陥検
出）に携わるものばかりでなく、開発チームの者も参加して
最終的に欠陥か否かを決めるのは開発チームの者にすべき
である、というのがわれわれの一般的結論であるが、いず
れにしろこの種の考察を加えるのがモデル検査のシステム
検証への実用にかかる研究であり、フィールドワークを通じ
て行おうとしたのはこのような研究である。

3　技術移転の野外科学的方法論
本章では、川喜田二郎氏によるW 型問題解決モデルと、

産業技術総合研究所設立以来我々が議論してきた本格研
究のモデルとを比較対照しながら、技術移転活動の体系化
を試みる。
3.1　川喜田氏によるW型問題解決モデル

川喜田二郎氏は科学研究の活動を、書斎科学、実験科
学、野外科学の三つに分けて考えた [1]。書斎科学は、先
人により体系づけられた情報を机上での考察や推論などの
演繹により発展させる活動であり、数学などを典型とする。
実験科学は、再現可能な現象を実験室内で引き起こして
観察する帰納の活動で、実験物理学が典型である。両者
が所与の理論に基づいた活動なのに対し、野外科学はそ
れらとは別の活動で、再現不可能な現象を現場に出かけ
て観察して理論をたてる、発想（abduction）を主眼とする。
地震の直後に社会的に生じる現象は、このような観察の対
象の好例である。野外科学における観察の現場をフィール
ド（野外）と呼ぶ。フィールドは必ずしも屋外に存在する
必要はなく、例えば、ソフトウエアの開発現場は情報学に
とってのフィールドと考えられる。三つの活動の関係は図 1

図1　川喜田氏によるW型問題解決モデル（参考文献[2]より再
構成）
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に図解されているようなＷ型問題解決モデルによって表現
される [2]。

技術移転も一つの問題解決であるから、この W 型問題
解決モデルによって、技術移転過程を理解することができ
るはずである。この作業仮説に基づいて、著者らおよび著
者ら周辺の経験に照らし合わせながら、W 型問題解決モ
デルに基づいて技術移転過程の体系化を試みる。

Ｗ型問題解決モデルを技術移転に当てはめると、以下
のようになるであろう。まず、何かの技術が社会の一定の
場所に役立つのではないかという漠然とした期待（問題提
起）のもとに、社会のその場所に出かけ（探検）様子を観
察する（野外観察）注 4）。観察の結果、当初想定していた技
術をどのように役立てるのか、また同時に必要となる技術
にどのようなものがあるのかなどを考え（発想と統合）、さ
らに研究室に戻って全体の状況を見渡して（情勢判断）、
最初の期待を実行に移すかどうかを決断する。やることに
決めたら、技術移転の具体的な手順を考え（推論）、その
手順がうまくいくことの実験の準備を行い、実験して結果
を観察する。実験結果を検証して評価する。

このような体系なしに、闇雲に技術移転に向かった場
合、我々の経験では少なくとも三つの問題が生じる。

1. 社会の観察（野外観察）が不十分で全体の情勢を十
分掌握しないまま何かの技術を移転しても、その状況に
適合しない技術の押し売りになる可能性がある。
2. 技術移転は一般に数ヶ月から数年の長期間にわたる困
難な活動である。過程全体の見通しをもたず、五里霧中
の状態でその場その場の仕事を次々にこなしていくこと
は、当事者にとって大変苦しいことである。技術移転過
程の全体像を描き、その場その場の仕事が過程全体のど
の部分であるかを理解することによって、当事者が勇気付
けられるとともに、周辺の利害関係者（とくにプロジェクト
スポンサー）への説明もしやすくなる。
3. 技術移転過程は、一般に研究所と技術移転先との間に
特有のものであるが、一つの技術に関して多数の技術移
転先への技術移転過程を一括して議論したい場合があ
る。技術移転過程の一般論、つまりモデルがないとこのよ
うな一括の議論が困難である。
特に、著者らのように設計の方法論を産業に移転しよう

とする場合には、新しい製品の開発法を移転する場合に比
べて、産業側の技術者への知識移転（トレーニング）の度
合いが大きく、移転が困難であるように思われる。この困
難の大きさに気づかずに方法論を移転しようとしてもうまく
いかない。ここにある困難は一種の複雑系的課題であり、
その克服には川喜田氏のＷ型問題解決モデルなどに基づく
問題解決手法が効果的であると思われる。

3.2　本格研究とW型モデル
吉川弘之氏による第 2 種基礎研究 [7] は、当初 ｢抽象か

ら具体へ｣の知識の進展過程として提唱された。参考文献 [7]

の執筆後、産業技術総合研究所内での議論を経てでき上
がった本格研究 [8][9] と呼ばれる研究のライフサイクルは、
第 1 種基礎研究、第 2 種基礎研究、製品化研究の三つの
過程からできている。吉川氏の第 2 種基礎研究や本格研
究の枠組と川喜田氏の W 型モデルを対照して、我々は以
下のような観察結果を得た。

川喜田氏のモデルは問題解決一般のモデルであるか
ら、いろいろのレベルに入れ子状に適用することができる。
実際、川喜田氏自身も大きな問題に対しては W 型モデル
の過程を 6 回繰り返す手法を提示している。本格研究に関
しても、研究のライフサイクル全体に対して W 型モデルを
考えることもできるし、第 1 種基礎研究、第 2 種基礎研究、
製品化研究などの個別の各過程に適用することもできる。

本 格研究においても川喜田氏のモデルにおいても
abduction（ 発 想 法 ） が、 演 繹 法（deduction）、 帰 納 法
（induction）とともに重要な役割を演じている。川喜田氏
のモデルでは、帰納法のための「実験」、発想法のための「野
外観察」の過程が設定されている。一方、吉川氏のモデル
では、「構成」と呼ばれる過程が設けられており、この過
程では帰納と発想が混在して行使されるように思われる。

吉川氏のモデルで具体、抽象と呼ばれているものが、川
喜田氏のモデルでそれぞれ経験レベル、思考レベルと呼ば
れているものに相当するように思われる。だとすると、「抽
象から具体へ」という第 2 種基礎研究のモットーは、川喜
田氏のモデルでは思考レベルから経験レベルへの遷移に
相当する。図 1 のように、この遷移は「探検」と「実験準
備」の二つある。本格研究全体のライフサイクルの W 字に
おいて、第 2 種基礎研究は左半分の V 字に相当すると考
えるのが妥当であろう注 5）。推論、実験と検証を行なう右側
の V 字はむしろ第 1 種基礎研究ということになる。なお、
この場合、第 2 種基礎研究の後に第 1 種基礎研究が行わ
れることになるが、この順序は大した問題ではない。いず
れにしろ、研究活動は循環するものと考えるべきであり、
第 1 種基礎研究の成果が川喜田氏のいう「知識の収納庫」
に入れられて、次の第 2 種基礎研究に供されるからである。

本格研究に関してはこれまで、その活動の姿を明確にす
る議論がされてきたものの、方法論の議論にまでは至って
いない。一方、川喜田氏のモデルでは、abduction を支援
する手法が KJ 法として提示されている。

なお、著者らは査読者から中島氏による参考文献 [10] の
存在を教示された。ここでも abduction の重要性が論じら
れていて興味深い。中島氏の論説に関する詳細の議論は
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別の適切な場所で行いたい。
3.3　質的研究と量的研究

一方、科学研究のアプローチに、質的研究（qualitative 
research）と量的研究（quantitative research）がある。
物質科学では定量的議論が容易な場合が多いためか、定
性的議論は単に正確さに欠けた、精度の低い議論に過ぎな
いと暗黙のうちに見なされてしまう場合もあるが、これは正
しくない。第一に、定量的議論のために用いられるパラメー
タおよびそのパラメータがどんな量をとるべきかの選択の妥
当性の議論は定性的にならざるを得ないが、その後の定量
的議論はすべてこの定性的議論に根拠をおくからである。
第二に、量を表すために実数が必要だとは限らない。定量
的議論が必要とされる場面を詳細に検討してみると、実数
によって表される量の概念が必要とされているとは限らず、
量の比較、極限（上限、下限）などに関する議論ができれ
ば十分である場合も多い。そのような場合には実数を導入
せずに、もっと簡単な構造をもつ半順序や擬順序、あるい
は束や完備束の構造を導入して比較や極限の概念を議論す
れば十分である。この場合、実数は議論に現れなくなるの
で、いわゆる定性的議論と見なされるべきものとなる。

質的研究は、定性的議論を避けずに展開される研究の
アプローチであって、民族学、社会学や看護学などで広く
受け入れられている。これらの分野に共通することは、人
間に関係する現象であって対象とする現象そのものに主観
が含まれること注 6）、したがって再現不可能あるいは再現困
難な現象を対象とすること、対象が複雑なこと、などであ
る。とくに対象が複雑な場合、安易にパラメータを選んで
議論を進めるべきではなく、パラメータ選択の妥当性を十
分に考察しなければならない。したがって、定性的議論の
ための方法論が重要である。定性的議論のための技法とし
て、例えば、川喜田氏の KJ 法 [1]-[3] や Glaserと Strauss に
よるグラウンデッドセオリーアプローチ（grounded theory 
approach）など多数が提案されてきた [11]。

臨床情報学における技術移転研究も、まず質的研究に
基づいて大まかな方向付けを行うのが妥当であろう。技術
移転は人間が関係する現象であって、すべての人間が関
係する現象と同様、極めて多様かつ複雑なものだからであ
る。実際、ニーズの分析や技術移転の形の決定は大変複
雑な過程である。個別の企業がその新しい技術を採用する
かどうかの判断は、すべての判断と同様に極めて主観的な
ものであること、個別の企業における技術移転は再現不可
能な過程であることなども、現象の複雑さを増している。

著者らは、技術移転研究における量的研究を否定するも
のではない。量的研究による緻密な議論を開始する前に、
どのような量を問題にすべきかをよく考察すべきであって、

そのような考察は必然的に質的研究になるであろう、とい
うのが著者らの主張である。

4　技術移転のシナリオ
我々のフィールドワークの経験に基づいて、技術移転過

程のシナリオを一つ提示する。
1.【インタビュー】まず、技術を移転する先での仕事の詳
細の説明を受けるために、インタビューを行なう。
2.【適用実験】その後、移転先の技術者との混成チーム
によるモデル検査技法（技術移転の対象となる技術）を
実際のシステム開発現場への適用を試みる適用実験を通
して参与観察を行なうことを繰り返す。
3.【縁側から奥座敷へ】これらの適用実験の対象システ
ムは、移転先にとって失敗してもリスクの少ないものから
始めて、失敗したときのリスクが大きいものへと漸次移し
ていく。初めは、以前に作ったプロトタイプなどを対象に
行い、次第に開発中の製品で小規模のものから大規模な
ものに対象を移す。
4.【技術教育】適用実験は、初めはCVSの研究者のみに
よって行なわれるが、漸次、技術移転先の技術者によって
行なうようにしていく。これに並行して技術者に対する技
術教育を行なう。ここでの技術教育は、適用実験を技術
者だけで行うことができるようにすることを目的とする。
5.【目標達成】技術移転の目標（マニュアル作成、先端技
術者育成など）を達成する。
以上のようなシナリオに達するにあたって、我々の共同研

究における経験に基づいたいくつかの判断（rationale）が
あった。それを以下に列挙する。

a）ボタン一つでソフトウエアの検査を完全に自動的に行
う検査器、といったものの開発の希望が相手先から寄せ
られることが再三あったが、我々は、これに同意しなかっ
た。その理由は、
（I）どんな仕様書とプログラムが与えられても、後者が
前者を満たすかどうかを証明するような一般的な手続
きは存在しないことが数理論理学において知られてい
ること（Churchによる一階述語論理の非決定性）。

（II）検査する検査式を一定のパターンに限定すれば、
それをボタン一つで検査することは可能であるが、シス
テムの検証が一定のパターンの検査式に限定したモデ
ル検査に帰着するかどうかは不明であり、我々は否定
的な予想をしていた。

　の二つである。（a）のような希望を企業が寄せるのは、
モデル検査を用いて欠陥を検出する技術の移転を、単純
な情報の流れとして捉えていたからではないかと思われ
る。しかし、実際の技術移転過程では、b）に記すように、
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もっと複雑な情報の流れを経ることが必要であった。
b）我々が技術移転の対象としたモデル検査技術は、設
計技術の一部であり、したがって、単に技術情報や理論
を書き物や講義の形で産業界の相手方に知らせるだけで
は、知識が伝わらず、書物の周辺の知識や考え方をface 
to faceで伝える必要があると考えられた。これは一種の
異文化交流が発生していることを意味する。これがフィー
ルドワークによる共同作業という形をとって技術移転を
試みた理由の一つである。
　例えば、モデル検査において、システムが満たすことを
期待する条件を表す論理式（検査式）を記述するために
は、数理論理学の基本的な素養が必要である。しかし、
わが国では、正規の情報技術者養成コース（大学や高専
の情報系コース）でさえ数理論理学の基本が教えられて
いないため、技術者に対して論理式に関するtutoringに
数ヶ月から一年程度の期間を要するのが普通であった。
c）技術移転先の仕事の文脈の中で、モデル検査技術がど
のように有効であるかを実際の作業を通じて相手に示す
ことも、フィールドワークという形態をとった理由である。
　移転先が、技術移転の対象技術を本格的に採用する
ためには、技術を移転先自身の眼で評価することが必要
である。そのためにリスクの少ない技術適用から始めて、
次第にリスクの大きな適用に移っていくという構図をたど
る。これを我々は「縁側から奥座敷へ」あがっていく、と
称し、技術移転の作業が今どの段階にいるのかを技術移
転担当者自身が考えるための枠組として利用した。
d）当初はプロジェクト毎に個別に教育活動を行なった
が、比較的短期間のうちに教育の重要性が明らかになっ
た。そのため、技術者向けの教育コースを独立して開発
し、プロジェクト参加者に対して適用することとなった[12]。
教育コース開発では、利用者に必要な理論は技術者に対
してよく教えること、特定のツールに依存した知識と一般
論を区別して教えることに配慮した。
e）技術移転の最終的な形（目標）は、同じ技術を適用し
ているにもかかわらず、移転先に応じて多様であった。例
えば、技術をマニュアル化して属人性を排除しようとする
例と、極端に属人化させ技術を習得する技術者を限定し
て、いわばエリート教育してその技術者を通して社内で技
術を拡げようとする例とが存在した。これは技術移転先
の文化、判断による違いといってよい。
最後にシナリオの各段階を、川喜田氏の W 型問題解決

モデルにどのように関連するか、について考察を加える。
まず、1. のインタビューは、W 型のはじめに思考レベルか
ら経験レベルに向かう「探検」に相当する段階であろう。
状況の分析を行なうための取材の段階である。2. の適用実

験には、野外観察を行なうためのものと実験観察を行なう
ためのものがある。後述の雛形実験や復元実験は野外観
察のため、目隠し試験や技術者のみによる工数測定など
は、実験室内での実験観察のためである。3. の縁側から
奥座敷へ、と書いた段階は、この W 型過程全体を循環さ
せる様子を示している。KJ 法においても、最も完全な問題
解決は、W 型サイクルを 6 回まわして行なうことになってい
る。4. の技術教育は、「知識の収納庫」からW 型の左上
の問題解決サイクルの出発点への道程に相当すると考えら
れる。知識を技術者に与えて、次のサイクルを始めるわけ
である。最後の 5. は、「発想と統合」の道程に相当すると
考える。例えば工程をマニュアル化したのち、そのマニュア
ルが妥当なものかどうかを実験で確かめていくからである。

5　技術移転の要素技術
本節では、前章に示したシナリオに用いられうる技術移

転のための要素技術を列挙して解説する。
5.1　技術移転のフィールドワーク

技術移転は、フィールドワークと称する研究活動の枠組
によって研究者が行う。先に述べたように、我々の意味で
のフィールドワークは、民族学や社会学でのそれにくらべて
未だ方法論が十分に体系化しておらず、不完全なものに過
ぎない。特に取材の段階について、社会科学のフィールド
ワークにおける取材活動の方法から取り入れるべきことが
多い。いずれにしろ、技術移転のフィールドワークは以下
のようなスローガンを掲げて遂行する。
a）フィールドの価値観

技術移転のフィールドワークは学界の価値観ではなく、
フィールドの価値観にもとづいて実施する。例えば、研究
論文を執筆することよりもフィールドでの問題解決が優先さ
れる注 7）。

また、技術移転のフィールドワークにおいては、自らの
研究成果の応用にこだわるのではなく、採用する技術の選
択はフィールドの価値観に基づいて行なわなければならな
い。しかしこれはフィールドの意見をいつもうのみにするべ
きだというのではない。研究者側がフィールドの価値観に
立ってこれを用いるべきだと考えるものがあれば、それを
主張しなければならない。研究者からの批判的な意見も加
味しつつ、研究者と技術者の間で合意に達することが重要
である。

例えば、上記のように自動検証ツールの開発をフィールド
側が主張するのに、フィールドの価値観に立って考えても研
究者側にはそれがよい解決策だとは考えられず、採用しな
かった例がある。別の例 [13] では、通常数理的技法は、ソ
フトウエア開発工程のうち、要求分析や設計などの上流工
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程での適用が効果的だとされるが、あるフィールドワーク
では実装などの下流工程における問題を解決してほしいと
いう企業からの要望が存在した。そこで、適用実験を繰り
返した結果、実装工程に対してもモデル検査技術が効果
的であることが、いくつかの要素技術を開発しながら確か
められた。これはフィールド側の意見がうまく取り入れられ
て成功に至った例である。
b）四分六の原則

技術移転のフィールドワークに関わる者は技術的能力を
持つだけでなく情報科学の研究者であるべきで、フィール
ドワークと同時に学術研究にも携わる体制を組むことが重
要である。学術研究とフィールドワークに四対六程度の労
力配分をせよという意図から、四分六の原則と呼ぶ。これ
によって、学術研究の最先端の手法がフィールドに活かさ
れ、フィールドでの問題意識を反映した学術研究の新しい
方向が生まれることによる、学界と社会の相互作用が生ま
れることが期待される。フィールドワークの結果を情報の
科学の立場から正しく評価することが可能になるのも重要
な点である注 8）。

ここで、エンタープライズ系システムのソフトウエアに対す
る検証を試みたフィールドワークを例として取り上げる [14]。
このフィールドワークでは、Web を用いたユーザーインター
フェイスの設計が対象であり、その仕様書にはユーザーか
らみた画面の遷移に関する仕様と、プログラムの流れを記
述したフローチャートの二つが存在した。現場からの要望
は、それら二つの仕様書の間で「整合性」がとれているこ
とを調べたいというものであった。そこで、まず現場で使
われている整合性という用語について研究者が評価したと
ころ、計算機科学におけるある種の模倣関係になっている
ことが判明した。フィールドワークに参加した研究者は、
この模倣関係を判定するためのモデル検査の検査式群を
発見することにより、効果的なモデル検査の現場導入を達
成した。

技術移転のフィールドワークでは、我々は第 4 章に示す
手順にほぼ従って進めた。以下では、この手順で用いられ
る要素技術を順に説明する。5.2 節では、第 1 段階で用い
られるインタビュー技術を説明する。5.3 節では、フィール
ドワーク全般で用いられる参与観察について解説する。最
後に 5.4 節では、適用実験に用いられる雛形実験、開発
前実験、開発後実験、復元実験、目隠し実験などの手法
を紹介する。
5.2　インタビュー

フィールドワークの開始時にはまず、技術移転先の仕事
の内容を研究者側が学習しなければならない。書かれた
資料を研究者側が受取り、それに関する質問をフィールド

側に投げかける形で説明が進む場合が多いので、この作
業段階をインタビューと呼んでいる。研究者と技術移転先
の領域知識や文化が異なるため、互いにもっとも一般的と
思われる語彙で説明を試みるのに、最初はほとんど言葉が
通じないことも多い。異文化交流を実感する段階である。
インタビューの技術は、システムエンジニアリングにおける
要求分析技術との重なりが大きい。

インタビューは開始時に限らず、フィールドワーク遂行中
に随時必要になるので、そのことを勘定にいれた予定が必
要である。また、インタビュー対象者はプロジェクト参加者
であるとは限らないので、インタビューに対して好意的でな
い場合もあり、そのときのための準備が必要である。
5.3　参与観察

参与観察は、観察対象に影響を与えることをいとわず
に、観察者が観察対象の一員になって観察する質的研究
技法の一つであり、社会学や民族学などでは広く用いられ
ている。

システム設計、開発の過程は、再現不可能な過程の典
型例である。このような過程を対象に実験科学の手法を素
朴な立場で適用しようとすると、実験の再現可能性、観察
対象への観察者からの影響などの面で、たちまち困難に陥
る。しかし、観察対象に影響を与えることを前提とした参
与観察のようなフィールドワークにおける質的研究の技法を
用いることにより、対象の観察を進める可能性が拓ける。
5.4　適用実験

適用実験にはいろいろな目的がある。
1）技術移転の対象技術の、フィールドの文脈における適用
例をフィールド側の技術者が見て、その効果を評価する。
2）技術を研究者が適用している様子を、手本として用いる。
3）技術者が技術を学ぶために、研究者の手助けを得な
がら自分で適用してみる。

　このうち2）と3）のためには、特別な技法は必要としな
い。1）における評価のために、いくつかの技法が考えられ
る。（図2）

a）【雛形実験】過去のプロトタイプや過去の開発事例を
対象とする適用実験。技術適用に失敗しても被害がない
ので、リスクが小さい。
b）【復元実験】過去に開発されたシステムで、一部が既に
欠けてしまっているようなものについて、欠けたところを
補って実験する。例えば仕様書がなくなったシステムにつ
いて、仕様書をソースコードなどから復元した上で、仕様書
をソースコードが満たすかどうかを検証してみる、など。
c）【開発前実験】開発中の製品や、その製品の開発過程
に対する適用実験。
d）【開発後実験】市場に出回っている製品に関する技術
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の適用実験。例えば、市場から報告のあった原因不明の
障害の解析を行なう、など。
e）【目隠し実験】「解答」があるような技術適用につい
て、過去の開発事例に関する解答を隠して、それに技術
を適用し、正しい解答が得られるかどうかをみる。

また、1）における評価の体制がいくつか考えられる。
a）研究者のみからなるチーム
b）研究者と技術者の混成チーム
c）技術者のみからなるチーム
初期には a）によって技術を提示し、b）によって技術者

に技術を漸次伝えて、最後には c）による適用実験を行っ
て技術移転全体の評価をする。

6　二つの事例
CVS で行なわれた共同研究のうち、3 年以上継続し、

技術移転の中長期的なテーマに触れるものが二つあった。
本節では、これら二つの共同研究の結果およびアウトカム
の評価を試みる。
6.1　P社との共同研究

P 社との共同研究は、高い品質のソフトウエアを開発す
る手法を求める P 社によるモデル検査導入への要請に応え
るべく開始した。以下のような経過をたどった。

1.小規模なプログラム事例について【雛形実験】を行っ
た。一ヶ月程度をかけてモデル検査による検証を行いP
社側でモデル検査による検証がどのような経過をたどる
のかを理解すると同時に、我々の側ではP社が用いてい
る仕様書の読み方を学び、P社の仕事の領域知識の初歩
を身につけた。
2.前項をいくつか繰り返した後、【目隠し実験】を行った。
ここで発見すべき不具合はすべて発見し、モデル検査の
効果を説得するための好材料を得た。
3.これまでは研究部門との仕事であったが、事業部での

開発過程にモデル検査を採用させるため、属人性を排し
たマニュアル化を行おうと考えた。そのため、事業部との
共同研究に移り、【開発前実験】および【開発後実験】を
重ねながら、一定期日に1モジュールの検証を終了するマ
ニュアル作成のための検査手順の方針を作成した。その
後マニュアルは事業部の技術者のみで完成させた。
この共同研究の後、P 社事業部内で、モデル検査をどの

ように採用したかについてはっきりしたデータの提供が得ら
れないが、大規模な採用には至っていないと推測される。

技術移転を成功させるためには、本稿で議論したような
適用実験で解決できる問題以外にも、当然であるが他に
も考慮しなければならないことが様々ある。例えば、研究
所側としては、共同研究のできるだけ早い段階で、何がど
のような形で知的財産や学術研究成果になるか、という見
通しを立てておくことが重要であることを、この共同研究を
とおして痛感することとなった。たとえば、上記 3.でのマニュ
アル作成にあたって、最終的な成果物であるマニュアルは
技術者のみで作成したが、これにより、技術者と研究者の
情報共有が滞ることとなった。今から考えると、研究者側
も、最終的なマニュアル作成も積極的に支援したほうがよ
かった。これらの情報は知的財産や学術研究成果としてよ
りも、マニュアル化して初めて価値の出るものだからである。
6.2　Q社への技術移転

Q 社への技術移転は、Q 社の技術者がモデル検査に興
味を持ち、理解を示した Q 社のトップが、技術者を1 名、
2 年間にわたって産総研に移籍派遣したことに始まる。こ
のときに Q 社のトップがモデル検査の技術の有効性を証明
するデータなどを一切求めず、技術者が魅力を感じるかど
うかを重要視したのは印象的であった。

P 社との共同研究が、マニュアル化して大量の技術者に
モデル検査を広めることを意図したのに対し、Q 社の場合
では、1 名の技術者に徹底的に技術を教え込むという、
極めて属人的方法での技術移転を志すこととなった。CVS
内でのいくつかの研究プロジェクトに参加し、【復元実験】
や、【開発前実験】を繰り返した経験を Q 社に持ち帰った。

その結果、関連共同研究終了後も当該技術者を中心に、
企業間でモデル検査が研究会を結成される一方、社内でも
モデル検査の教育コースを自作して教育にあたるなど、能
動的な活動が見られた。

このように、同じ技術を同じソフトウエア開発という現場
に適用する二つのフィールドワークでも結果は大きく異なっ
た。これは、ソフトウエア開発現場の多様性によるもので
はないかと考えられる。一般に情報技術の技術移転には、
フィールドワークのような質的アプローチが有効であるよう
に思われる。情報技術を適用する対象が多様だからである。

技術者のみ混成チーム研究者のみ

実施体制

適用実験

実験形態

目隠し実験開発後実験開発前実験復元実験雛形実験

図2　適用実験の分類
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7　議論と結論
7.1　課題

CVS において、これまで行なってきたフィールドワークで
は、不十分に終わっている研究方向も多い。本稿で提示し
たシナリオは、それを反映して暫定的なものにとどまってい
るといわざるを得ない。将来への課題が少なくとも二つある。

a）フィールドワークで得られた技術移転に関する知見に
対して、さらに系統的な考察を加える余地がある。そのた
めにKJ法などの手法が有効ではないかと考えられる。
b）ソフトウエア開発工程の測定、定量的議論がさかんに
行なわれているが[15][16]、技術移転においてそれをどのよう
に活かしていくべきかが、課題として残っている注9）。
技術移転の一般論以外にも臨床情報学の課題がある。

臨床医学に、疾患の病因の究明、病気の成立機構の解明
などの課題があるのと同様に、臨床情報学においても、リ
スクの原因の究明、欠陥の機構解明などの課題があり、情
報科学の基礎研究との連携によってこれらを解決していか
なければならない。もちろん、従来から情報システムに関す
るリスクは広く調べられているが、本稿に示したような情報
処理の多様性と複雑さを意識したアプローチが求められる。
7.2　結論

本稿では、臨床情報学が対象とする三つの活動のうち
技術移転について、その体系化を野外科学的方法論に基
づいて試みた。川喜田氏が提唱した野外科学的手法を、
我々はまだ使いこなしているとはいえない。特に、要求分
析における取材に関する手法について、川喜田氏の野外科
学は豊富な経験と実験に基づく体系を持っている。今後、
それらの手法の情報システムの要求分析への応用などを通
じて、臨床情報学の効果的な展開を図りたい。
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正副査読者として査読にあたられた中島秀之教授と小林直
人教授は本論文の草稿を精査され、数多くの本質的かつ
構成的なコメントを寄せられた。査読過程での議論によっ
て著者らの理解が深まった点もいくつかある。ここに記し
て深甚の謝意を表する。

注1）モデル検査は情報システム開発の科学技術の一つであ
る。情報システム開発の科学技術一般は数理的技法、formal 
methodsなどと呼ばれる。その概観には参考文献[17]などを参照
されたい。

注2）欠陥、誤り、障害など、情報システムのディペンダビリティと
リスクに関する用語については、参考文献[18]で概念整理がなさ
れており、我々もその用語に従う。欠陥除去もそこで明確に定義
されている用語で、これはいわゆる検証と呼ばれている作業を含
む。
注3）遷移系とは、集合（この集合の要素を状態という）Sとその
上の二項関係Rの対によって構成される数学的構造である。S
の要素s, s’の間にsRs’の関係があるとき、sはs’へ遷移する、と
いう。いわゆるオートマトンは遷移系に入力記号などの付加的な
データを付け加えて得られるものであり、プログラマが用いる状
態遷移図は、そこで定義される状態の集合と、aからbへ「遷移す
る」という関係からなる遷移系を定めていると見なすことができ
る。つまり、遷移系は、情報システムのよい数理モデルとして広く
用いられている。
注4）このような場合、現場では明確な課題を抱えていると考え
ている場合もあるが、当事者が問題点の本質を理解していると
は限らず、実際には別の解決すべきもっと重要な課題があって、
それを解決すると現場で抱えていると考えている課題も自動的
に解決する、という場合も多い。したがって、研究者としてはま
ず、虚心坦懐に現場を「探検」し、観察すべきであろう。
注5）これは、主査読者によっても示唆された見立てである。著
者らは当初異論を唱えたが、考えを進めた結果、この結論に戻
ることになった。
注6）だからといって、これらの学問自体が主観的な議論を展開
すると主張しているのではない。
注7）その結果、筆者らの周辺では、業績リストが貧弱に見えて
しまう研究者も出現した。フィールドワークの困難さに理解を
示し、学術論文中心の業績リストが貧弱に見えても、フィールド
ワークの形にしにくい成果を認める評価者がいることを特筆し
ておかなければならないが、形にならない成果は認められない
との立場をとるものも後を絶たない。
注8）分子生物学などの基礎研究の訓練を受けていない臨床研
究者が、臨床研究の結果を基礎研究につなげようとするとき、
全体像を把握していないせいで、何年も同じ課題の周りを堂々
巡りする場合がある。このような現象は、エイズをもじってペイズ
（paralyzed academic investigator’s disease, PAIDS）と呼ば
れるという[19]。
注9）KJ法はまた、システムの分析（要求分析、安全分析ほか）自
体の手法としても有効ではないかと思われる。例えば安全分析の
ために有向グラフに基づくGoal Structuring NotationやASCEな
どのソフトウエアツールが用いられているが、KJ法はこれらの手
法を含む、もっと範囲の広いものであるように考えられる。
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査読者との議論 
議論1　「臨床情報学」という名称
質問（中島 秀之：公立はこだて未来大学、小林 直人：早稲田大学研
究戦略センター）
「臨床情報学」の意味は、本文を読めば非常によく分かるのです

が、題名だけを見るとどうしても「臨床（医学）のための情報学」と
理解されてしまう可能性が高いと思われます。「臨場情報学」という
のはいかがでしょうか？

回答（木下 佳樹・高井 利憲）
医学以外でも、臨床心理学という語は、すでに広くいきわたってい

ますが、ご指摘のような誤解を避けるために当該箇所を書き直しまし
た。臨床情報学は、システムのための医療という言い方も可能なよう
に思います。

議論2　技術移転
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質問（小林 直人）
本論文では、臨床医学との類比から、①状況の分析（診断）、②

改善（治療）、③改善方針の決定と遂行（技術移転）の活動を臨床
情報学と位置づけていますが、②の改善と③の技術移転の関係は、
時間的にどちらが先だと考えればよいのでしょうか？通常は、③が行
われてから②の改善が行われるのかと思いますが、改善は研究者側
が行ってしまい、その後、徐々に（あるいは改善と並行して）技術移
転をしていくのでしょうか？両者の時間関係が述べられているとよいと
思います。

なお、「技術移転は臨床医学の外にある」との表現がありますが、
医者と患者の間では治療や予防のアドバイスはあっても、治療技術
の移転はそもそもありえない（法律で制限）と思いますが、そのよう
な理解でよいでしょうか。臨床医学におけるフィールドを看護師まで
含めれば、技術移転はあるかもしれませんが。

回答（木下 佳樹・高井 利憲）
②は①の後ということになりますが、③は、①および②の技術を

一般技術者（一般の医師）によって使うことができる形に仕上げて（改
善方針の決定）、伝える（遂行）、ということですので、レベルが一
段違う話だと考えております。時間的関係は特にありません。

私達が例に考えている技術移転は、研究所から一般医師への技
術移転であって、患者に対するものではありません。医師免許を持つ
ものに対する技術移転ですので、法律による制限も特にないと考えら
れます。

箇条書きに少々説明を追加して、以下のようにしてみました。
1. 状況の分析（医療での診断に相当する）
2. 改善（医療での治療に相当する）
3.改善方針の決定と遂行（技術移転医療の場合には研究成果を一
般の医師が使える形にして、医師会などを通じて広めることに相当
する。工学では技術移転に相当しよう。）

質問（小林 直人）
上記括弧内の説明はよく分かるのですが、「2. 改善」の後に、「3. 改

善方針の決定と遂行」という言葉がくるのはやはり変な気がします。
医者が患者を治療してから治療方針を決定するというのはおかしいと
思います。「3. 一般的改善方針の決定と遂行」あるいは「汎用改善方
針の決定と遂行」などが適当でしょうか？

回答（木下 佳樹・高井 利憲）
ご指摘を受けて再考した結果、状況の分析や改善、技術移転など

は、臨床情報学研究の ｢対象｣ であって、これらの活動が臨床情報
学研究そのものというわけではないことをもっと強調すべきとの結論
に達しましたので、問題の個所を書き換えました。

議論3　「Ｗ型解決モデル」
質問（中島 秀之）

3 節に W 型とV 型の対比が書かれています。W 型は V 型のルー
プとは考えられませんか？（参考：中島秀之「構成的研究の方法論と
学問体系」シンセシオロジー1 巻 4 号）吉川モデルが間違っていると
いうよりはその繰り返しだというのが当たっている気がするのですが。

回答（木下 佳樹・高井 利憲）
左の V 字は理論をたてる発想 abduction の段階なのに対して、右

はたてた理論に基づいて演繹や帰納をやる、というわけですのでルー
プではありません。そのことを書き足しました。

吉川モデルが間違っているのではなく、発想段階の方法論などに
ついてあまり議論されなかった、もっと言えば不十分だったというの
が主張です。

質問（小林 直人）
吉川氏の提唱した本格研究の枠組みでは、Ｗ字の左側のＶ字が欠
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けているという指摘がありました。もしそうだとすると、本格研究で
は研究として何をすべきか、というＷ字の左Ｖ字部分が既定のものと
なっているとも考えられます。しかし、そのような状況は限られており、
実際には研究者が社会や企業に出かけていって状況を観察する左Ｖ
字のプロセスが必要でしょう。ただ、フィールドワークとの違いは、
フィールドワークでは左右の V 字が常にシリアルに連結し何回もＷ字
のプロセスを回すのに対して、本格研究では、左のＶ字はそう多くは
行わず、ほとんどが右のＶ字のプロセスを回すことにより研究を推進
する「左右Ｖ字の非対称性」が実態なのではないでしょうか。

回答（木下 佳樹・高井 利憲）
私達は、「研究として何をすべきかが決まっている」ということを言

いたいのではなく、「研究として何をすべきか、を決める過程につい
ての議論が欠けていた」と言いたいのです。したがって、「しかし、
そのような状況は限られており、実際には研究者が社会や企業に出
かけていって状況を観察する左Ｖ字のプロセスが必要でしょう。」と
いうのはまったくそのとおりだと思います。

ちなみに、本格研究と今回のモデルの違いは、左の V 字を行う回
数というよりも、上記のように、左の V 字の存在の認識と、左の V
字遂行の方法論の有無だと思います。本格研究に限らず、あらゆる
活動において左の V 字は存在しているわけですが、そこに目を向け

るかどうかが問題だと思うわけです。

質問（小林 直人）
川喜田氏の「Ｗ型解決モデル」では、特に最初のＶ字部分（「探検」

「野外観察」「発想と統合」）が重要だと思われます。数理的技法の
適用の過程では、「『社会の一定の場所に役立つのではないかという
漠然とした期待』のもとにその場所に出かけ、様子を観察する」とい
う記述があります。しかし実際には企業（クライアント）が明確な課
題を抱えていて、それに対応する為に技術移転の適用を行うというこ
とではないでしょうか？あるいは、クライアントの要求は明確である
が、実際には何をすべきかが初めは漠然としているということでしょ
うか。もう少しその 「漠然性」を説明していただけるとよいと思います。

回答（木下 佳樹・高井 利憲）
このような場合、現場では明確な課題を抱えていると考えている場

合もありますが、当事者が問題点の本質を理解しているとは限らず、
実際には別の解決すべきもっと重要な課題があって、それを解決する
と、現場で抱えていると考えている課題も自動的に解決する、という
場合も多いのです。したがって、研究者としてはまず、虚心坦懐に現
場を「探検」し、観察すべきであろうと考えています。
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1　はじめに
中小製造業の現場にある熟練技能者の技能を抽出し、

後継者に円滑にその技能を継承することを目的として 2006
年から 2008 年まで実施された NEDO 事業「中小基盤技
術継承支援事業」において研究開発された「技能抽出の
手法」について、その研究シナリオの変遷に焦点を当てな
がら研究の成果を述べることが本稿の目的である。なお、
本稿に述べる内容は、NEDO 事業に参加したもの全員の
成果であるため、事業のプロジェクトリーダーである筆者
が代表してその概要を述べる。

本研究では、熟練技能の製造技術の物理的、工学的な
側面に着目し、認知科学的、経営的な側面を極力排除し
たものとなった。このような技能に対する立場は、当初の
研究シナリオでは明確に意図されていたわけではない。こ
の立場を明確に意識することの意義を、迂闊にも当初は重
要視していなかった。しかし、研究を進めるにしたがって、
技能研究の位置づけを明確にする必要が生じた。

また、本事業は中小企業庁の補助事業でもあるため、
中小企業支援が大前提である。つまり、事業のアウトプッ

トは中小企業で有効な技能継承ツールである。研究の新
規性というよりは、企業現場での人気が重要な評価指標で
ある。近年の競争的資金による研究開発は、事業終了後
の市場創出への寄与度を重視する、いわゆる出口指向が
一段と強化されている。基礎的な分野の研究者には大きな
制約と感じる人も少なくない。本稿では、「現場で使える技
術を開発せよ」という要請が、研究開発のシナリオにどの
ような影響を与えたのかについても議論を行う。

2　対象とする技能の概要
2.1　技能と暗黙知

本研究で対象とする製造に関する技能とは「理由を説明
することができないが、設計から生産までの製造に関する
有効な動作や判断ができる能力」と定義する。技能をスキ
ルと呼ぶこともある。これに対立する概念として技術があ
る。技術とは、「動作や判断の根拠や仕組みを第三者に明
確に説明でき、第三者がそれに基づいてその動作や判断
を再現できるものである」と定義する。技術をテクノロジー
と呼ぶこともある。熟練技能とは、長年の製造に関わる作
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業で獲得された技能であって、一般に高度で有用性の高い
もの、という意味で本稿では使用している。この能力をも
つ製造企業の従業員が熟練技能者である。したがって、
熟練技能の抽出の方法とは、技能を技術に置き換えていく
方法にほかならない。これを、「技能の技術化」と呼ぶこ
とがある。本研究における技能の抽出手法とは、技能の
技術化手法ともいえる。

技能に関連した言葉として暗黙知がある。暗黙知を初め
に提唱したマイケル・ポランニーは、自転車の運転方法に
関する知のように言語化できない身体的な知の作用に関す
るものとして暗黙知を議論している [1]。一方、野中郁次郎
氏の SECI モデルで使われる暗黙知 [2] は「経験や勘に基
づく知識で、言語表現が難しいもの」として暗黙知を定義
している。すなわち、野中氏の暗黙知と本稿で定義した技
能との違いは、動作に関する能力の取り扱いである。動作
は当然、知識の影響を受けるため、その境界は明確では
ないが、野中氏の暗黙知では、熟練技能者の手技を含め
た議論はされていない。本研究で取り扱う技能は、ポラン
ニー氏の暗黙知と野中氏の暗黙知を合わせたような知の能
力に対応するのではないかと想定している。一方で、野中
氏の形式知は技術の定義とかなりの程度重なる。したがっ
て、動作の技能を除き、SECI モデルにおける暗黙知の形
式知化と、技能の技術化は同義である。また、SECI モデ
ルでは重要な働きを演じる集団の暗黙知を本研究では取り
扱わない。

ところで、ある個人の暗黙知は、それ以外の人にとって
も暗黙知なのだろうか。言語表現ができない、すなわち、
理由を説明できないのは、ある個人だけで、すでにどこ
かで研究され形式知となっている場合があるだろう。これ
は、本研究を行う一つの前提である。材料や製造法に関
する物理的、化学的、工学的な知見は膨大であり、製造
現場の従業員がそれらすべてに精通しているという仮定は
妥当ではないと考えるからである。というより、すでに人
類が知りえた科学的工学的な知見の一部しか、個人は理
解していないと考えることは自然である。本研究の前提と
して、多くの暗黙知、多くの熟練技能者の技能は、すでに
形式知（技術）になっていると考えている。ここで、「理解
していない」という言葉に、「原理は解明されているが、企
業現場の現象にそれがどのように影響しているか、という
『応用問題』が解けていない」というのも含めている。数
値的で表現できる調査は実施していないが、企業におい
て世界をリードする分野を専門とする技術者は、その特定
の狭い分野の形式知をかなり理解しており、零細な町工場
の作業者の形式知の範囲は一般に広いとは言い難いと考
えている。このような前提のため、本研究では熟練技能の

抽出の手法研究において、人類がいまだ知りえていない暗
黙知を解明し、その形式的な表現手法を追及することは
対象外である。本来の意味での「暗黙知」を本研究では
対象にしていない。
2.2　技能に関する従来研究

暗黙知の議論で述べたポランニー氏と野中氏の暗黙知に
ついて簡単に述べる。医学博士であり、化学博士であり、
哲学者であるマイケル・ポランニーは人間の動作の中には、
自転車の運転のように明示的に意識されず暗黙のうちに複
雑な制御を実行する過程があり、この過程を暗黙知と呼ん
でいるようである。本質的に言語化できないとすると、ポ
ランニー氏の暗黙知は形式化、技術化は不可能である。し
たがって、本研究では、野中氏の定義にならって「経験や
勘に基づく動作で、その制御の仕組みの言語表現が難し
いもの」という具合に再定義し、これを対象とする。工学
的にはバイクの自動運転の制御の研究があり、自転車の運
転の暗黙知の代替物としての制御機構は実現されている。
このように考えると、ポランニー氏の意味での暗黙知は本
研究の対象外となる。

経営学者である野中氏は、経営企業における知識マネジ
メント、特に日本の製造業を分析するキーワードとして暗
黙知を定義し、個人と集団の暗黙知と形式知が知識スパ
イラルとして内容を変化させ発展させるというSECI モデル
を提案した。ここで SECI とは共同化（Socialization）、表
出化（Externalization）、連結化（Combination）、内面化
（Internalization）の頭文字である。我々が興味をもつの
は暗黙知で表現されている技能の内容そのものである。新
たな状況に対応して有効に作用する熟練技能の工学的な意
味内容を知ることが重要である。この意味で経営学が対
象とする暗黙知とは立場が異なっている。

認知科学では、技能の獲得のメカニズムについて研究が
行われてきた。例えば、Ericsson 氏らは熟練技能獲得の
ために訓練の重要性を指摘している [3]。大変興味深い内容
であるが、本研究では熟練技能者がどのように技能を獲得
していったかについては対象外である。

工学的な側面では、VR（Virtual Reality）を用いた技
能継承の支援の提案 [4] や、企業におけるTIG 溶接の技能
についてデジタル化と可視化の試み [5] などの報告がある。
いずれの研究も OJT（On-the-Job Training）を補完し支
援する技術の研究である。

我々の立場は、前節で述べたように多くの熟練技能が形
式知で表現可能ではないかと想定している。すなわち、現
在までに明らかになっている形式知を使い、熟練技能を表
現することが、本研究における熟練技能の抽出手法確立の
ための基本方針である。
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2.3　対象とする技能の種類
熟練技能というと、マスコミは町工場で熟練工が匠の技

で見事な部品を作り上げる姿を伝え、これが日本の製造業
を支えている、というメッセージを送っている。この件につ
いては後に議論するが、本研究で対象にする技能は、こ
のような動作に関する技能というよりは、主に様 な々判断に
関する技能である。

加工作業と対象とする製造現場の技能を整理すると次の
ようになる（表 1）。本研究で対象とするのは、段取りなど
作業開始前に実施する作業に関する技能が中心である。
特に、注目するのは判断に関する技能である。判断に関す
る技能とは、ある動作の可否の判断だけでなく、具体的な
数値を決める技能である。例えば、鍛造において、引き合
いがきた部品の図面と材料から、必要となる加工圧力を推
定する技能がこれに相当する。自社の加工機で製造できる
かどうかの判断は鍛造業において大変重要であり、熟練
技能者の判断に負うことが多い。

判断の技能を対象にする理由の一つに、本研究のアウト
プットが企業現場で利用可能な技能継承ツールである、と
いうことがある。ツール化のためには、数値を入力して何ら
かの数値やグラフが出力される、など計算機で実装が可能
となる必要がある。このため、数値で表現できる技能を対
象にする必要があり、判断についての技能が本研究の主た
る対象になっている。

本研究が実施された NEDO 事業の目標は、基盤的な加
工技術である鍛造、鋳造、メッキ、熱処理の 4 加工法を
選択し、それらの加工法について、それぞれ 10 種類の異
なった技能を選び、個々の技能を抽出し現場で利用できる
技能継承ツールを開発することである。本事業は、産総研
と理化学研究所との共同の事業であり、理化学研究所で
は切削と金属プレスを対象に実施した。なお、これらの加
工法は、中小企業の基盤技術として中小企業庁が定めた
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律で定
められた中から選定されている。

3　研究のシナリオ
熟練技能者の技能を抽出する方法を開発する、というこ

とは、抽出された技能は熟練技能者とは独立に、自律的に
動作することを意味する。すなわち、図 1 に示すように熟
練技能の代替物として、計算機システムを構築することに
他ならない。このことは、漠然とは理解していたのである
が、実際に研究開発を実施して初めて明確に意識された。
この代替物を構築することが、本研究における技能の抽出
の方法論となった。本章の以下の内容は、研究を後から振
り返り、辿った道筋を説明する形で述べる。

本研究では、まず熟練技能者がどのような判断を行って
いるのか、ということを知ることから研究を始めた。すな
わち、企業における判断の事例を集め、その重要性と質を
調べることから開始した。判断結果、すなわちアウトプット
の収集である。次に、その判断を行うために利用したと思
われる情報の総体を推定した。すなわち、判断のためのイ
ンプットの収集である。

熟練技能者が脳内で行った思考プロセスを想定すること
は、興味深い内容ではあるが、非常に困難である。そこで、
インプットとアウトプットからそれを成立させるアルゴリズム
を構築することを試みた。既知の形式知を利用して、計算
機システムを構築することである。アウトプットからアルゴリ
ズムを想定し、そのアルゴリズムを成立させるインプットを
推定する。企業でのヒアリングでこれを検証し、アルゴリ
ズムとインプットを見直す。このようにして、熟練技能者の
判断の代替物を作ることが、本研究で行った技能の抽出
の方法である。

このようにインプットとアウトプットしか対象としないた
め、熟練技能者の思考プロセスは、結果として全く考慮し
ないことになった。技能抽出でありながら、熟練技能者は
分析対象としていない。このことを明確に認識するように
なったのも、研究の終盤であった。本研究では、熟練技
能者の動作観察のための機器も開発しており、常に熟練技
能者を観察しているという気になっていたが、実際にはそ
うではなかった。判断の技能と制御の技能という、異なる
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技能の抽出の方法論の違いについての考察が、研究の初
期段階では不十分であった。

経営学的な視点における暗黙知や技能に関する研究
が、熟練技能者の役割やその知の創造過程に留意してい
るのと対照的に、我々の工学的な研究の立場は技能そのも
のに着目した。しかし、経営学的な研究も我々の方法も、
熟練技能者の思考過程は考慮していない、という意味で同
じであった。残された暗黙知の脳の問題は、認知科学や
脳科学の課題と考えられる。

4　研究の成果
本章では、最終的に整理された技能抽出の方法につい

て述べる。正確にいえば、抽出するための枠組みを示す。
この枠組は、抽出したい技能があったときに、その抽出
を容易にするような技能抽出のメタ構造を提案できていな
い。しかし、技能の抽出を行う上で、そして、将来の製造
業における熟練技能者の意味を考える上で、新たな視点を
与えることはできたのではないかと考える。
4.1　全体の構成

本研究の成果は図 2 に示すように整理できる。代替物と
しての計算機システムは、判断値を出力するための導出モ
デルをもつ。導出モデルは、作業環境から測定あるいは導
出可能ないくつかの値を入力として判断値を算出する導出
アルゴリズムから構成される。

この導出モデルを検討して明らかになった熟練技能者の
優れた点は、「問題の簡略化の能力」であると考える。た
とえば、鍛造では、対象とする製品を製造するために必要
となる圧力を算出することが熟練技能者の重要な役割であ
る。このとき、加工圧力を求めるという視点で、複雑な製
品形状を熟練技能者は簡略化し類型化しているようであ
る。これにより、考慮すべきパラメーターは大幅に削減し、

自社の加工機で鍛造可能かどうかを判断するために十分な
精度で答えを出している、と推測される。我々が構築した
代替物としての導出モデルは熟練技能者とは異なったもの
であるが、複雑な現象を簡略化しているという点において
類似性がある。本研究を進める中で、このように物事を単
純にして必要な精度の答えを迅速に出すことができる、と
いうのが熟練技能者の大きな特徴であり、また、その単純
化のプロセスを発見する能力こそが、熟練技能者の真の価
値ではないだろうか、と考えている。

代替物の導出モデルも、この簡略化が重要である。現
場の環境は複雑で、関連する要因の影響を全て考慮すると
非常に複雑かつ不安定なシステムになることが多い。これ
ら要因の中から、現時点で本当に優位な因子を選択して判
断を行うことができるように、導出モデルを構築する必要
がある。また、簡単な入力で有効な結果が得られる、とい
うことは現場での操作が容易であることを意味する。「現場
で使える技術を開発せよ」という制約は、実は、この簡略
化を発見する上で重要な役割を果たしているように思われ
る。研究において現場で使えるという制約は、実は研究活
動を健全にする上で有効であった。

これらの視点を踏まえて作成した技能継承ツールを見る
と、いくつかの類型に整理できることが分かってきた。以
下、その類型を説明する。
4.2　理論式による導出

冷間鍛造の処理では、金属を高圧でプレスして求める部
品形状を作製する。この金属の変形の過程で、図 3 に示
すような変形抵抗と拘束係数が重要な役割を果たしている
ことが知られている。また、部品形状はそれぞれ異なった
形状をしてはいるが、鍛造圧力という視点で見るといくつ
かの類型に部品形状をあてはめることで、十分有効な近似
値を得ることができる、ということが様々な経験から推測

 
 

 
導出モデル

導出値

環境
（パラメーター）

導出アルゴリズム

入力パラメーター抽出

炭素鋼の変形抵抗

摩擦なし

潤滑なし
拘束係数の上限

拘束係数の下限

軸対称形状の拘束係数

加工圧力＝拘束係数×変形抵抗

①
②
③

④

⑤

①：S10C（0.09 %C, 105 HV）
②：S20C（0.21 %C, 120 HV）
③：S30C（0.32 %C, 143 HV）
④：S40C（0.40 %C, 170 HV）
⑤：S50C（0.53 %C, 185 HV）

2500

2000

1500

1000

500

0
0
20 40 60 80 100

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

6

7

拘
束
係
数
 p
/Y

変
形
抵
抗
 Y
， Ｍ
Ｐａ

対数ひずみ ｌｎ（ｈ0/ｈ）断面減少率 ｒ， ％

容器の後方押出し加工
軸の前方押出し加工

図 2　判断技能の対応物の構造 図 3　鍛造における加工圧力算出モデル



研究論文：製造現場における熟練技能の抽出に関する研究（松木）

−51−Synthesiology　Vol.3 No.1（2010）

できた。材料も鉄を基準にして物性値を想定することでマ
グネシウムやアルミニウムの材料に適用可能であることが
分かった。

これらの企業の経験と金属塑性の知識、さらに作成す
べき部品の図面情報と材料から、冷間鍛造で必要となる圧
力値の導出モデルが作成できた。これを計算機システムと
して実装したもののインタフェースを図 4 に示す。鍛造中の
被加工物の温度上昇についても導出モデルを作ることがで
きた。

このように、加工圧力が拘束係数と変形抵抗の積で表
現されるといった理論的なモデルと、経験に基づいた製品
形状の簡略化モデルを融合することで、従来、熟練技能
者の判断に頼っていた判断値を代替する計算機システムを
構築することができた。さらに、この計算機システムには、
実際に加工したときの圧力計測値を入れ、蓄積することが
できる。これにより、工場の環境あるいは加工機械の特性
と思われる値を推定することもできる。

この計算機システムは冷間鍛造シミュレーションの一種
である。技能の継承において、この冷間鍛造シミュレーショ
ンは次のような役割を果たすことができる。まず、熟練技
能者の代替物として利用することができる。仮にこのシミュ
レーションが完璧ならばそれで終りであるが、実際は材料
も潤滑剤も時代とともに変化する。状況が変化すると以前
と同じ処理では正しい結果が得られない。そこで後継者

は、このシミュレーションの元になる導出モデルとアルゴリ
ズムそのものを理解する必要が生じる。計算の手順と原理
を理解することで、新しい状況に対応することが可能とな
る。競争の激しい製造業において、昔と同じ作業ができる
だけでは不十分で、新たな課題に対応できる能力が求めら
れている。この意味で原理と処理内容が明らかになったシ
ミュレーションは、技能継承を支援する大変有効な手法の
一つであると考える。
4.3　実験式による導出

鋳造では金属の凝固プロセスが重要な役割を果たす。
鋳造技術とは、この金属凝固のプロセスを制御しつつ精度
の良い形状を作成する方法といえる。このため、部品の詳
細形状、製造条件や温度環境、鋳型の湿度や温度、溶
融した金属の諸性質など、膨大なパラメーターを入力する
ことで理論的な導出はある程度可能である。しかし、作
業現場でそれらを測定し入力して理論式から求めるシミュ
レーションを導入することは大変困難である。また、鋳造
では一回の注湯作業で何個の部品を作成できるか、という
ことが生産効率、結果としてコストに大きく影響する。品
質だけを重視しては企業運営はできない。

このような諸条件を考慮すると、シミュレーションという
形態ではなく、ある程度の推測に基づく実験式作成のアル
ゴリズムを含んだデータの取得と蓄積の仕組みが有効と考
えられた。同様に、熱処理においては処理中に材料が変

接触応力分布

図 4　判断技能に対応するシステム例
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形する。その変形の度合を推定することも重要である。こ
のためには、事前に研究所や企業で実験を行い、その曲
がりの程度とそれを支配する主なパラメーターを想定し、
その実験式を作成する必要が生じる。熱処理の曲がり予測
という熟練技能の代替物として実験式に基づく導出モデル
を採用した（図 5）。

新しい状況に対応するために、後継者が実験式を導出
モデルとする方法を発展させる必要がある。このためには、
実験式の背景にある金属材料に関する物理的な知識の獲
得と、どのような簡略化を実施しているのか、という工学
的理解が必要である。これが、後継者が継承すべき技術
化された技能であると考えている。
4.4　データマイニングによる導出

製造業において、様 な々トラブルへの対応というのは重要
な技能である。メッキでは、発生したメッキの不具合を整
理し、その不具合の原因と思われる候補群と、過去に実施
した是正処置との関係を取得、蓄積する仕組みを構築した。

トラブルを類型化し、実際にトラブルが起こると、起き
た不具合がどの類型に対応するかを判定し、不具合が発
生した状況を付帯的なパラメーターとして、過去のデータを
検索して対処する。これは、一種のデータマイニングであ
る。すなわち、理論式も実験式も推定できないが、過去
の膨大なデータから適切な情報を得る方法である。本研究
では実施していないが、クラスタ分析、ニューラルネットワー
ク、遺伝的アルゴリズムなども有効になる可能性がある。
鋳造では、過去の事例を検索するために、図 6 のようなイ
ンタフェースをもった検索手法を利用している。これは、セ

ンターで開発したイーグルサーチという手法で、検索キーを
柔軟に変更できる特徴を持っている。

導出モデルがデータマイニングによるということは、対象
としている導出モデルが十分に解明できていないというこ
とを意味している。起きたトラブルから、常にその原因を
理論的に追及し、対応関係が明らかにできるのであれば
データマイニングではなく理論的な導出モデルを構築でき
る。しかし、実際のトラブルには、理論的な追及ができな
い、再現性がない、再現するためのコストが膨大でとても
追及できない、ということが少なくない。このため、トラブ
ル対応の技能については、過去の事例と解決方法の関係
を蓄積し、それらを検索するデータマイニングによる方法は
有効である。

以上、3 種類の導出モデルを示したが、これらを比較す
ると、理論式に基づく方法が最も有効であり信頼性も高い
と考えられる。それは、導出方法を理論的に説明できるか
らである。実験式による方法は、前提となるパラメーターと
その相互関係が明らかになっているという点で、理論式に
基づく方法の次に信頼性があるように見える。データマイ
ニングによる方法は、因果関係が不明であるため最も信頼
性が低いと思われる。したがって、導出モデルを常に見直
し、できるだけ理論式に基づく方法に向かうことが望まし
いと考える。

ただ、これらの方法の差は明確とはいえない面もある。
理論式による導出と実験式による導出の差は、理論化が
成されているか否かの違いである。データマイニングも、
問題領域の次元が明らかになり、データが蓄積されれば実

20 100 200 400 520mm 

130 60

N 5 
TP

実験変数
・ 処理品形状 ： 丸棒20φ＊100、200、400、520 mm
・ セット姿勢 ： 縦置き、横置き
・ 焼入油温 ： 130 ℃（ホット）、60 ℃（コールド）
・ 油攪拌速度 ： 高速、低速
・ N数 ： 5
・ TP材質、浸炭条件は一般的な条件を用いる

（a）縦置きと横置きによる曲がり度のTP長さ依存性
　油温ホット　低速攪拌

（b）縦置きと横置きによる曲がり度のTP長さ依存性
　油温ホット　高速攪拌

TP長さ, mmTP長さ, mm

曲
が
り
値
, m
m

曲
が
り
値
, m
m

赤：横置き

青：縦置き

赤：横置き

青：縦置き

0 100 200 300 400 500 600

1.0

0.0

3.0

2.0

5.0

4.0

7.0

8.0

6.0

0 100 200 300 400 500 600

1.0

0.0

3.0

2.0

5.0

4.0

7.0

8.0

6.0

図 5　熱処理における実験式の導出例
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験式の推定も可能であろう。本研究成果を利用するとき、
状況の変化に応じて導出モデルそのものを見直し、より信
頼性の高い方法を探り続けることは有効であると考える。
4.5　その他の導出法

判断技能については、上記の三つの方法が典型的である
と考える。しかし、継承すべき技能は判断技能以外にもあ
る。理化学研究所が担当した金属プレスにおいては、対象
とする部品種類に応じて、採用すべき加工法案が異なる。
すなわち、部品の特徴から加工法案を選択する技能、選
択された加工法案において留意すべき点とその検討方法な
どが最も重要な熟練技能である。加工法案設計の選択は、
単純な判断の連鎖というには複雑過ぎる。本事業ではメタ
フローモデルの作成による技能継承に取り組んだが、上記
の三つの方法論の範囲で議論することは困難である。これ
は、今後の研究課題である。
4.6　熟練技能者の動作計測

熟練技能者の動作に関する技能については、本研究で
次のような取組みを行った。一つは鋳造における注湯作業
の可視化である。図 7 のように、注湯を行うときに使用す
る取鍋（とりべ）の付け根にひずみセンサーを取り付け、
溶融した金属の流量を測定する装置を開発した。これによ
り、「はじめは早く、途中はゆっくり、最後は押し込め！」
と現場で云われている熟練技能の可視化を行った。

可視化は可能になったが、作製する部品の個数や部品を
連結する形状などの状況により微妙な調整が行われている
ことが分かっていて、その制御のメカニズムは単純ではな
い。動作の解析のためには、何をどのように制御しようとし
ているのかの熟練技能者に対する、聞き取り調査と、実際
の溶融した金属の流量や温度の関係の解析を行うことで、
はじめて動作の意味が判明する。このように、動作の技能
の解析は、制御の意味を明らかにすることが本質的に必要
であるが、本研究においても、類似の溶接動作の研究に
おいても、まだその段階には至っていない。

5　将来の製造業における技能
熟練技能者の判断技能の抽出のための研究シナリオと

成果について議論を行い、判断技能と動作の技能の可視
化の例について述べた。このような研究が進めば、企業に
おける熟練技能者は不要になるのであろうか。将来の熟練
技能者の育成、熟練技能の在り方を議論したい。

熟練技能の問題は、中小企業だけではなく大企業にお
ける問題でもある。例えば、自動車産業において塗装や溶
接はほとんどロボットが行っている。動作の設定は、ティー
チングと呼ばれる方法であり、その動作を決めるのは熟練
技能者であった。しかし、実際の現場がロボット化するこ
とで熟練技能者の職場が無くなり、気がついてみると新し
い材料、新しい塗料に対して適切な塗装条件や溶接条件
を決められる人材が見当たらない、という問題に直面して
いる。これは、企業がそれらの動作の制御の仕組みが十
分理解できていない、ということに由来している。

理論式による導出のところで議論したように、判断技能
の継承における後継者が、その動作の物理的工学的な意
味を十分理解することが重要である。将来の熟練技能者
は、少なくとも関連する分野において十分な工学的な知識
をもった上で、判断や動作を行う必要があると考える。自
らの動作を客観的に観察するとともに、自分自身が熟練技
能者として、新たな環境に適応して、新たな技能を創出す
る役目を担うべきであると思われる。すなわち、現場にお
ける高度なエンジニアであることが熟練技能者の将来像で
はないだろうか。

十分に解析された技能は技術化され、ロボット等による
自動化を行い、自らは次の課題に取り組む。このようなエ
ンジニアとしての役割こそが将来の技能者の姿であると筆
者は考える。企業も、社会も、このような人材の地位、収
入において優遇することがなければ、現在優位であるとい
われている日本の製造業の未来が心配である。

現在の熟練技能者のもつ技能は、「金の卵」といわれて

欠陥事例検索

図 6　データマイニング操作画面例
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地方から都会に上京し、その中の優秀な人材が長い時間、
必死に働いた成果である。高校卒業生を技能者、大学や
大学院卒業生を技術者として分けて育成する製造業の時代
は終焉を迎えていると思われる。同時に、町工場における
匠の技が日本の製造業を支えるというマスコミのメッセージ
も修正が必要であろう。要求精度とコストの関係において、
それらの果たす役割は決して小さいものではないが、匠の
技のイメージを増幅しても、何ら将来を切り拓く原動力とは
成り得ないと考える。

最後に、熟練技能は誰のものであるか、という議論を行
う。青色ダイオードを契機に企業研究者の発明について、
その帰属に対する考え方が整理されてきているが、熟練技
能者のもつ技能の帰属については、整理されているとは言
い難い。必死に生み出した加工技術の技能が技術化され
たとき、熟練技能者には何も残らないのであろうか。企業
OB が海外の企業に招聘され現地教育を行うことによる技
能流出が近年問題にされているが、技能の帰属についての
議論を初めに行うべきであろう。様々な関係者が参加して
議論を深める必要があると考える。

6　おわりに
熟練技能の抽出に関する研究の研究シナリオの概要と、

研究結果について述べた。本研究で得られた成果は、
（1）技能抽出のため、技能を代替する計算機システム構築

による方法を提案したこと、
（2）代替する計算機システムとして、理論式に基づくもの、

実験式に基づくもの、データマイニングによるものがある
ことを示したこと、

である。また、将来の製造業における熟練技能の在り方に
ついても議論を行った。

デジタルものづくり研究センターでは、「ものづくりを科
学する」ということを目標として研究を行ってきた。熟練技
能の抽出手法と可視化の研究開発は、熟練技能とものづく
りの関係を、今まで以上に明確にできたのではないかと考
えている。
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査読者との議論 
議論1　本論文の構成
質問（上田 完次：産業技術総合研究所）

本論文のタイトル・目的・方法・成果・主張は、NEDO 事業研究「技
能抽出の手法」と全く同じなのか、前者は後者の一部なのか、ある
いは別の視点から考察し直したものなのかが不明です。

回答（松木 則夫）
本論文は、研究シナリオの紆余曲折という視点で、NEDO 事業研

究「技能抽出の手法」を述べたつもりです。ただ、その視点がどの
時点のものであるかは曖昧となっていましたので書き直しました。

議論2　現場に即したシナリオの設定変更
質問（五十嵐 一男：産業技術総合研究所生産計測技術研究センター）
　当初想定したシナリオを現場の要望を無視して実行することはでき
ない故に、当初のシナリオ以外の方法も許容して、有効なツールに専
念することに方向転換をした、と記述されていますが、変化要因の内
容から推定すると、ここで記載されている事項は、プロジェクト提案時
の検討対象として当初から調査・議論されていなければならない重要
なもののように思えます。

回答（松木 則夫）
ご指摘のとおり、事前調査すべき内容であったと思います。ただ、

企業における技能の実際の状況は複雑で、プロジェクトを開始しな
ければ判らなかったことが多数ありました。本研究では、当初の想
定でも十分有効な現場で活用できるツールになったと思いますが、開
始後の状況に応じてシナリオを変更したことが、さらに良い結果となっ
たと考えています。

議論3　構成要素の明確性
質問（上田 完次）

導出モデルに関して「導出モデルとして、理論式・・・、実験式、・・・
データマイニング・・・がそれに続く」の内容は、本研究で得られた図 7　鋳造における熟練技能とその可視化
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結果ですか、それとも仮説または自明のことでしょうか。

回答（松木 則夫）
これらは本研究の仮説です。できれば技能の研究を続け、この仮

説の検証を続けていきたいと思います。

議論4　熟練技能者の将来像
質問（五十嵐 一男）

結論として、判断技能に関しては、熟練技能者を継承することは
十分な工学的な知識を持った上で、判断や動作を行う必要がある。
また、現場における高度なエンジニアであることが熟練技能者の将
来像としている。確かに、ここでの結論は 1 つの方向ではあると考え

ますが、人材確保の観点から、中堅・大企業には当てはまっても本
研究が対象とした中小企業において必ずしも当てはまる状況ではない
ように思いますが、本論文のように一律的に結論を置くことは妥当で
しょうか。

回答（松木 則夫）
製造業においては、企業規模に関係せず世界との競争下にありま

す。極端な結論のような印象があるかもしれませんが、中小零細企業
においても、従来のような単純労働者の雇用の場という時代では無く
なってきている、このような方向にならざるを得ないのではないか、
と考えています。
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1　はじめに
ブロードバンド・ネットワークの急速な拡大と、高性能・

高機能な情報家電そして IC カード・RFID タグの普及によ
り、ユビキタス情報社会が到来しようとしている。また一
方で、生活のあらゆる場面において大量の情報がやりとり
されるため、通信データの盗聴や改ざんといったセキュリ
ティ上の脅威が顕在化していることも事実である。暗号は
そのような脅威へ対抗するために欠かすことのできない基
礎技術であり、民生品への利用が進むにつれて、アルゴリ
ズムの論理的解析だけでなく暗号 LSI などの実装法の安
全性に関する研究が活発に行われている。その中でも、
LSI の動作時の消費電力や電磁波そして処理時間などを観
測し、そこに漏れている情報から対象物を破壊することな
くその内部の鍵を推定する物理的な攻撃が大きく注目され

ている。これは、本来の入出力チャネルでないチャネルの
情報を用いるため、サイドチャネル攻撃と呼ばれる。現在、
サイドチャネル攻撃に対する安全性評価の国際規格策定作
業が進められているが、IC カードメーカーなどの企業に評
価実験のための暗号製品の提供やその情報公開を求める
ことは困難であり、大学などの独自環境における実験結果
を第三者が追試することも難しい。そこで産業技術総合研
究所（以下、産総研）では、公的研究機関という中立的な
立場からこの標準化活動へ貢献することを目的に、標準実
験環境の整備と、さまざまなサイドチャネル実験に関する
情報の公開を行っている。また、国内外の公的研究機関、
企業、大学と、暗号モジュールの安全性評価制度の運用
に向けた連携を進めている。本稿では、まずこれら標準
化活動の全体像を示し、その中で我々の役割を明らかにす

佐藤 証＊、片下 敏宏、坂根 広史

近年、暗号アルゴリズムを実装した暗号モジュールの利用が急速に拡大しており、その実装の安全性評価手法の標準化と、公的機関に
よる評価・認証制度の確立が求められている。特に、暗号モジュールの消費電力や電磁波を解析して、その内部の秘密情報を盗み出す
サイドチャネル攻撃が大きな注目を集めている。しかし、各研究機関における独自の実験環境が、その解析結果の追試や評価手法の
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る。そして、サイドチャネル攻撃の標準評価環境構築への
取り組みと、その環境における実験を通してサイドチャネル
攻撃の現状を示す。さらに、より高度な技術が必要とされ
る故障利用解析や破壊攻撃の研究、セキュリティに加えて
エラーや故障に対するシステムの信頼性・安全性確保に向
けた今後の研究についても展望する。

2　暗号の利用拡大と安全性評価
2.1　暗号アルゴリズムの標準化

人類が文字を発明し、伝聞によらない遠隔地への情報
伝達や、知識の蓄積が可能となると、その情報や知識を
第三者に漏らさないためのさまざまな方法が考案されるよ
うになった。その一つが暗号技術である。そして、暗号ア
ルゴリズムとその解読手法は特に戦時下において急速な進
歩を遂げた。推理小説やサスペンス映画に登場する暗号
は、当事者だけが知る秘密のアルゴリズムが使用されてお
り、情報セキュリティの分野における暗号とは異なる謎解き
といったものが多い。しかしそのような暗号は、アルゴリ
ズムや謎解きの秘密がわかってしまうと解読されてしまう。

これらに対し、現在利用されている暗号は、同じアルゴ
リズムでも、毎回異なる秘密の鍵をセットすることで、同じ
文章でも異なる暗号文に変換することが可能である。した
がって、一つの鍵が漏れてしまっても、他の鍵で暗号化し
た文章の秘密を守ることができる。第二次世界大戦におい
てドイツ軍が使用した機械式暗号装置の「エニグマ」も、
その動作原理であるアルゴリズムと、装置の初期設定であ
る鍵とが分かれている。しかし、その動作原理にも暗号解
読にとって重要な手掛かりが含まれているため、鍵の管理
だけでなく装置自体も守る必要があった。

戦後、銀行業務や政府関係の情報守秘にも暗号が利用
されるようになったが、そのきっかけは 1977 年に米国標
準技術研究所（NIST : National Institute of Standards 
and Technology）が連邦標準として制定した DES（Data 
Encryption Standard）[1] である。それまでの暗号の多
くはエニグマのようにアルゴリズムと鍵の分離が明確でな
く、特殊用途であったためアルゴリズムが積極的に公開さ
れることがなかったが、DES はアルゴリズムを公開した画
期的なものであった。また、同年には、マサチューセッツ
工科大学の Rivest、Shamir、Adleman の 3 人が暗号化
だけでなくデジタル署名という用途にも利用できる RSA 暗
号 [2]（3 人の頭文字を取って名付けられた）を考案している。
DES は暗号化と、暗号文を元に戻す処理の復号に同じ鍵
を用いるので 「共通鍵暗号」と呼ばれる。これに対して、
RSA 暗号は暗号化と復号に異なる鍵を用い、暗号化の鍵
は公開しても安全なため「公開鍵暗号」と呼ばれる。

暗号は 90 年代まで軍事技術に相当するものと見なさ
れ、使用や輸出入に厳しい制限が課せられていたが、
2000 年前後から次第に規制緩和され、用途に応じたさま
ざまな暗号アルゴリズムが民生品に利用されるようになっ
た。また、暗号解読法の進歩やコンピュータの計算能力
の飛躍的な向上に伴って、DES の安全性に問題が生じて
きたことから、2001 年 に AES（Advanced Encryption 
Standard）[3] が米国連邦標準として制定され、その後、さ
まざまな国際標準にも採用されている。AES の標準化に
おいては世界中から暗号アルゴリズムを募り、3 回の標準
化会議 [4] という公開の場において、専門家によるアルゴリ
ズムの安全性や実装性能の評価が行われた。

AES プロジェクトを機に、日本の電子政府推奨暗号の安
全性評価プロジェクトCRYPTREC（Cryptographic Research 
and Evaluation Committee）[5] や、 欧 州 の NESSIE
（New European Schemes for Signature, Integrity, 
and Encryption）[6]、そして ISO/IEC 18033[7] など、さ
まざまな暗号アルゴリズムの評価・標準化作業が進めら
れた。かつてはアルゴリズムを秘密にすれば攻撃者に与
える手掛かりが少なくて済むという考えもあったが、何ら
かの経路で漏れたり、リバースエンジニアリングで解析さ
れたりした独自アルゴリズムが、簡単に破られてしまうと
いったことがしばしば起きている。そのため通常、標準
の暗号アルゴリズムは AES のように公開され、標準化の
後も安全性検証のためのさまざまな解析が世界中で続け
られている。
2.2　暗号実装の安全性評価

標準暗号は専門家による安全性の検証が十分に行われ
ているため、独自仕様の秘密アルゴリズムのように突然欠
陥が露呈するような心配はまずない。しかし、安全なアル
ゴリズムを用いていても、そのソフトウエアやハードウエア
による実装の欠陥から暗号の鍵が漏洩してしまうことがあ
る。また、安全な実装が行われているかどうかを、利用者
が検証することもほぼ不可能である。そこで利用者に代わっ
て、公的機関がセキュリティ製品や暗号製品の安全性を評
価するための国際規格として、ISO/IEC 15408（Common 
Criteria）[8][9] や ISO/IEC 19790[10] が定められている。

ISO/IEC 15408 は暗号製品を含む情報セキュリティ
製品全般を対象としており、開発者が定めた Security 
Target（ST）に従って正しく実装されているかどうかが検
証される。検証の深さを示す 7 段階のレベル Evaluation 
Assurance Level（EAL）は、EAL 1 ～ 4 が商用、EAL 
5 ～ 7 が軍や政府最高機密機関用と大まかに分類される
が、これは製品が ST に沿ってどれだけ正しく実装されて
いるかを示すもので、セキュリティの強度を表しているので
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はないことに注意が必要である。ISO/IEC 15408 のセキュ
リティ評価は論理的な機能を中心に構成され、物理的セ
キュリティ機能、つまりハードウエアに関する記述が十分で
はない。ハードウエアは安全に管理されるという前提を置
く場合も多いが、暗号ハードウエアモジュールの代表である
IC カードを攻撃者が解析する場合、この前提条件は成り
立たない。そこで、欧州を中心とするICチップメーカー、ユー
ザー、評価機関、認証機関から構成される作業部会であ
るJIL（Joint Interpretation Library） Hardware Attacks 
Subgroup（JHAS）によって、IC カードの物理セキュリティ
が定義された補助文書 [11] が作成されている。JILはICカー
ドに対する具体的な攻撃・防御法の知識や技術の蓄積を
行っているものの、その詳細を一般に公開することはない。

ISO/IEC 19790 は 米 国 の 連 邦 標 準 FIPS（Federal 
Information Processing Standard）140-2[12] を基にした国
際規格で、暗号を組み込んだソフトウエア、ファームウエア、
ハードウエアで構成される暗号モジュールを対象に、10 項
目のセキュリティ要件が定められている。また、セキュリ
ティ要件に対する試験項目は別途、米国の DTR （Derived 
Test Requirements）[13] をベースに ISO/IEC 24759[14] とし
て規格化されている。ISO/IEC 24759 に基づいて行われ
るモジュール試験では、10 項目のセキュリティ要求それぞ
れに対して 1 ～ 4 のレベル付けが行われ、その中で最も低
い数値がモジュール全体のレベルとして与えられる。ISO/
IEC 15408 と大きく異なるのは、レベルがセキュリティの強
度を示す点である。

国内では、独立行政法人情報処理推進機構（IPA®: 
Information-Technology Promotion Agency）が認証機
関として、ISO/IEC 15408 に基づく「IT セキュリティ評
価および認証制度（JISEC: Japan Information Security 
Evaluation and Certification Scheme）」[15] および、ISO/
IEC 19790 の一致規格 JIS X 19790 「暗号モジュールセ
キュリティ要求事項」に基づく「暗号モジュール試験およ
び 認 証 制 度（JCMVP®: Japan Cryptographic Module 
Validation Program）」[16] を運用している。

FIPS 140-2 が制定されてから既に 8 年以上が 経 過
し、暗号モジュールの内部動作をさまざまな物理的手段
で観察して秘密の鍵を導出するサイドチャネル攻撃の脅
威が高まってきたことから、NIST は 2005 年から FIPS 
140-3 への改定作業を始め、2007 年 7 月に FIPS 140-3
の 1stドラフトを公開した [17]。ISO/IEC 19790 も今後、
これと並行して改定作業が進められる予定である。国内
では、CRYPTREC の中で、独立行政法人情報通信研
究 機 構（NICT: National Institute of Information and 
Communications Technology）と IPA による暗号実装委

員会と、その下のサイドチャネルセキュリティ・ワーキンググ
ループで、実装の安全性評価ガイドラインに関する検討が
行われている。

標準化活動だけでなく学術の分野でもサイドチャネル
攻撃は大きな注目を集めており、情報セキュリティやハー
ドウエアに関する国際学会において、数多くのセッション
が開催されるようになってきている。その中でも特に知名
度の高い、暗号ハードウエアとシステム実装を専門とする
ワークショップ CHES （Cryptographic Hardware and 
Embedded Systems）[18] でも、発表の多くがサイドチャネ
ル攻撃に関するものである。

3　ハードウエア実験環境の統一と評価手法の標準化
3.1　研究の位置づけ

産総研では、情報ネットワーク社会の発展を支える基盤
技術の一つとして、暗号ハードウエアの研究を進めている。
その中で、暗号ハードウエアのさらなる利用拡大に向けて、
小型・高速・省電力実装技術の開発を行うとともに、サイ
ドチャネル攻撃を主とする物理的な攻撃への対策法と安全
性評価手法の研究に取り組んでいる。

CRYPTREC では現在、2013 年の電子政府推奨暗号
リスト改定に向けた活動を進めており、その中で我々は
暗号アルゴリズムのハードウエア実装性能評価とサイド
チャネル攻撃への耐性評価に協力している。現行の推奨
暗号リストの策定にあたっては、アルゴリズムの論理的安
全性とソフトウエア評価が行われた。ソフトウエア性能は
CRYPTREC が指定したプロセッサ上での実機評価であっ
たが、ハードウエア性能はアルゴリズム提案者自身による
実装などが参考情報として示されたに過ぎない。また、
登場したばかりのサイドチャネル攻撃は評価対象外であっ
た。その後、さまざまな攻撃手法や対策手法が提案され、
ハードウエアによる実機評価も行われるようになったが、
研究機関毎に異なる実験環境が用いられ、第三者による
追試や検証が困難であるという問題が生じている。また、
第三者にも入手可能な市販の暗号ハードウエアを共通の実
験対象とすることは可能であるが、攻撃が成功したとして
もその結果を公表することはできない。

そこで、我々は、暗号ハードウエアの安全性評価のた
めの統一した実験環境の構築を目的として、4.2 節で詳解
する「サイドチャネル攻撃標準評価ボード SASEBO（Side-
channel Attack Standard Evaluation BOard）」[19] を経済
産業省の委託事業の中で東北大学と共同で開発し、国内
外の研究機関での利用促進を図っている。それと同時に、
我々もさまざまな実験を行い、新たに開発した対策手法や
評価技術に関する情報を積極的に公開している。また、こ
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れから暗号ハードウエア実装やサイドチャネル攻撃の研究
を始めようとする大学や企業へは、国内ボードメーカーを通
じて SASEBO の一般販売も行っている。これによって、
サイドチャネル攻撃の研究の一層の促進が期待されるが、
その一方でハッカーを育てる反社会的な行為ではないかと
見られることもある。それに対する答えは、暗号アルゴリ
ズムの安全性評価の例と比較すると分かりやすい。安全
性評価手法の開発は、善意の研究者による攻撃手法の開
発と言い換えることができる。前章では、暗号アルゴリズ
ムを隠すのではなく、公開して専門家による第三者評価を
受けることの利点について述べた。これと同じことが、暗
号ハードウエア実装の安全性評価についても当てはまる。
つまり、統一された実験環境における多くの研究者による
評価を通じて、さまざまな提案の中から効果の高い対策と
有効な評価（＝攻撃）手法を明らかにしながら、実装と測
定のノウハウを蓄積・活用することで、情報セキュリティ製
品の安全性向上とそれらを用いた信頼性の高い情報ネット
ワーク基盤の構築に貢献することが我々の研究活動の目的
である。
3.2　国際標準規格策定と安全性評価事業への展開

上記の目的に向けて、産総研は公的研究機関として国内
外の企業や関連団体と協力しながら、技術開発だけでなく
図 1 に示すようなさまざまな取り組みを行っている。

まず、サイドチャネル攻撃に対する安全性評価の国際標
準規格策定への貢献に向け、NIST へ研究者を派遣して共
同研究を進めている。日米の公的研究機関による標準化
活動というテーマが双方にとって重要であることに疑いの
余地はないが、“共同”研究という立場を取るためには、
この分野で先行する NIST に対して日本側のアドバンテー
ジを示すことが重要であった。そこで、関連主要学会にお
ける産総研のアクティビティを紹介すると共に、SASEBO
を用いた評価システムのプロトタイプを構築してデモンスト
レーションを行い、学術的な深い知識と高い技術力を有す
ることのアピールに努めた。その結果、2009 年 12 月に公
開された FIPS 140-3 の 2ndドラフト [20] では物理セキュリ 

ティ・非破壊攻撃のセクションの記述を我々が担当し、ま
たサイドチャネル攻撃の評価試験技術開発も我々が主体的
に進めることとなった。

一方、国内では CRYPTREC 委員会において FIPS 
140-3 および ISO/IEC 19790 改定に際し、サイドチャネ
ル攻撃への安全性評価指針に関する議論が重ねられてい
る。産総研はその中で中心メンバーとして参加するととも
に、SASEBO ボードを始めとするさまざまな技術を国内の
企業や大学へ提供している。このように、CRYPTREC 委
員会活動における情報交換を通じて、国内の知識の集約と
技術力の向上を図ると同時に、新たな暗号モジュールの評
価制度の運営に向けた試験環境の整備を進めている。

 ISO/IEC 15408の中で前述のJHASは、ICカードをター
ゲットとしたサイドチャネル攻撃を含むさまざまな物理的な
解析手法の情報交換を行っている。しかし、製品個別の
機密情報を含むため、その詳細が一般に公開されることは
ない。これは隠すことによって安全性を確保する考えのよう
にも思えるが、FIPS 140-3 や ISO/IEC 19790 の標準化
における我々の研究活動も、製品個別の解析結果や実装
ノウハウの公開を目的としたものではない。標準評価ボー
ド SASEBO による実験を通じて、各種攻撃手法と対策手
法の効果と汎用性を明らかにし、安全性評価規格の策定
を行うものである。JHAS のメンバーであっても他社の IC
カードを勝手に解析することはできず、技術の蓄積のため
に自由に解析実験を行える暗号 LSI や評価プラットフォー
ムが求められている。そこで我々は、JHAS への国内窓口
となっている IPAを通じて、今後 SASEBO の技術提供を
行う予定である。

ISO/IEC 19790 と ISO/IEC 15408 では、その標準化
の方向性は異なるものの、我々が開発した解析技術は、い
ずれの規格における評価事業にも適用可能である。このよ
うな解析技術のノウハウを、暗号製品の開発に携わる企業
がオープンにすることは困難であると同時に、製品を評価
される側の企業が中心となって評価規格化を進めることも
公正性を保つ上で好ましくない。そこで、中立的な立場の
産総研が NIST や CRYPTREC と協力し、かつ企業の意
見もくみ上げながら、暗号モジュールの安全性評価技術の
研究を進めることは、標準化活動において非常に大きな意
味を持つこととなる。

ところで、評価制度の運用においてはいずれの試験機
関も、対象となる暗号モジュールが同じであれば同じ評価
結果を出すことが求められる。そこで、測定環境や解析能
力を揃えるために、暗号回路を実装した SASEBO を用い
て各試験機関の能力試験を行う予定である。また試験機
関での利用を目的に解析ツールの開発も行っており、これ図1 産総研における暗号モジュール評価の研究活動
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らボードやツールを用いた試験要員のトレーニングも重要と
なってくる。それには多くの経費と人的リソースが必要とな
るが、そこに公的資金を投入し続けることは難しい。暗号
製品のセキュリティ向上によって社会全体が恩恵を受ける
のはもちろんであるが、その製品を開発する企業や安全性
評価をビジネスとする試験機関も同じく受益者である。そ
こで、企業の活力を利用しながら、より高いセキュリティの
実現と評価制度の発展につなげていくことが重要となる。
そのためにまず、評価・対策技術の普及に向けて国内複
数のボードメーカーから SASEBO を製品化しており、今後
は海外への流通チャネルの拡大も予定している。また、IC
カード評価ツールのビジネスを展開している企業は欧州に
2 社、米国に 1 社存在するが、その 3 社と交渉を行い、全
てのツールにおいて SASEBO がサポートされることとなっ
た。さらに産総研が開発する解析手法を取り込みながら、
3 社が試験機関に対して評価ツールの提供とトレーニング
を行うことも検討されている。そして産総研は、公的研究
機関として CRYPTREC や NISTと協力しながら、評価手
法の標準化や解析技術の開発などの基本となる部分をコン
トロールし、より効率的な制度運用に向けて国内外の企業
との連携をさらに進めて行く予定である。

4　サイドチャネル攻撃の実際
4.1　暗号モジュールへのさまざまな物理解析攻撃

暗号モジュールの物理的な解析手法は、図 2 に示したよ
うに破壊攻撃と非破壊攻撃に大別することができる。破壊
攻撃は、暗号モジュールのコア部分である LSI のパッケー
ジを開封し内部を直接解析するため、高価な装置や高い
技術が要求される。これに対して Kocher らが提案したサ
イドチャネル攻撃 [21][22] は、モジュールの改造は行わない非
破壊攻撃であり、LSI の動作中の電力波形や電磁波そして
処理時間など、正規の I/O チャネルではない“サイドチャ
ネル”に漏れる内部処理の情報を利用する。情報の取得

と解析にはオシロスコープや PC などの比較的安価な機器
しか必要としないが、非常に強力な攻撃法である。サイド
チャネル攻撃は LSI の動作状態を外部から観測する受動
的な攻撃であるのに対して、故障利用解析攻撃は電源やク
ロックにノイズを混入するなどして LSI を誤動作させて、そ
の反応を解析するより高度な解析手法である。故障利用解
析攻撃もサイドチャネル攻撃に次いで、今後、安全性評価
手法の標準化を進めていく必要がある。
 4.2　サイドチャネル攻撃標準評価ボードSASEBO

安全性評価標準プラットフォームとして、我々がこれま
で開発してきた SASEBO ボードおよび暗号 LSI を、図
3 と図 4 に示す。SASEBO-G と -B は、暗号回路実装に
ユーザーが回路の機能を書き換え可能な FPGA （Field 
Programmable Gate Array） を用いたボードで、それぞれ
アーキテクチャの異なる Xilinx® 社と Altera® 社のチップ
を搭載している。これらのボード上でさまざまなサイドチャ
ネル攻撃実験を行うために、ISO/IEC 18033-3 標準の全
てのブロック暗号および公開鍵暗号の標準である RSA 暗
号の回路設計を行い、そのソースコードをWeb 上で公開し
ている [23]。またハードウエアだけでなく、FPGA に内蔵さ

図2　暗号モジュールへのさまざまな物理攻撃

（c） SASEBO-R                      （d） SASEBO-GII

図4　暗号LSI

（a） 90 nm版 　　　　　　　　　　 （b） 130 nm版

（a） SASEBO-G                     （b） SASEBO-B
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れたプロセッサやプロセッサマクロを利用することで、暗号
ソフトウエアの評価実験を行うことも可能である。図 4 の
暗号 LSI は、Web 公開した暗号回路を、90 nm および
130 nm の CMOS スタンダードセルプロセスで製造したも
のである。この LSI は SASEBO-R に搭載して使用する。
SASEBO-GII は Xilinx® 社の FPGAを用いた最新のボー
ドで、SASEBO-G に対して4 ～ 7 倍のロジック容量を有し
ながら、ボード面積は 1/3 と大幅な小型化と高集積化を実
現している。また、サイドチャネル攻撃実験以外の用途と
して最先端の部分再構成機能も有し、より高度なハードウ
エアセキュリティシステムの研究を可能としている。なお、
初期の SASEBO ボードは、ハードウエアモジュールとして
初めて JCMVP® 認証を取得しており [24]、その全ての設計
情報とソースコードを安全な実装の例として、SASEBO の
Web サイトで公開している。そして、SASEBO-GII も同様
に JCMVP® 認証の取得を予定している。
4.3　RSA暗号回路への単純電力解析

ここでは実際のサイドチャネル攻撃の例として、RSA 暗
号を SASEBO ボードの FPGA 上に実装し、電力波形か
ら暗号の鍵を直接読み取る単純電力解析（SPA: Simple 
Power Analysis）の実験結果を示す。

RSA 暗号の暗号化処理と、その逆変換である復号処理
は、それぞれ式（1）と（2）に示したべき乗剰余算で定義
される。暗号化前のデータである平文 xは公開鍵 eと nに
よって暗号文 yに暗号化され、暗号文 yは秘密鍵 dによっ
て平文 xに復号される。ここで、各変数には 1,024 ビット
以上と非常に大きな数が用いられ、公開鍵から秘密鍵を求
めることは理論的に不可能ではないが、計算量的に困難と
されている。

 暗号化 : y = xe mod n              （1）
 復号    : x = yd mod n              （2）

RSA 暗号のべき乗剰余算では、指数 eあるいは dの
ビットパターンに応じて乗剰余算と自乗剰余算が繰り返され
る。SPA は、その演算の処理時間 [21] やその電力波形の違
いを調べて、秘密鍵 dを求めようとするものである。図 5

は指数 d=25=11001（2）を左側のビットから調べ、0 ならば自
乗剰余算を、1ならば自乗剰余算と乗剰余算（×x）を実
行する左バイナリ法の例である。このとき自乗算と乗算の電
力波形を見分けることができれば、それがそのまま秘密鍵
となる。

しかし、毎回異なる中間値に対する乗算と自乗算の差
が、常に観測できるとは限らない。そこで、入力データを
工夫して、電力波形上の演算による違いを強調する手法が
研究されている。図 6 は、SASEBO-R に搭載された 130 
nm スタンダードセルライブラリによる暗号 LSI および、
SASEBO-G 上の FPGA に実装された RSA 暗号回路が発
生する電力波形の一部である。この回路は不特定入力に
対して乗算と自乗算の波形を見分けることはできないが、
回路アーキテクチャとして採用した 1.024 ビットのモンゴメ
リ乗算アルゴリズム攻撃に有効な x=2−1024 という特殊な値
を入力することで、乗算（M）と自乗算（S）をはっきりと
見分けることが可能となった。

RSA の SPA 対策法としては、秘密鍵のビットパターンが
0 のときにも乗算をダミーとして挿入するのが最も単純かつ
基本的なものであるが、入力データを操作することでこの
ようなダミー乗算を見分ける攻撃法が提案されている。我々
は、これらさまざまな攻撃法と対策法の効果を SASEBO
の実験を通して明らかにすると同時に、新たな攻撃法と対
策法の研究開発も行っている。   
4.4　RSA暗号回路への差分電力解析

本節では、共通鍵暗号の標準アルゴリズムとして最も普
及しているAES のアルゴリズムを示した後、複数の電力波
形を用いた攻撃法である差分電力解析（DPA: Differential 
Power Analysis）について述べる [23]。

AES は、128 ビットのデータを 128 ～ 256 ビットの鍵
を用いて暗号化する。図 7 は 128 ビット鍵の場合の暗号
化アルゴリズムを示している。128 ビットのデータは 4 × 4
の 16 バイトの行列に配置され、SubBytes、ShiftRows、
MixColumns、AddRoundKey の 4 つの変 換を 1 セット
のラウンド関数として、10 ラウンドの処理が行われる。128
ビットの秘密鍵は鍵スケジューラによって簡単な変換が繰

図6　SASEBO-RおよびSASEBO-G上のRSA回路に対する
SPA（x=2−1024）図5 左バイナリ法で実装したRSAに対するSPA

（a） ASIC             　         （b） FPGA

自乗算 自乗算 自乗算 自乗算 乗算乗算

1 1００

x 25 = x11001(2) = (((x2×x)2)2)2×x mod n
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り返され、各ラウンドに入力される128 ビット×10 のラウ
ンド鍵が生成される。このラウンド鍵は AddRoundKey
関数においてデータとの排他的論理和 XOR に使用され
る。SubBytes は 1 バイトの非線形変換 S-box を 16 個集
めたもので、4 × 4 の各バイトで独立に変換が行われる。
ShiftRows では 4 × 4 の各行が横方向に巡回シフトされ、
MixColumns は各列 4 バイト単位の線形変換である。な
お、最終ラウンドだけは MixColumns が実行されない。

AES の回路実装では通常、ラウンド関数を1 ブロック
用意し、10 回繰り返し利用するループアーキテクチャが用
いられる。図 8 は、SASEBO-R と SASEBO-G 上の暗号
LSI と FPGA に実装された AES 回路の電力波形であり、
各ラウンドに対応した鋸型の電力波形が確認できる。RSA
暗号では、秘密鍵のビットパターンがそのまま電力波形に
観測されるが、AES で 128 ビットの鍵が XOR される一瞬
の電力波形の違いを読み取って、鍵を導出することは不可
能である。そこで、数千～数万の電力波形を統計解析す
ることによって、鍵を導出する手法が DPAである。DPA
は鍵のビットをいくつか推定した電力モデルを立て、入力
データを変えながら取得した複数の電力波形と最も高い相
関を示したモデルを調べ、そのモデルの鍵ビットが最も確
からしいと推定する手法である。SubBytes はバイト変換、
ShiftRows はバイト境界のシフト演算、AddRoundKey は
ビット単位のXOR なので、MixColmuns がスキップされる
AES の最終ラウンドではバイト毎に独立した演算が行われ
ることになる。したがって、128 ビットの鍵を、バイト（8 ビッ
ト）毎に独立に解析することが可能である。8 ビットの値
は 0 ～ 255 までの 256 パターンなので、8 ビット部分鍵の
推定には高々256 個の電力モデルを調べればよく、128 ビッ

トの鍵全体では 16 回の独立した解析を行うだけでよい。8
ビットの鍵を解析しているときに、残り120 ビットの処理に
よる消費電力はノイズとなる。しかし、暗号回路はある種
の乱数生成器であるため、この消費電力は解析している部
分鍵とは無相関になり、多くの波形を集めた統計処理によっ
てその影響を低減することができる。

図 9 は我々が開発した、AES 回路に対する電力解析攻
撃評価ツールである。ここでは中間データを保持するレジ
スタに注目し、最終ラウンドで値の変化したビット数（ハミ
ング距離）が消費電力と比例関係にあると仮定した電力モ
デルによる CPA（Correlation Power Analysis） [25] を行っ
ている。画面下の 16 個の箱が、16 バイトの部分鍵それぞ
れに対応しており、箱の中に 256 本の縦棒が表示されてい
る。この各棒の高さが、部分鍵が 0 ～ 255 であったときの
各モデルと実際のAES 回路の消費電力との相関値を表し
ており、最も相関の高い部分鍵を正解鍵と推定するように
なっている。対策が施されていない回路に対しては、20 万
円程度のオシロスコープにより数千の波形を取得し、数万
円の PC により解析する環境でも、わずか数分で鍵の導出
が可能である。

AESに対する攻撃手法はCPA以外にも多数提案され、
また対策手法も次 と々登場している。我々は、これらの効
果を SASEBO によって検証するのと同時に、評価ツール
への実装も順次行っている。

暗号文

平文 秘密鍵

鍵
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
部

10ラウンド
シフトなし

3Ｂ右巡回シフト

2Ｂ右巡回シフト

1Ｂ右巡回シフト

図7　AESの暗号化アルゴリズム 図9　AES回路評価ツール

図8　AES回路の電力波形

（a） ASIC                           （b） FPGA
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4.5　より高度な攻撃手法の開発と新たな評価指針の
策定

LSI 解析技術の進歩とともに、故障利用解析攻撃や破
壊攻撃といった能動的な攻撃に対する安全性評価手法の
研究の重要性が増している。故障利用解析攻撃の例として
は、ループアーキテクチャを用いた AES 回路で、カウンタ
を誤動作させて 10 ラウンドが終了する前の途中結果を出力
させたり、特定のラウンドに起こしたデータでエラーがどの
ように出力に伝搬するかを調べたりといった手法が挙げられ
る。しかし、解析に都合のよい誤動作が起こせる保証はな
く、どのようなエラーが発生するかは実装方法にも大きく依
存する。そこで、故障利用解析攻撃の研究には、実際の暗
号モジュールを用いた実験が求められ、これには自由に攻
撃することができる SASEBO などの利用が不可欠である。

破壊攻撃では、LSI の全消費電力の中に埋もれている情
報だけでなく、図 10 に示したような LSI 測定装置の利用
により、暗号回路の局所的な信号を捕らえることも可能と
なってくる。しかし、既存の装置は攻撃目的で作られたも
のではないため、漏洩情報の観測により適した装置やより
高度な計測技術の開発も進めていく必要がある。サイドチャ
ネル攻撃においても、電力・電磁波形の質は解析結果を大
きく左右するため、我々は新たな計測技術の開発と計測環
境の標準化にも取り組んでいる。

さらに、各攻撃に対して成功・失敗といった実験結果を
示すだけでなく、そこからサイドチャネル攻撃に対して安全
な暗号モジュールを設計するためにはどのような条件をクリ
アすべきかといった指針を与えることが重要である。その
ためには、情報漏洩のメカニズムを解析し、それを定性的
かつ定量的に説明可能とするモデルの構築も今後取り組ん
でいかなくてはならない。

さらに、暗号モジュールの開発においては、常に完璧な
セキュリティが求められるわけではなく、対策にかけるコス

トと守る物の価値とのバランスを考慮することが産業的に
重要である。逆に攻撃者の立場からは、攻撃のコストに対
して得られる利益が見合っているかが重視される。AES
や RSAといった標準暗号アルゴリズムであっても論理的に
絶対に安全ということはなく、鍵の全数探索ができれば必
ず破れるはずである。しかし、その計算量があまりに膨大
なため、現実的な時間とコストでは実行が不可能なのであ
る。そこで、暗号モジュールの実装のセキュリティに対して
も、攻撃コスト的に安全であるといった評価を可能とするよ
うな、多角的な視点からの検討を行っていく予定である。

 
5　むすび

本稿では、暗号モジュールの実装法の安全性評価に関
して、サイドチャネル攻撃を中心に、産総研における国際
規格策定への取り組みとその意義について論じた。また、
標準実験環境整備の一環として開発した SASEBO ボード
に暗号回路を実装し、対策を施さない場合は安価な測定
装置でも電力解析攻撃が成功することを示し、早急な対応
が求められることを明らかにした。また、故障利用解析攻
撃や破壊攻撃など、より高い技術が求められる攻撃に対し
ても、対策と評価手法の開発に今から取り組む必要性につ
いて述べた。

暗号や情報セキュリティの研究は、悪意を持つ攻撃者に
対する防御を目的としている。しかし、情報システムがます
ます複雑化する中、偶発的なエラーや故障によって生じる
被害を防ぐための技術開発も重要である。例えばソフトウ
エアにバグがある場合はシステムを動かしたままネットワー
ク経由で修正することも可能であるが、ハードウエアのバグ
や故障はシステムを停止して復旧にあたる必要があり、ま
た遠隔地に設置されている場合は迅速なメンテナンスも難
しい。この問題に対する有効な解決策として、回路を動作
させたまま部分的な書き換えを可能とする FPGA の動的部
分再構成技術が挙げられる。最新の SASEBO-GII ボード
は動的部分再構成の研究開発を行うための機能を実装して
おり、ネットワーク経由による回路書き換えの実用化に向
けた研究も既に始めている。またネットワーク経由でハード
ウエア情報がやりとりできるようになると、その盗用や改ざ
んを防止する必要があり、さらにはシステム障害を引き起こ
すハードウエアウィルスが登場する可能性もある。これらを
解決するための研究も同時に進めて行く必要がある。

このように、暗号ハードウエアのセキュリティに関する研
究の延長として、ハードウエアシステム全体の安全性と信頼
性の向上、いわゆるディペンダブルなシステムの構築を目的
に、今後必要となる新たなハードウエア技術の研究開発に
取り組んでいく予定である。図10　SASEBO-R上の暗号LSIに対する破壊攻撃
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コメント（持丸 正明：産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究セ
ンター）

専門家以外にも分かりやすく書かれており、暗号化の考え方、安
全評価の考え方、サイドチャネル攻撃など、本論文の理解に必要な項
目が歴史的背景も含め、よく書かれています。本誌は「Synthesiology」
という構成学の論文誌であり、執筆者の取り組みの構成学的なポイ
ントがより明確に伝わると、異分野の読者にも「研究のアプローチや
構成論」として有益な情報になると思います。

産総研のアクションが、関係するステークホルダーをどのように巻き
込み、最終的な目標を達成するように構成したのか、というのが「構

成学」の核になると思います。ステークホルダーをどのように変え、
社会をどのように変えて、ゴールに繋がっていくのかが明確に記述さ
れると良いと思います。

回答（佐藤 証）
3 章の後半部を、「3.2 国際標準規格策定と安全性評価事業への

展開」とし、産総研のアクティビティに関する大幅な加筆を行い、図
1との連携をより明確にしました。また「サイドチャネル攻撃標準評価
ボード SASEBO」は 4.2 節へと移しました。
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1　はじめに
近年、ブダペスト宣言などに見られるように、科学研究

において“社会のための科学（Science for society）”の重
要性が指摘されている [1]。これは、人間活動に伴う地球環
境の悪化への対処や、複雑化・脆弱化する社会の持続的
成長のために、科学的知見を使って社会問題を解決してい
くことが社会から要望されていることを背景としている。我
が国でも、独立行政法人（以下、独法）産業技術総合研
究所（以下、産総研）ではその憲章の中心において「社会
の中で、社会のために」を据え、本格研究という考え方を
軸に、科学技術を用いて社会の持続的発展に貢献すること
を謳っている [2]。また、2005 年から開始された第 3 期科
学技術基本計画において、科学技術を用いたイノベーショ
ン創出が大きな柱になっているが、これはまさに科学によっ
てもたらされた知見を社会のために活用しようという試みに
他ならない。

こうした“社会のための科学”を意識した研究開発が活
発になる一方、研究開発から得られた成果を確認し、目的
に照らして効果的な科学研究が遂行されているか、不断に
見直しを行う必要性も言われている [3][4]。そのため、我が
国においては近年、公的研究機関や大学などにおける研
究開発評価が盛んに行われるようになってきた。

しかし、こうした研究開発評価に関する各種制度や仕組
みが確立される一方、それが“社会のための科学”の実現
のために、有効に機能しているかどうかは必ずしも明確で
はない。特に、評価を受ける現場の研究者側からさまざま
な疑問が呈されていることが指摘されている [5]。例えば、「自
分の専門分野を評価できる程深い知識や経験をもった研
究者が他にいるように思えない。そんな中、妥当な評価が
できるのか？いわんや、研究領域のことをよく分かってもい
ない評価機関が何で口出しできるのか。」といった反論は
よく聞かれる。また、“国の研究開発全般に共通する評価

大谷 竜

“社会のための科学”が叫ばれて久しいが、そのような研究開発をどのように評価すればよいのであろうか。本稿では、研究開発評価
のそもそもの考え方に立ち戻って概念整理することで、“社会のための科学”研究に有効な評価とは何かについて分かりやすく解説す
ることを試みた。そのポイントは、評価はそれ単独では意味をなさず、研究開発を通じて実現させたいことへの道筋（戦略）と一体と
なって初めて機能すること、そして評価の役割は、戦略をより良く実行していくために実態をつまびらかにすること、などである。

“社会のための科学”と研究開発評価
−　 プログラム評価の構造とSynthesiologyへの示唆　−

Ryu Ohtani

“Science for society” and evaluation of research and technology development
- The framework of program evaluation and implication for Synthesiology -

This article intends to give a basic logical framework of “research & technology development (RTD) evaluation” for the realization of 
“science for society”. Although the RTD evaluation is to be designed for promoting the evolution of strategies that utilize the knowledge 
derived from science and technology for the well-being of society and for solving public issues, some confusion emerges due to 
misinterpretation of concepts and/or verbal abuse when putting evaluation into practice. Through conceptual mapping of previous studies 
with original daily-life examples, this article shows that the role of evaluation is to reflect the current state of affairs in order for strategies 
to be better reformulated cyclically and circularly.

キーワード：社会のための科学、研究開発評価、プロジェクト、プログラム、ROAMEF、ターゲットセッティング、戦略策定

Keywords：Science for society, evaluation of research and technology development, project , program, ROAMEF, target setting, 
strategy-making

産業技術総合研究所　活断層・地震研究センター　〒 305-8567 つくば市東 1-1-1 中央第 7
Active Fault and Earthquake Research Center, AIST　 Tsukuba Central 7, 1-1-1 Higashi, Tsukuba 305-8567, Japan　E-mail: 

Original manuscript received November 2, 2009, Revisions received January 4, 2010, Accepted January 15, 2010



論説：“社会のための科学”と研究開発評価（大谷）

−67−Synthesiology　Vol.3 No.1（2010）

の実施方法の在り方についての大綱的指針（以下、大綱的
指針）”では事前評価の重要性についても触れられている
が、多くの研究者は次のような疑問を口にするのではなか
ろうか。「そもそも事前評価なんかできるのか？それは意味
があるのか？研究も開始せず、何も出てきていない段階で、
一体全体評価なんかできるはずがないではないか？」と。

これらの疑問に対して評価者と被評価者とが評価の意義
と目的を共有し、共通の理解の地平に立って評価を実施し
ていくことは、“社会のための科学”を実現させる上でもき
わめて重要である。そのためには、評価そのものの考え方
や思考の枠組みに立ち返って考える必要がある。そこで本
稿は、こうした評価の論理構造について、親しみやすい例
を使って分かりやすくまとめ、提示することを目的とする。
以下、これまで研究開発評価論などで言われている基本と
なる概念を参考文献（入手しやすい日本語のもの）ととも
に示し、そうした概念や親しみやすい例を用いて筆者なり
の論理展開を加えて説明していくことにする。

なお、本稿では研究開発の中でも、大学の理学系の分
野で行われるような純粋基礎研究ではなく、科学技術の知
見を使ってどのように社会問題の解決や政策課題の実現に
結びつけていくかを目的とするような研究の評価に対象を
限定する。こういった分野の評価の上でポイントとなるのが
次の三つである。第一に評価には大きく分けて4 種類の視
点があること、二番目に、評価対象の階層性に関わる問題、
三番目に、評価の局面（フェーズ）の位置づけ方に関する
点である。

これらを考える際、研究開発評価においては注意深い用
語の使い方が大変重要となるため、本稿で使用する用語の
提示の仕方を以下のように定めることとする。まず、日常使
われる用語であるが本稿においては独自の意味で使用され

ているものについては、斜体で示す（例えば、“プログラム”）。
それに対して、特に独自の意味を有するわけではないが、
それを強調したい場合や、ひとまとまりの用語や長い法令
名等であって前後の区切りを明確にしたい場合には、クオー
テーション（“”）で提示するものとする。一方、カギ括弧（「」）
で囲われるものについては、文献からの直接引用、もしく
は問いかけなどの“発言”に関するものに限るものとする。

なお、本稿で述べられている見解は筆者の個人的なもの
であり、筆者の所属する活断層・地震研究センターとは一
切関係のないことをお断りしておく。

2　研究開発評価に必要な視点
2.1　四つの評価の視点

評価の視点について平澤氏 [6] は、 達成度評価、価値評
価、見直しと修正のための評価の三つを挙げているが、本
稿ではこれに説明責任のための評価も加えた四つに整理し
た注。それぞれは必ずしも独立ではないが、本稿では第一
近似的に以下のようにその内容と特徴を整理する（表 1）。

一般に評価と言われるとすぐに想起されるのが、達成度
評価である。これは文字どおり、ある目標に対してどれだ
け達成されたか、ということをみるもので、達成の可否に
ついて査定的になるのが特徴である。要するに達成具合を
（多くの場合数値的に）管理し、査定することを、大きな
目的とするものである。当然、達成していなければペケを
つけられるので、これは“切る”ことと密接に関連する。

達成度評価は、達成すべき内容が分かっていて、しか
もその達成方法が既知であるような事象に対して、大変
有効な方法である。典型的な例は、高校の定期試験で
ある。高校の試験問題は、出題範囲も限定されていて、
かつ出される問題の素材も教科書に書かれているなど、

表 1　研究開発評価の視点とその特徴。評価の視点は主に [6] による。

 
 

 

 
 
 

 
 

 

  
・ 達成方法が未知の時のその方法の解
明や, 変化する環境への適応が目的
・ 自分の行動から「学習・改善」がキー
・ 「分からない」対象に有効

◎必要なし見直しと
修正

・ 出資者への説明責任が目的
・ 納得されるかがキー
・ 費用対便益分析が可能ならば有効

×◎説明責任

・ 価値を定めるのが目的
・ 「比較」、「目的」がキー
・ 「目的や基準が共有」されれば有効

△◎価値
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評価の視点
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既に答えもしくは答え方の分かっているものが出題される。
試験においては、そうした内容を受験者がどれだけきちん
と勉強して身に付けたかが問われるわけで、これはまさに
達成度評価に他ならない。

ところが研究開発のように、未だ達成方法が検証されて
いない対象に関しては、達成度評価の視点から評価をする
のは適切ではない。なんとなれば、分からないから研究開
発を実施するのであって、既に分かっている対象を取り上
げて研究開発を行っても、それはもはや研究開発に値する
行為とはいえないからである。それにもかかわらず、強引に
達成度評価の視点を導入してしまうと、わざと目標を下げ
て、達成しやすいような安易な目標を設定して、想定目標
に対して十分達成できた、と主張するような風潮が跋扈し
かねない状況が生じる恐れがある。これは研究開発の促
進のためには、はなはだ具合の悪いことである。

更に敷衍すれば、この達成度評価はともすると「どれだ
け頑張ったか」という尺度が潜在的に入ってきて、たくさん
の量を達成すればするほどいいという傾向を助長しかねな
い特徴を有する。即ち、達成方法は既知であるのだから、
成果の量が多ければ、その分だけよく頑張った（だから素
晴らしい）、という論理が潜在的に助長され得る。例えば、
インパクトのある論文 1 本よりも、重要度は低くても100 本
も論文があれば凄い、という風潮の跋扈する土壌になりか
ねない。当該分野の専門外の人からみれば、1 本しか論文
がないよりも、100 本も量があったらそれは凄そうに見える
からである。

二番目の評価の視点が、価値評価と言われるものであ
る。これは文字どおり、対象や物事の価値を定めるのが目
的であり、一般に、「〜が非常に高く評価される」というよ
うな表現でよく使われる意味での評価である。価値評価は、
評価者が評価対象を自らの価値観（価値基準）で判断す
る評価なので、極端な話、ノーベル賞を受賞した研究であっ
ても、評価者にとって興味がなかったり価値がないと思わ
れれば、“その人にとっては”価値評価は低いものとなる。よっ
て、目的や判断の基準を共有しないと、評価者によってば
らばらな評価になってしまうという特徴を持つ。「基礎研究
と応用研究、どちらが評価できるか？」という議論が一つ
の例であり、これに対する答えは、全体の目的に即した議
論が行われない限り、評価者同士の単なる価値観の押し
付け合いに終始してしまう。また価値評価は、同じ対象で
も、置かれている“状況”や“目的”によって、変化しうる
ということも特徴である。例えば、かつて日本企業で基礎
研究よりも応用研究の方が盛んに行われていたのは、後者
の方が企業利益をより上げられるという価値評価のために
他ならない。しかし、時代“状況”が変わってしまった現在、

同じ価値評価では立ちゆかなくなっていることは周知のと
おりである。

三番目の評価の視点は、説明責任のための評価である。
これは主に、研究開発費用の出資者（財政当局や納税者）
に対しての説明責任を果たすことを目的とするものであり、
出資してもらえるかを納得させられるかが重要となる。説明
責任のための評価の一番わかりやすい形は、貨幣換算し
費用対便益分析を行って、費用 C（インプット）と便益 B （ア
ウトプット）の比（B/C）が 1 以上であることを示すことで、
さまざまな経済学的算出手法が提案されている [7][8]。しか
し金銭に換算されにくい研究課題や対象については計算が
困難であり、更に、この説明責任のための評価は「費用対
便益比 B/C が 1 以上であるかどうか」という“指標”が達
成されているかという意味で達成度評価の一つの形態に過
ぎない。そして、B/C>1 でない場合にこれを改善するため
には次に何をすればよいのかという必然的に出てくる疑問
について、一切答えが得られないという根本的な問題を有
している。
2.2　内省評価について

そこで重要になってくるのが、見直しと修正のための評価
である。これは研究開発のように、答えの分かっていない
対象を取り扱う場合や、動的に変化する周りの環境に適応
することを目的とするための評価であり、同じ“評価”とい
う名前がついても他の三つの評価とは、全く様相の異なる
ものである。我々が今取り扱っているように、解決方法が
よく分かっていない場合、あれこれ考えては試し、考えて
は試し、というtrial and error をやっていかなければいけ
ない。といって無闇に行っても効率が悪いので、ある試み
を行った結果、もしそれがうまくいかなかった場合、何が
いけなかったのか自分の行為から学習して、次の行動への
見直しのために活かしていくことが必要になってくる。しか
し、うまく見直すためには、当然自分がどんな行為を行っ
て、その結果発生した事象との間がどんな因果関係で結ば
れているのか、ということをつまびらかにしなければならな
い。この“実態を「つまびらかにする [3]」 行為”こそが、こ
こでいう見直しと修正のための評価に相当する。

ここでいう見直しと修正のための評価に係わる内容と
は、冒頭で述べた本稿のとる立場から、個別具体的な研
究開発の内容の詳細に係わるものではない。こうした点を
強調するのは、見直しと修正のための評価と言った場合、
多くの研究者は次のような状況を想像しがちだからであ
る。例えば、「ある夢の材料を作ろうと試験管を振ったが
できない。何故だろう？そうだ、クエン酸を加えてみよう」、
といったものである。研究者はこの状況において、達成方
法が分からない事項（この場合は、ある夢の材料を作るこ
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と）に対して、見直しと修正を行っている、と主張するの
である。しかし、我々が取り扱っている研究開発の目的は
何であったのか、今一度振り返ってみると、それは研究の
“結果”、それを“使って”どのように社会問題の解決につ
なげるか、ということであった。つまり、見直したい内容と
は、個別具体的なプロジェクトではなく（またそこに留まる
のではなく）、それらの研究なりプロジェクトを実施した“結
果”、その成果を“使って”、どのように政策課題を実現せ
しめるかを目的とした“システム”の設計が、我々が真に目
指すべきことであった。そして、システムの改善へとつなげ
るため、実態をつまびらかにするものとしての評価があった
はずである。科学技術研究の実施はそのための一手段で
あって、それ自体が目的ではない。もちろん研究開発はこ
のシステムのコアであり、よい研究結果は必須のものであ
るが、一方で、社会問題の解決のための時間も資源も有限
であるのだから、「研究はやってみなければ分からない」と
いうことでエンドレスに研究が続けられ、いつまでたっても
必要とされる社会問題が解決されないのであれば、それは
社会にとっては困った事態となってしまう。

このように、我々がここで対象とするところの評価は、
社会問題の解決といった“意図した結果” [9] を実現せしめ
る、“システム全体の見直しと修正”であることを強く認識
する必要がある。もしシステムではなく、個別具体的な研
究の専門分野（本例で言えば試験管の実験）を見直しと
修正の対象とするならば、それは冒頭で述べた研究者の
反論、「専門外なのにどういう資格で、当該専門分野を評
価できるのか？」という疑問に突き当たることになる。それ
は当該分野の専門領域内のピアレビューに付すべきもので
あって、ここでの評価が口出しできるものでもないし、すべ
きことでもない。

ところで、一般に日本語の“評価”という言葉は、必ず
しもこの意味を明示的に示すものではないという問題があ
る。即ち、評価というとどうしても、どこかの偉い学者と
か行政官などといった人達が高いところから見下ろして、

何かお墨付きを与えるような印象を拭いきれないのが現実
ではなかろうか（例えば [10]）。更に、それが査定という意
思決定と潜在的に結びついて、評価される側からすると、
通常とは異なることをすれば何か断罪されてしまうというよ
うな恐怖を無意識的に含んでしまう可能性がある。そうで
はなく、見直しと修正のための評価はより良くするために行
うものであり、しかもそれは本来的に主体的な行為のはず
である。そこで今後、見直しと修正のための評価を指すの
に本稿では“内省評価”と呼ぶことにする。即ち、「自分
の考えや行動などを深くかえりみる」（大辞泉より）という“内
省”という言葉の有する意味を借用して、この言葉を使用
する。

こうした内省評価という視点を導入すると、評価におけ
る“実績の把握”において、自ずから注目すべきものが達
成度評価とは大きく違ってくる。このことを文献 [9] の概念
整理を援用して、以下説明する。一般に評価といった場
合、我々はついつい、成果（Product）に気を取られてしま
い勝ちである。しかし実は成果（Product）というのは実績
（Performance）の一部を構成しているに過ぎず、実績に
は他にも、その成果に至るまでの過程（Process）も含むこ
とに注意しなければならない（図 1を参照；[9] の図を一部
改変）。即ち、達成度という観点のみに限定した評価だと、
目標値に対してきちんと達成したかをみればいいわけなの
で、どうしても成果、その中でも更に狭い、主題に直接か
かわる部分に限定した“主題的な成果”にしか着目しない
ことになる。先の試験勉強の例でいえば、要は合格するの
に必要な点数をとれたかどうかしかみないことであって、そ
のためにどのように勉強したか、どれだけ勉強したかとい
うのは達成度評価にとっては預かり知らぬもので、注目の
対象とはならないのである。

しかし内省評価（見直しと修正のための評価）の視点に
立つ場合、もし点数が目標よりとれなかった場合、どのよ
うに見直していけばいいのかを知るためには、何が悪くて
その点数を得るに至ったのか、そのプロセスをつまびらか

 

過程 Process

成果 Product

実績 Performance

波及効果

意図した結果

主題的な成果

制度

体制

運営

費用

内省評価の為に
考慮が必要な要素

達成度評価の視点

図 1　研究開発評価の実績の分類。[9] からの図を引用・一部改変。
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にする必要が必然的に出てこよう。また成果の中でも、“主
題的な成果”だけでなく、それが“意図した結果”[9] に最
終的にどのようにつながっていくのか、そして得られた“主
題的な成果”はその中でどういった位置づけになるのかと
いう視点で捉えないと、試験の点数を得た“結果”、何を
実現したいのかという、より上位の目的の実現にまで結び
つかないことが往々にしてあり、注意が必要である。この
点については後述する。

3　評価対象の階層性−プログラム化の重要性−
さて、二番目のポイントは、評価対象を階層的な体系で

考えることである。これは一言で言うと、評価対象を一緒
くたにして扱うのではなく、階層性をもったシステムとして
捉え、それぞれの階層に応じてそれらの階層に固有の属性
を把握することが、効果的で有用な内省評価につながる、
ということである。

ある研究課題の評価を展開しようとした時に考えられる
階層構造とは、例えば図 2 に示すようなものである。まず
最上位には総合戦略があり、これは科学技術基本計画や
全体戦略に相当するものである。次にその元に“政策”が
展開され、更にそうした政策の元に、“プログラム”（後述）
があり、その元でようやく研究者がよく馴染んでいる個別の
“プロジェクト”が位置づけられる、という階層構造であ
る。ここでプロジェクトとは、“研究課題の集合体としての
研究事業”を指すことにする。それに対して、プログラムと
は、より上位の階層に属する政策と、個別事業としてのプ
ロジェクトを結びつける“仕組み”のことで、これが間に入
らないと、政策的な課題解決に資するような研究開発が効
果的・効率的に展開しにくい、というのがこの図の意味す
るところである。

このプログラムの重要性は、平澤氏 [11] の説明を借りて、
次のような思考実験を行うことで理解される。即ち、科学
技術に関する個別のプロジェクトの成果をかき集めただけ
で、果たして上位の階層にある、社会問題の解決や政策課

題を実現できるか、と考える。身近な例を思い浮かべれば
分かるように、科学技術を使ってモノを開発したところで、
それだけでは単にモノがあるだけである。政策課題を実現
させるためには、政策と研究開発プロジェクトとの間をつな
ぐ仕掛けを両者の間に作り、「政策意図を具体化する仕組
み」 [11] を導入することが不可欠である。それは、個別プロ
ジェクトを構造化し、場合によっては技術以外の補助装置
を導入するなどして、研究成果がシームレスに政策課題へ
と受け渡しができるようにするといったことである。こうし
た仕掛けこそがプログラムと呼ばれるものの基本的な考え
方である。そうした仕掛けを作っておかないと、研究プロ
ジェクトを実施していわゆる“成果”はいっぱい出てきたけ
れど、それが社会問題の解決に全然貢献しない、というよ
うな事態が発生してしまう可能性がある。

さて、今与えられた研究開発課題に対して、プログラムと
いう仕組みが埋め込まれているかどうか、それを判定する
効果的なリトマス試験紙が存在する。それは次のような問
いを発することである。即ち、「研究開発プロジェクトを実
施したその結果、何？」という問いである（この問いかけは、
文献 [12] を参考にして定式化したものである）。研究開発が
下位のプロジェクトレベルにとどまっている限り、そこから
出てくるものは科学技術としてのモノや知見でしかない。
それが、より上位に属する政策課題へと、どのような道筋
で明確に結びつけられているかを明らかにしようというの
が、この質問の意図である。この問いに明瞭に答えられず、
あるいは抽象的で具体性に欠ける回答しか得られないとい
うことは、最終的に意図する結果（本稿では“社会問題の
解決”）への具体的な道筋が見えてこないということであり、
プログラム化が十分に行われていないことを示唆する。詳
しいプログラムの内部構造については後述する。

4　評価の局面の位置づけ
4.1　事前・中間・追跡評価の一体化

さて、評価の三つめのポイントは、評価の局面（フェーズ）
の位置づけ方である。今、図 3 にあるように、ある研究開
発のライフサイクルにあたって、戦略策定、実施、検証、
見直しというステージを設定すると、内省評価のためには、
事後評価や中間評価などをどのように位置づけたら良いか
を以下、考える。

まず、内省評価のためには、事後評価とは別に、“追跡
評価”と呼ばれる新たな局面を導入する必要がある。一般
に事後評価と呼ばれるものは研究開発の終了直後になされ
るので、厳密には直後評価と呼ぶべきで、この時にはまだ
成果もきちんと定まっていなく、特に成果が出てくるまでに
時間がかかるものは、直後評価で最終的な成果を見極め

プロジェクト

プログラム

政策

総合戦略

図 2　研究開発評価対象の階層性。
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るのは困難である場合が多い。また仮に成果がすぐ確定
できる場合でも、どのような研究運営の結果そうした成果
が出てくるに至ったのか、更なる改善のためにはどうした
ら良いのかを知るには“分析”をする必要があるが、これ
もやはり時間がかかる作業である。これらのことを考える
と、実は直後評価というものは、「当該プロジェクトの今後
をどうするか」という“意思決定”が行われる場としては
大きな意味を持つが、実態を「つまびらかにする」という
内容においては、中間評価と大きな違いはないと言える。
以上のように考えると、最終的な成果を“確定”し、得ら
れた知見や教訓を“発掘”し、それを次にどう活かしてい
くかの“分析”をする作業は、事後評価とは別に改めて実
施しなければならないことに気づかされる。こうした作業
のことを、“追跡評価”と呼ぶ [3][5]。

しかし追跡評価を加えても、内省評価としてまだ十分な
設計になっていない。例えば、TOEICの勉強というプロジェ
クトを考える。ここでは、TOEIC で 800 点以上とるという
目的のために、英単語を1日 100 語覚える、という計画を
策定したとする。この場合に理想的な内省評価とは、実際
この計画を実施してみて、成果の確認を行い、改善点を探
し出して、また次の計画に戻すことである。しかし、改善
点を見つけ出して次の計画に反映させるといっても、何も見
当がつかないままの状態でやみくもに計画を改善しようとし
ても効果的な見直しは期待できない。例えば 1日 100 語覚
えられなかったとしたら、それでは少し覚える単語の数を
減らしてみる（再計画する）ということがまず思い浮かぶが、
ではいくつに減らせば適当であるかについては、実態を把
握していなければ、直感的・感覚的にしか判断できず、こ
のままでは有効な見直しが行えない。

この見直しを真に効果的なものにするには、見直しを見
据えて全体の評価のあり方を当初から有機的に設計する必
要がある。つまり、図 4 にあるように、まず何故できなかっ
たのか、どうすれば改善できるのかを“分析”するという
行為が入らないといけない。本例で言えば、1日何語くらい
しか覚えられなかったのか、それは何故なのかについて考
察することに相当する。更に、より深い考察のためには、
勉強しない日があるとしたら何で時間を確保できなかった
のか、あるいは勉強しても全然暗記の効率が上がらなかっ
た日はどういった日でどんな状況だったのか、という点につ
いて、分析を深めていかないと、何故できなかったのかつ
まびらかにならない。このデータに基づいた分析や考察に
当たるのが、追跡評価である。しかしこうした分析を行う
には、当然データに裏付けられていないと良い分析はでき
ない。そうしたデータは、後から思い返したのでは信頼性
のあるものは得られないので、課題を実施しながら、デー
タも同時に集めなければいけない。これがいわゆる“モニ
タリング”といわれるもので、中間評価で実施する重要な
内容の一つである。しかしこういったモニタリングを行う
ためには、ではどういった項目についてモニタリングするの
か、あらかじめ実行課題（この場合は英単語を100 語覚え
ること）を実施する“前”に設定されていなければならない。
即ちこれが事前評価に相当するもので、事前評価は実行
課題を策定・採択するだけではなく、追跡評価ができるよ
うにモニタリング項目を定めることも含まれるわけである。
このように、効果的な見直しに結びつけるためには、事前、
中間、追跡の各評価がばらばらにあるのではなく、有機的
な設計と運用が必要である。
4.2　ROAMEF 

では以上の構造を満たせば内省評価として十分かという
と、更にもう一つ重要な要素が必要になってくる。先に説
明したように、効果的な研究開発のためには、プログラムと
いう仕組みが導入されていることも重要であった。そうした
視点で今、図 4 を見てみると、これには「TOEIC で 800
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図 3　研究開発のサイクルと評価の局面。 図 4　プログラム化の例。
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点とったその結果、それで何？」という問いに答えられてい
ないことに気づく。そこで、上位階層としてここでは例えば、
「英会話ができるようになりたい」という項目を設定するも
のとすると、この目的のために、TOEIC で高得点をとるの
は確かに一つの方法であり、両者は意味ある関係として接
合される（図 5）。ただ、これは「英会話ができるようにな
りたい」という目的に対しての一つの方法であって、この目
的の実現のためには、例えば“英会話資格の取得”など、
ほかにも候補となりえそうな活動が考えられる。このように
して考えるとこれらは、“英会話の上達”という一つの大き
な目的（意図する結果）の元、それを具現化させる指標と
なる、複数のより具体的な活動からなる構造になっており、
言ってみればこれらは、“ターゲットセッティング”であると
言える。そしてこれらのターゲットの実現のために、より下
位の実行課題（英単語の暗記など）が位置づけられ、展
開されている、と捉えることができる。

しかしこうしたターゲットを設定するためには、その根拠
となる要素、即ち、“何故”そうしたターゲットを設定した
のかという理由がないと、有効なターゲットセッティングが
できない。本例で、何故「英会話ができるようになりたい」
のかの理由として、「アメリカ人の恋人を作りたい」という理
由があるとしよう。それは、ここで設定した人物の人生設
計から与えられるものとし、“アメリカ人の恋人を作る”た
めには、会話ができないとコミュニケーションができないの
で、“英会話の上達”というターゲットが設定された、とす
るのは論理的な展開として十分想定されるものである。こ
の何故（WHY）に相当するものは、英国の評価制度で言
われるところのRationale に相当する [3]（図 5）。

Rationale とはターゲットセッティングの WHY を説明す
るものであり、論理的根拠、正当性、根本的理由などといっ

たものが挙げられる。“論理的根拠”とは文字どおりその
根拠としてロジックに基づくものである。本例で言えば、英
会話は今後ビジネスでも必須の武器であり、国外に限らず
国内の就職のためにも英会話がますます重要になる、とい
う今後の世の中の状況を分析した上での論理的考察から、
“英会話ができるようになる”というターゲットを設定す
る、といった場合のものである。一方、残りの二つについ
ては必ずしもロジカルな根拠を必要とするものではない。“正
当性”においては、規則や法律を根拠とするもので、決ま
りの上で道理にかなってさえいればよい。本例では、例え
ば産総研の職員は英会話ができないと解雇される、という
内規がもし存在するならば、産総研職員に留まっていたい
のであるならば、英会話を上達させる、というターゲットが
導かれ、これはRationale なものになる。最後の“根本的
理由”というのは、ロジックにも規則にもその根拠を持た
ないが、行動者である個人あるいは集団の切実な理由（例
えば情緒的なもの）があって設定されるものである。本例
で挙げた“アメリカ人の恋人を作る”はまさにこのケースで
ある。

このようにして捉えると、このRationale と次の“ターゲッ
ト”の両者は、実は“戦略策定”にかかわることであり、
これらが明確に設定されて初めて、その元でより有効で具
体的な課題が選定できるという構造になっていることが分
かる。英国の評価制度では、ここで言う“ターゲット”は
Objectives と呼ばれ、プログラムの内容（WHAT）に相当
するものに他ならない [3]。それは今までみてきたように、
実現させたい“意図した結果”であるところのもの （本例
では“英会話ができるようになりたい”というような大きな
ターゲット）と、その指標となるようなもの（より具体的な
小さなターゲット：本例で言えば“TOEIC で 800 点以上
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図 5　プログラム化の例。図 4 の続き。
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とる”ことや“英会話資格の取得”）とから成る（前者が
outcome 、後者がoutput と“定義”されるが [3][9]、こうし
た用法は大きな混乱をもたらすことが多いのでここでは使
用しない）。そして以下、これらをどのように（HOW）実現
させるかについて、より具体的な活動事項（例えば英単語
を1日100 語覚える）たる実行課題が選択されると同時に、
効果的なモニタリング項目を設定するというAppraisal が
行われることになる（これは“事前評価”に相当する）。そ
の上で、実際に実行しつつ、モニタリング項目のデータを
収集するというMonitoring（“中間評価”にあたる）を経
て、課題実施後にデータに基づいた運営上の教訓や知見の
発掘などの分析を行うというEvaluation（ここでは日本語
の訳語である“評価”よりは狭義の意味で、“追跡評価”
にあたるもの）が行われ、改善点を見出して計画を見直し
ていく、というFeedback につながっていく、という構造に
なっている。英国の評価制度では、この一連の流れは、
それぞれの要素の頭文字をとって ROAMEF（“ロアモフ”
と発音する）と呼ばれており [3]、実はこうした構造を満たす
ものがプログラムの一つの必要条件となる。
4.3　プログラム評価の意義

ROAMEF に基づいたプログラム評価が優れている点
は、ターゲットセッティングの有効性も含めた戦略策定の
見直しを可能としている点である [3]。これは ROAMEF を
逆から辿ると分かりやすい。先に説明したように有効な見
直し（Feedback）のためには、データに基づいた分析な
どのEvaluation が必要であり、Evaluation のためには、
データの収集というMonitoring が必要である。そして
Monitoring のためには、“実行課題の採択”と“モニタリ
ング項目の設定”の二つからなるAppraisal が必要だが、
実行課題の選択のためには、そもそも何を目的としてその
プログラムを実施するのかが明確になっていないと設定の
しようがないため、プログラムのObjectives が必要となっ
てくる。そして有効なObjectives を設定するためには、そ
もそも何故そうしたObjectives（ターゲット）を設定する
のかという根拠が Rationale である必要があった。このよ
うに、ROAMEF には、Rationale とObjectives という大
元の戦略策定まで問うことが構造的に埋め込まれており、
ROAMEF に基づいたプログラム評価を行うのは、最終的
には戦略策定の質的向上につなげるためのものであること
が分かる。

このことが重要なのは、特に“社会のための科学”の研
究開発においては初期最適化というのは非常に難しいため
である。むろん、最初から完璧な戦略策定ができていれ
ば個別の課題の実施の上で全く問題ないのであるが、現実
には戦略策定時においては調査が不十分であったり、戦略

策定に不可欠な情報が欠如していたり、また当初想定して
いたのとは状況が変わってしまって、最初に設定した戦略
策定では考慮に入っていなかった要素が出てくるなどする
からである。特に研究開発は、実際にやってみないと分か
らないという不確定な要素が強いため、将来予測は大変難
しくなる。よって、実際に実行しつつ、周囲の状況や実行
具合をみながら、軌道修正していくことが不可欠となる。

そしてその軌道修正には、プログラムレベルでのターゲッ
ト（ROAMEF においてはObjectives）の設定の有効性ま
で含めることが非常に重要になってくる。Rationale な階層
にまで遡って検討することにより、ターゲットそのものにつ
いての代替案を検討することが可能になるからである。本
例で言えば、“英会話ができるようになる”ことの実現のた
めに、TOEIC をはじめ英語に関する勉強をしたけれど、
結果的になかなか上達しなかった場合を考えてみよう。そ
うした場合でも、“アメリカ人の恋人を作りたい”ということ
自体を諦める必要は全然ないことに気づく。例えば、アメ
リカ人の中でも日本語を話せるアメリカ人を選べば本来の目
的は達成される、という代替案が検討できるのである。こ
うした点がプログラム評価の非常に強力な点であり、何故
Rationale という要素まで含めて考えなければいけないか
の理由はここに存在していたわけである。また、そこまで
問わないと、いつまでたっても非効率的な下位（プロジェク
トレベル）の活動でもたもたしていて実効性が上がらず、
結果的に無駄な投資ばかりして、かつ上位の政策実現に結
びつかないというような事態が起きうる可能性がある。

プロジェクト評価だけでなく、プログラム評価も同時に実
施する重要性は、特に産総研のような、“社会のための科
学”を標榜する公的研究機関においては強調しすぎること
はないであろう。我が国の公的研究開発では、「どうしてこ
ういうプロジェクトが施策として出てくるのか」というような
研究課題が選ばれることがあるとも言われる [10]。よって、
もし行政から与えられたターゲットが妥当でなかったり、戦
略策定が適切でない場合、プログラム評価を実施すること
によって、そこで得られた明確な証拠とともにそうした点を
政策担当者などに指摘し、上位の政策側が変わる契機を
作っていくことが非常に大切になってくる。そうでないとい
つまでたっても、社会問題の解決という社会からの期待に
対して、個々の研究活動が非効率的にしか結びつかないこ
とになりかねない。そうした意味で、社会から公的役割を
付与された研究開発型独法は、独法化によって獲得した自
由度を最大限に活用し、そうした点についても示していくこ
とが、研究自体の遂行とともにもう一つの重要な役割であ
ると考えられる。
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5　プログラム評価としてのSynthesiology
実はこうした ROAMEF の原理に基づいた研究開発のプ

ログラム化の実例集として、本誌 Synthesiology が挙げら
れる。Synthesiology に求められる論文の要件を、その 「研
究論文の記載内容について」からまとめてみると、以下のよ
うになる。
（1）研究目標の設定→（2）研究目標と社会との関係（社
会的価値）の説明→（3）研究目標を達成するためのシ
ナリオの提示→（4）要素の選択と要素間の記述（要素
技術群の選択とその選択の理由）→（5）要素間の関係
と統合（構成）の考え方およびプロセスの記述→（6）結
果とその自己評価→（7）将来の展開
これらの項目は、これまでみてきたプログラムの構造

と以下のように対応する。まず冒頭の二つは、プログラム
を始める上でのRationale な理由（2）と、それに基づく
Objectives の設定（1）に相応する。そして、（3）のシナリ
オとは、Objectives 達成までの道筋の設計においてしばし
使われる“ロジックモデル（ロジックチャート）”に他ならな
い。次の（4）、（5）は、プログラムのObjectives を実現す
るために、具体的な課題（プロジェクト）を選定し、組み
合わせて、プログラムとして有効な仕組みを作りあげる作業
（Appraisal）に他ならない。（6）の“自己評価”は文字
どおりEvaluation に相当し、最後の（7）は、展望として
一種のFeedback を記述していると言える。

特に注目したいのは、Synthesiology が、社会の中の研
究の“目標”（Objectives）の提示と、そもそもそうした
研究課題を設定した意義を社会的な文脈の上で説明する
（WHY を説明するRationale）という点を強調し、冒頭に
それらの記述を求めているという記載順位である。という
のは、これはまさにプログラム設計や評価の順番と対応す
る重要な点だからである。即ち、社会の中でのRationale
な理由が設定できて、有効な研究の目標（Objectives）
が決められる、というプログラムの構造である。その元
で初めて、社会のために有効なものとなりうるプロジェク
ト選定の基盤が整うのである。別の表現をすれば、最
初に研究開発プロジェクトがあって、そこから社会的な
価値が何かを探すのではなく、Rationale に基づいた目標
（Objectives）が設定できて初めて、有効な研究プロジェ
クトが選定できるのである。Synthesiology の求める論文
の執筆要項は、まさにこの論理展開と軌を一にしている。

こうした視点からみると、Synthesiology の持つ意義は
次の 3 点に集約される。一つめはプログラム化を通じて、
個々の研究開発プロジェクトを社会に接続する試みが実践
され、その結果が“記述”されていることである。これは
まさに、産総研の憲章にある「社会の中で、社会のために」

という理念の具現化そのものである。二つめは、研究開発
のプログラム化の具体例の提示である。筆者の知る限り、
研究開発の実際の例について ROAMEF を軸として体系的
に記述された文献は余り見られない。よってSynthesiology
は、研究開発評価の方法論を深める評価研究者のためだ
けではなく、 プログラムの実践的な深化に取り組むプラク
ティショナーにとっても大変貴重なサンプルを提供するもの
と考えられる。そして三つめは、研究開発の深化のための
フィードバックである。Synthesiology がプログラム化の実
践と分析を提示する場と捉えると、Synthesiology へ研究
成果をまとめることで、当該研究の内省評価が半自動的に
行えることを意味している。そのことで、当初の研究戦略
の見直しと修正が図られ、プログラムの更なる深化が促され
ることになろう。このようにSynthesiology は、プログラム
という視点から研究開発を記述することで、“社会のための
科学”に向けて自らの研究実践から学び、見直しと修正を
可能とする場を提供していると考えられるのである。

6　おわりに
以上見てきたように、研究開発評価というのはそれ単独

では意味をなさないものであり、戦略策定と一体となって互
いに作用しながら進化していくものであることが分かる。

むろん、社会問題の解決や政策課題の実現は、科学技
術のみでできるものではなく、行政や社会などによる幅広い
取り組みも必要であることは確かである。しかし、今日的な
意味での科学研究において重要なことは、単に研究の成果
を“ごろり”と外に出すのではなく、目的に応じて使いやす
いように加工した上で、研究開発の成果を受け取り手が積
極的に使うようになり、それを通じて社会構造の変革が促
されるような“仕掛け”をあらかじめ作っておくことが研究
開発の範疇に含まれてきていることである（例えば、[13]）。
でないと、研究の論理のみが先行してしまって、得られた成
果のその後の使い方については「後はどなたかにおまかせ
します」ということにもなりかねない。そうではなく、研究
成果の受容者、あるいは顧客（カスタマー）のニーズを見越
し、先取りした“仕掛け”を作っておく必要があるが、その“仕
掛け”こそプログラムに他ならない。

以上のように、今後、“社会のための科学”をより強力に
推進する上において、研究そのものの質的・量的な向上と
ともに、戦略策定と一体となった評価が重要な役割を果た
すと考えられる。我が国においては、先進主要国と比較し
てこうした評価人材の集積や養成に立ち後れがあることが
指摘されており [14]、今後、戦略策定や評価において一層の
充実が必要だと考えられる。

なお本稿の更に詳しい内容について、http://staff.aist.
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編集委員からのコメントとその回答
コメント1　整理と主張の区別
コメント（小林 直人：早稲田大学研究戦略センター）

本論説の一番のポイントになると思う点ですが、①すでに研究評
価論などでいわれていることを整理して提示した部分と、②著者の独
自の視点で新たに述べた他の部分が、混在して分かりにくいと思わ
れます。特に後者の部分、たとえば「反省評価」などは著者の独自
の主張としてとりわけ強調して述べる点だと思いますが、今のままの
記述だと単に他の人の主張を整理して述べた「解説」と受け取られか
ねないので、表現を工夫してはいかがでしょうか。

なお、「反省評価」という言葉は、どうしても「反省」という言葉
に含まれる倫理的な印象が入ってくると思います。ここでは研究開発
をより進化発展させるという意味で「進化のための評価」（Evaluation 
for evolution）などというのは如何でしょう？

回答（大谷 竜）
一研究者として日頃感じるのは、研究開発評価では、基本となる

概念や言葉の使い方に注意しないと容易に混乱する要素が数多く含
まれ、それが研究現場において適切な評価を遂行する上で時に大き
な障害になっているのではないか、ということです。そこで本稿では、
研究開発評価の中でも特にプログラム評価に関する基本的な“考え
方”を著者なりに整理し、分かりやすい言葉で表現し直すことを試
みました。紹介した個々の概念については既知のものですが、筆者
の知る限り、それらを首尾一貫した形でコンパクトに親しみやすい形
で概観したものがなく、そういった形で論説化することに多少なりと
も意義があるのではないかと思い、本論説を著した次第です。この
試みがうまくいっているかどうかは読者の判断を待たなければなりま
せんが、本稿を通じて、多忙な現場の研究者がプログラム評価の考
えを理解する一助になり、被評価者と評価者とが同じ理解のグラウン
ドに立つための足がかりになれば、と思っております。

一貫しているテーマは、“社会のための科学”研究の実現に資する
ような評価とはどういうことかであり、そのためには、実態をつまび
らかにすること、最初に目指すべき戦略をもつこと、実態に応じてそ
れを柔軟に修正していくこと、の重要性を強調しております。以上の
趣旨を冒頭で簡単に説明し、ご指摘の①と②の違いが分かるよう書
き直しました。

なお“反省評価”というネーミングですが、確かに「何か悪いこと
をした」というような倫理的なニュアンスが含まれる場合もあります。
一方、ご提案していただいた“進化のための評価”は、まさに究極的
に目指すものであり、本稿で述べている評価の理念そのものですが、
もう少し具体的で、実際の行動を表すような言葉の方が、特に評価
の現場でイメージをもつためには良いように思えます。“改善評価”も
考えましたが、“改善”という言葉には、そのインクリメントな意味が
転じて、頑張ってこつこつと努力するニュアンスが含まれ、内容よりも
その姿勢の意味でとられる可能性があることから、あまり適切ではな
いように思えます。

ここで原点に立ち返って、“反省評価”の内容である見直しと修正
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のための評価は何のために行うかというと、「より良くする・なる」た
めであったわけですが（その意味でまさに“進化のための評価”とい
う理念になるわけですが）、「より良くする・なる」の主体は誰かとい
えば、その行為を行う当事者に他なりません。“社会のための科学”
研究でいえば、研究実施者であり、それは他者に強要されるもので
はなく、自らが主体となって行うものだと考えられます。以上のことか
ら、多少なじみの薄い言葉ではありますが、“内省評価”という言葉
を使いたいと思います。大辞泉によれば、“内省”とは「自分の考え
や行動などを深くかえりみること」とあります。よってこの言葉には、
“反省”という言葉がもつ倫理的な色彩が少なく、暗黙的に含む“謙
虚に”、という意味で「つまびらかにする」ということにも通じ、何よ
りも実施者自らが行う行為としての意味も含まれていると考えます。
多少哲学的で奇異な響きもしますが、それ故に常にその意味に立ち
返って考えさせられるメリットもあります。

コメント2　価値評価
質問（小林 直人）

第 2 章に「価値評価」の説明が出てきます。この「価値評価」の
内容について記述をもう少し充実していただけるとよいと思います。
平澤先生の資料にあった言葉だと思いますが、実はなかなか重要な
言葉です。是非執筆者なりの考えを述べていただくことを期待します。

回答（大谷 竜）
研究開発評価には、通常の研究開発とは異なる固有の論理体系が

ありますが、こうした考えに慣れていない評価の現場で時々混乱が見
られるように思えます。その中でも、自らの個人的な価値観を（しば
し無意識に）援用した評価が行われている場面があるようにも思わ
れます。本文でも説明したように、価値評価は「〜が高く評価される」
といった文脈で使われる評価ですが、「高く評価するかどうかは評価
者たる自分」であるからには、自分の価値観、極端な場合、その人
の人生観を反映したものが色濃く出る場合があります。問題は、こう
した価値評価が研究開発の促進と深化の観点から有効かどうかで、
それを問おうというのが価値評価という概念を導入した狙いです。そ
の旨を本文に追加しました。

コメント3　追跡評価
質問（小林 直人）

第 4 章に研究開発直後に行われる事後評価とは異なる「追跡評
価」の重要性が述べられています。しかしその内容は、「時間をおい
た上でデータに基づいた事後評価」という内容のように見受けられま
す。内容は結構なのですが、一方、通常 NEDO などで行われてい
る追跡評価とは、プロジェクト終了後 1 年から 5 年の間にプロジェク
トの成果をどう活かして事業化にもっていったのか、などの波及効果
を評価するいわば「アウトカム評価」に近いものと考えられます。そ
こには、そのプロジェクト以外の促進要素が多く入ってくるのが通常
です。本稿でいう追跡評価は評価論で通常いわれているものでしょ
うか。そうでなければ、別の言葉で述べた方が誤解を招かないと思
われますがいかがでしょうか。

回答（大谷 竜）
2001 年に内閣総理大臣決定された“国の研究開発評価に関する大

綱的指針”によれば、「研究開発においては、終了後、一定の時間を
経過してから、副次的効果を含め顕著な成果が確認されることもまれ
ではない。こうした点を踏まえ、学会などにおける評価や実用化の状

況を適時に把握し、必要に応じて、研究開発施策、研究開発課題な
どについて追跡評価を行い、成果の波及効果や活用状況などを把握
するとともに、過去の評価の妥当性を検証し、関連する研究開発制
度などの見直しに反映する。」（下線は著者によるもの）とあります。

また、NEDO が 2004 年に定めた“追跡調査・評価の進め方につ
いて”にも追跡評価の観点として、「1）成果の説明責任の観点：研
究開発の波及効果、売上の発生、市場の形成など、2）運営管理の
見直しの観点：各種評価、実施体制、基本計画などの妥当性など、3）
技術開発戦略への反映の観点：国としての取り組みの必要性など」（下
線は著者によるもの）、を挙げております。

以上のことから追跡評価は、“研究開発成果の波及効果の把握”
という側面とともに、少なくとも国レベルでは、研究開発の運営（制度）
や戦略策定の改善に資することも目的としていると考えられ、本稿で
もこの立場を採りたいと思います。

本文中でいわゆる事後評価（直後評価）と、追跡評価との区別が
分かりにくいという点についてはご指摘を踏まえ、新たに直後評価に
ついての内容の説明を加え、上記のような意味での追跡評価の独自
性を浮かび上がらせるように書き直しました。

コメント4　ROAMEF
質問（小林 直人）

第 4 章に、「評価の局面の位置づけ」として4.1 事前・中間・追跡
評価の一体化、4.2 ROAMEF、などの、重要な論点が記されていま
す。ここでプログラムの中の戦略が極めて重要であることを指摘した
いと思います。特にRationale で問うWhy? のみでなく、Objectives
を設定するWhat と How も重要ですね。これをどのように設定する
かの記述があるとよいと思います。なお、プログラムの戦略は、いわ
ばプログラム戦略と呼ばれるもので、それはより上位の戦略−いわば
政策戦略の中に含まれるという理解でよいでしょうか。

回答（大谷 竜）
ご指摘のとおり、Objectives はプログラムのターゲットそのもの（そ

のプログラムで“何を”実現させたいのか）なので、まさに What に
相当します。またAppraisal 以下の要素は、ターゲットを“如何に”
実現させるかという意味で How そのものになります。その旨分かるよ
う、書き加えました。

後者の質問に答えるには、評価の階層構造に立ち返る必要があり
ます。評価対象が階層構造をもつということは、実は上位階層に対し
て下位階層が目的−手段の関係として位置づけられる、ということで
す。プログラムの場合、その上位階層である政策に対して、プログラム
がその目的達成の手段になっている、ということに他なりません。し
たがって、ROAMEF の内部構造と同じように、プログラムは、上位
にある政策の目的を境界条件として定められることになります。プログ
ラムの“戦略策定”（Rationale とObjectives）自体はプログラム内部
に含まれますが、その根拠は、上位の政策から由来するということで
す。

このように考えると、政策−プログラム−プロジェクトとは全てが連
関していて、本来切れ間がないものですが、そこに政策やプログラム
などといった“区分”を設けるのは、“目的−手段”の間で区切ること
で評価の重複を避けるとともに、担当者の所掌を明確にすることで、
効率的で分かりやすい評価を実現するためです。別の角度から見れ
ば、プログラムを設定する際、できるだけ政策を展開させる際の“一
つの単位”となるように設計することが、効果的な評価体系を構築す
る上でポイントになると考えられます。



座談会

−77−Synthesiology　Vol.3 No.1（2010）

シンセシオロジー創刊 2 周年を迎えて

創刊2周年を迎えて
小野　『シンセシオロジー』を 2008 年 1 月に創刊して、

2 周年を迎えました。今日は吉川産総研最高顧問をはじめ
編集に携わる方々に集まっていただきましたが、まず皆さん
から「創刊 2 周年を迎えた感想」をお願いします。

赤松　掲載された研究論文すべてに一通り目を通してい
ますが、「シンセシオロジーとは何か」ということを強く意識
して書くケースが増えています。そういった論文では、通常
の論文とは違う書き方で、いかに研究を進めてきたかとい
うことを“熱く”語っていただいています。その一方で、ま
だこれまでの論文の書き方から発想をなかなか切り換えら
れない人もいないわけではありません。産総研のすべての
人が 『シンセシオロジー』を理解しているのか、気になると
ころですが、ある程度読めばどういうふうに書いていいか
わかっていただけると思っています。

小林　昨年、アメリカの IEEE 技術経営評議会の会長
に『シンセシオロジー』を 2 冊お送りしたら、「非常に感心
した」という丁寧な返事をいただきました。また、フランス
からも投稿があるなど、英語版を出している努力が少しず
つ実を結びつつあるのは嬉しいことだと思います。国際的
にもっと認知度を上げることができるといいと思います。

私は今年の春に大学に移ったのですが、大学は専門分

野ごとに組織されていますので、横串を貫くような研究がな
かなか難しいところです。私が移った大学では昨年 4 月か
ら研究院をつくって全学にまたがったような研究プロジェク
トをどうつくるかという議論をしていまして、まさに「研究を
つくる」ことは構成の一つなのですが、「構成学」を学術と
して成長させることが必要だということを感じました。

内藤　編集後記を書くに当たり、その号の論文を全部読
み直すと、皆さん、これまでの分析的な研究論文にない書
き方をされているし、分野を超えて“気づき”を得ています。
論文の書き方、読み方が定着しはじめたのではないか、と
いうことを強く感じたところです。『シンセシオロジー』を創
刊した 2 年前、もしくは本格研究という議論を始めた 8 年
前には想像もつかなかったことで、こういうことが少しずつ

2008 年にシンセシオロジーを創刊してまる 2 年が経ちました。この間 1 巻と 2 巻をそれぞれ 4 号ずつ発行し、全部で研
究論文を 49 編、論説やインタビュー記事などを14 編掲載しました。また毎号のアンケートを通じて読者の皆さんからもいろ
いろな反響をいただきました。創刊 2 周年を迎えて、編集関係者でこの 2 年間を振り返り、今後を展望しました。

　　吉川 弘之
　　小野 晃
　　小林 直人
　　赤松 幹之
　　内藤 耕

産業技術総合研究所最高顧問
編集委員長、産総研
編集副委員長、早稲田大学
編集幹事、産総研
編集幹事、産総研

座談会出席者

シンセシオロジー編集委員会

内藤 耕 氏
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と詰まって「大変興味ある」とおっしゃっていただいた、そ
んなことがありました。

科学と社会が対話するための言語
吉川　私は若いころから「構成」が学問にならないかと

いうことをやってきた人間ですから、大きな夢がここで実現
できたと思っています。これは産総研で本格研究が実態的
に行われたということが背景になっており、産総研で大勢
の研究者が「シンセシス」をいかに体系学問にするかという
努力をした一つの結晶がこの『シンセシオロジー』だという
ことは間違いないわけで、これは将来に大変期待したい。
しかも編集者、査読者が極めて熱心で、本当に産総研て素
晴らしいなと思う部分も重ねて、それが第一印象です。

やや具体的な話になると、研究者から同一専門研究者以
外に対する言語が開発されつつあるということです。「科学
技術と人類の未来に関する国際フォーラム（STS フォーラ
ム）」は科学者、政治家、ビジネスマンが集まるのですが、
一番の問題は言語がないことです。専門家が専門的な話を
すると、政治家は「全くわからん」と怒ってうまくいかない。
私が主張していたのは、「専門家が研究に必要な言葉で話
す、それは自分たちのジャーゴンである。外部に対して話
をするということは、研究の結果が何を生むのかということ
を語ることでしか、自分がしていることを語れないのでは
ないか。それは極めて難しく、ある場合は予測になるし、
ある場合は曖昧になるかもしれないが、その曖昧さをいか
にして少なくし、その予測を正確化していく努力をしないと
いけない」ということです。『シンセシオロジー』を読んで
他の分野のことがよくわかるというのは、“言語性”という
意味で非常に価値の高い方法論を生み出しているというこ
とで、いわば科学と社会がコミュニケーションをするための
言語ができつつあるということですね。これは、私は 100
点というか、非常に高い評価を与えたい。

今度は 0 点とは言いませんが（笑）、論文はみんな面白
いし、“熱”を感じる。言語性はその熱を通じて伝わってく
るわけですから、何をやりたいかはよくわかる。“熱”は必

定着していくことはすごく嬉しいなと思いながら、編集委員
の仕事をさせていただいています。

小野　最近の出来事で二つほどお話したいのですが、
昨年 9 月に台湾の台北で「構成学的研究とイノベーション」
という講演をし、その後新竹の工業技術研究院（ITRI）
に寄りましたら、急遽、同じ題名で講演してほしいという話
になり、ITRI の院長初め 100 人くらいの研究者が聴いてく
れました。「本格研究とそれを表現するためのシンセシオロ
ジー」という話をしたのですが、関心が高く、多くの質問
が出ました。「アメリカではどうか？」という質問には、「ア
メリカはプラグマティズムの国で、実態的に本格研究みた
いなことはやっているのではないかと私は思っている。昔か
ら大学の先生がベンチャーを興すなど、アカデミアと産業
界との間の心理的な壁はアメリカにおいては薄いと思う。
しかし、産学連携やベンチャーの活動を研究だと思ってい
ない。つまり、研究とビジネスを境目なくやっているが、そ
れはあくまでも研究とビジネスであり、ビジネスに向かう過
程を研究として捉える、つまりシンセシオロジーを彼らは出
していないし、知を集積しようということは考えていない。
言い過ぎかもしれないが、ビジネスとして成功すれば、そ
れがどう研究と関連するかを別に突き詰めて考える必要は
ないと思っているのではないか」と答えました。またもう一
つの質問で、「シンセシオロジーを始めた動機は何か」と聞
かれました。「我々は工業技術院時代から実態として本格
研究や第 2 種基礎研究をやってきたと思う。それらの研究
を改めてはっきりと定義し直し、第 2 種基礎研究や製品化
研究をしている人たちの成果を正当に評価し、そこに光を
当てようという気持ちで始めた」と答えたのですが、そこは
私の気持ちだったかなと思っております。ITRI の人たちも
産総研と同じ目的をもっていますので、思いとしては共通な
ものがあり、大変良く理解していただけた講演会でした。

二つ目ですが、アメリカ化学会の『Langmuir』という有
名な学術雑誌の編集長が来日し、お話をする機会がありま
した。私の方からは『シンセシオロジー』の話を出しまして、
「我々、最近こういうのをやっているのです」と説明しまし
たら、彼が一番驚いたのは査読の公開の部分でした。実
は、その前に「雑誌を良くするためにどういう努力をしてい
るのですか」と私が聞きましたら、彼は「査読の部分に非
常に気をつかっている。査読者は匿名だが、同時に査読
者に対して著者も匿名にしようとしている。また、著者が
査読者を指名したり、拒否したりできるようにして、査読シ
ステムをより緻密にやろうとしている」と言っていたのです。
私が「シンセシオロジーでは査読者は名前を出して、公開し
ています」と言ったところ、驚かれたのでしょう、しばらくグッ 吉川 弘之 氏
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要条件だけれども、「構成学」という説明可能な構造がま
だ出てきていない。一つずつの論文を読むとわかるけれど
も、第三者が見て、そういうものが抽出できるかというと、
なかなか難しい。私は、1 巻 2 号の「サービス工学序説」
の論文で書いたように、それは臨時領域だと思っているわ
けです。臨時領域とは、ある問題を解くために、自分がそ
の場で考えた一つの論理体系みたいなものですね。面白
いデバイスがあったとして、それをどうやって抽象的な基礎
原理から具体的な装置までもってくるか、装置メーカーとど
う議論するかというのは、言語性を論理性にまで高めてお
くことです。だけど、そこが眼光紙背に徹しても見えない。
それがもう少し出てくるといいと思います。

構成学を深化させる
小野　我々は構成的・統合的な研究活動の成果を蓄積

することによって、論理や共通原理を目指すという「構成学」
を志向していますが、これを深めていくことが必要です。
赤松さんは人間工学シンポジウムで「構成学としての人間工
学に期待すること」という演題で発表しておられますね。

赤松　内視鏡と X 線の発展を比較して、内視鏡は実用
化までに 100 年以上かかったが、X 線は 1 年もしないうち
に医療に利用されたため、ネガティブな部分を知らずに被
害を与えてしまった、死の谷的な時間がある程度必要なの
かもしれないという話をしました。その後、「学問領域」「社
会の期待と学問の関係」「なぜ構成学が困難なのか」「構
成学と工学」「構成学としての人間工学」について述べまし
た。

「学問領域」ですが、吉川最高顧問は、自然科学の「科
学領域」に対して問題の対象をある程度絞って「臨時領域」
を作り、それが成熟して「成熟領域」になる、これを「工
学」と呼ぼうとおっしゃっている。具体的な人工物を対象
として実際の問題を解決しようというのが「臨時領域」で
すが、領域を作れば作るほど抽象化して、臨時領域から成
熟領域になって、科学領域になっていくと分析の方法に走
りがちになる。いかに適切に臨時領域に留まっていられる
かということが構成のために必要です。なぜなら、領域の
中の言語を作り出し、中の法則性を見出そうとすると、そ
の法則性をより精緻化する方向に研究者の活動は向かう。
自然とその領域の中の整合性をとり、美しい体系を作ろう
として分析側の方向に行き、社会に出すダイナミックスが弱
くなる危険があるのではないかという話をしました。それは
「なぜ構成学が困難なのか」とも絡んでいるのですが、言
葉が通じなくなると統合がしにくくなり、分析的になるとい
うことです。

「構成学と工学」では、工学と我々が呼んでいるのは
“engineering”を訳したものですが、語源は「賢い巧み
な人が物を作ること」であり、本来、工学という学問はな
いのだけれども、それを構成学は学問にしようとしている
という対比で説明しました。複雑な人工物を作る能力のあ
る人の営みから臨時領域である工学が生まれる、それがま
さに構成学が狙っているところです。

「構成学としての人間工学」ですが、科学的知識を社会
に導入することをイノベーションと定義すると、「人間工学と
は人間に受け入れられるような人工物を作るための学問」
として構成学の一つの重要な役割を果たすのではないかと
いうことになります。人間を調べれば人間に向くものが作る
ことができるかというと、そう簡単なことではない。人間の
特性がわかればそれに基づいた製品の評価はできるので
すが、残念ながら、クリエーティブに物を作ることは、少
なくとも今の人間工学ではできていない。何が欠けている
かというと、例えば、「うるさい」というのは物理的な音圧
との関係ですが、今、問題になっているのは、静かになれ
ばなるほど上の階の音が気になるということです。生活環
境が悪いときは物理、いわゆる自然科学の言葉で語れたも
のが、生活環境の悪さが解決すると自然科学の言葉で語
れないものが出てくる。ここで初めて、人間のことをきちん
と調べないと本当の人間のためのものができない、という
ことがわかるわけです。社会科学、要するに自然物を対象
とした科学の領域を作るのではなく、社会という人間の営
みを理解するための領域、吉川最高顧問の言う“社会”科
学、「使われる」ことを念頭に置いた、物を作る構成学をやっ
ていかなければいけないということです。

　
小林　最近の経験ですが、大学でエネルギーのプロジェ

クト計画を手伝いました。結果的にはプロジェクトは実現し
なかったのですが、自動車メーカー、電池メーカー、電力
ネットワーク等々の方 と々議論をして、要素技術からだんだ
んシステム化していき、最後までのプロジェクトのイメージ
を割りとクリアに描くことができました。シンセシオロジーで

赤松 幹之 氏
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訓練されたのか、産総研にいたから訓練されたのかわかり
ませんが、研究プロジェクトやプログラムを作るときには、
構成的に作っていかなければいけないということは非常に
感じました。

構成的研究の方法論を引用する
小野　内藤さんも「構成学の研究」をこれからやるべき

だというふうに思っておられるようですが。

内藤　今のところ、事例研究の延長というふうに見られ
てもしようがないのではないかと思っています。将来的に
は、『シンセシオロジー』自身が研究の材料になって、小林
さんが作ったモデルに持ち上げて、そこからさらに教育、
設計に持っていき、ある種の設計の手順書みたいなものが
アウトプットとして出てくると、本当の理論ができ上がってく
るのではないかと思います。私個人としては、もっと事例を
集めないといけない時だし、ある程度まとまってくると、こ
れを研究しようという研究者が集まり、最終的に一つの学
問、アプリケーションとしての教育と設計ができ上がってく
るのではないかと強く思っています。

赤松　著者には「自分が書いた『シンセシオロジー』の
論文は、過去に掲載されたこのタイプの研究のアプローチ
と同じです」という記述をしてほしいですね。内藤さんが言っ
たのは、第三者がこれを材料にして研究をするということ
ですが、本来、研究領域であれば、研究者が自分の論文
を引用するときに「自分のやり方はこういう研究アプローチ
と似ているが、違うところはここです」というふうに自分自
身で位置付けしないといけない。そうすることで蓄積されて
くると思うのです。熱く語ることはできているのですが、そ
こが今足りないなと思っています。

小野　私も同じ問題を感じていますが、研究者はシナリ
オの設定においてシンセシオロジー的考え方をしていない
ので書けないのか、それとも自ら行ったシンセシスのプロ
セスを自分で振り返ったときうまく再整理できないのか、ど
ちらでしょうか。

銅鉄実験方法論と構成的方法論
吉川　後者だと思いますね。我田引水的かもしれないけ

れども、いいシンセシスをやった、それを独創した人は、
シンセシオロジー的な思考回路が働いたというふうに思わ
ざるを得ないでしょう。

工学で、ある材料で実験したとか、機械工学でスピード
を速くして形の変化を非常に詳しく観察して、その理論を

作った。それを銅でやり、他の人は鉄でやった。同じ方法
でも論文を書けるわけですが、それは表層的なプロセスを
真似している。しかし、最初にやった人は、決して表層で
はなくて、背後にどうやって材料の本質を調べようかとい
う、プログラムを立てたうえで分析研究をやるわけでしょ
う。本物の研究には必ずシンセシオロジー的なものがある
わけです。

小林　ある論文の査読をしたときに、著者自身はあまり
構成的な考え方を取ったという意識はなかったのですが、
私が「戦略的選択型の中で戦略をだんだん絞っていって、
こうなったのではないですか」と言ったら、「あ、そういう
ことですね」と、著者と査読者がディスカッションする中で
見つけた事例もあります。

小野　もう一つ深読みすれば、実はそもそも著者が構成
的考え方をもっていたのであって、このような論文を書くチャ
ンスがあったので顕在化しただけ、という言い方もできる
わけですね。

小林　2 巻 2 号の「PAN 系炭素繊維のイノベーションモ
デル」の論文は、1960 年代に旧工業技術院大阪工業技術
試験所で進藤昭男博士が発明したポリアクリルニトリル（Ｐ
ＡＮ）系炭素繊維が今ビジネスに結びついているというこ
とを中村治氏たちが書いてくれたものですが、幾つかポイ
ントがあります。もともと炭素繊維という素材が良かったの
ですが、アメリカ軍関係者に「これは機械的強度がすごい。
それが使える」と言われて、初めに考えたシナリオとは全
然違うところで「構成」が始まったそうです。大切なのは「人
との出会い」だと思うのですが、論理だけではうまくいか
なくて、偶然も含んで最終的にモノになっていくところがあ
るような気がします。

シンセシオロジーはsocial wishを目指す
吉川　その話は非常に重要で、アメリカ軍関係者の「力

小林 直人 氏
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が強いものが必要だ」という、私はそれを“social wish”
（社会的期待）と呼ぶのですが、そういったものが研究の
外の世界にあって、それを研究者は必ずしも知らないので
す。Social wishと scientific ability が両方からきて、私は
“邂逅”といっているのですが、それらがどうやって出会
うか。19 世紀、20 世紀は、新しい発見が新しい機能を生
み出すところに集中的にシンセシオロジーは向いていたけ
れども、今は social wish のほうが大きくなって、こういう
ものがなければ地球が壊れてしまうという危機感、言い換
えればその危機を乗り越える力に対する期待が研究を主導
する。

赤松　炭素繊維の研究をしていた人は、炭素繊維の性
質をいろいろな側面から見ようとしていて、強度という話が
きたときに、それが使えることが理解できた。それがうま
く伸びたのは social wish があったからですね。要素技術
はたくさんあるし、組み合わせの可能性もあるので、研究
者主導で炭素繊維の性質のどこに注目して研究を進めるか
というときに、エイヤでやっていくと、重箱の隅をつつく危
険があるわけですね。

　
吉川　重箱の隅に入ってしまうということは、論文で書

きやすいものを研究するということでしょう。要するに、研
究のモチベーションというのは、過去にないものをやらなけ
れば成果にならないのだから、抜けている部分を見つける
とどんどんそこに入ってしまう。それに対して、シンセシオ
ロジーは、論文は決して書きやすくはないけれども、social 
wish があるからそっちにいくということになります。

産業界の製品化研究への拡大
小野　『シンセシオロジー』を「構成学の研究」として見

ている方々はけっこう多く、そのような論文の投稿もきてい
るのですが、「多分野にまたがる研究」を研究している、
あるいはその成果に基づいて新たな研究をしようという人
たちが興味をもってくれています。産業界からも論文投稿
が欲しいですね。

赤松　私も産業界から論文投稿が欲しいと思って、「製
品化研究論文（仮称）」を考えてみました。産業界で実際
に製品化された例で、かつ構成学的に価値のある論文を
投稿してもらい、製品化実例集みたいな感じのものを集め
たらどうかと思っています。

　
吉川　企業が製品開発したということは、売る製品とは

別に、目に見えない思考方法論という製品も出しているの

だけれども、それは全部捨てているわけでしょう。頭の中
に残っているから、経験者のスキルとしては残っているけれ
ども、第三者には見えない。

小野　その部分は雲散霧消しているのですが、それこ
そ企業のパワーの源泉みたいなところではないかと思うの
です。企業が出版する「技報」は、まさに成功したものが
何であるかを科学的なバックグラウンド付きで示すという、
ある一断面を示しているのですが、もう少し奥のほうを書
いてもらいたい。それを共有することは日本の企業の強さ
を倍加させるだろうと思うのですが。

イノベーションスクールでの教材の試み
小野　産総研イノベーションスクールで若手のポスドク研

究者の研修をしていますが、10 人ごとのクラスに分けて『シ
ンセシオロジー』の輪講を行ったところ、「社会的な流れを
踏まえて全体を把握し、自分がどの位置にあるのかを確認
できた」という意見や、非常に新鮮な驚きがポスドクの人
達にあったようで、大きなインパクトを与えたと思っておりま
す。赤松さんもモデレーター役を務められましたが、いか
がでしたか。

赤松　輪講では、こちらが解説しながらやっていくこと
で「構成学とは何か」という観点でポスドクの人たちが読
み込んでくれるようになりました。モデレーターが 6 人いる
のですが、「受講生たちが本当に真剣に考えて発表してくれ
て、やっと、私、構成学が何かわかりました」（笑）と言っ
た人もいます。また、「第 2 種基礎研究において第 1 種基
礎研究にときどき戻ることが大事だ」という論文が幾つか
あるのですが、受講生はそういう観点は喜んでいました。
自分のテーマに固執するという、自分が意識しない内に聖
域を作っていたと思うのですが、輪講で目先のものにとら
われず、全体を見てシナリオを作って進めることの大切さに
ついても学んだようです。

小野 晃 氏
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吉川　それがイノベーションスクールの最大の目標だった
わけですね。凝り固まった専門至上主義みたいなものを壊
して実際のものを作る、社会との接点を幅広く持つこと、
それが学べたのは大変いいですね。

小野　ポスドクの人たちを企業に数カ月送り出して企業
での OJT を経験してもらっていますが、我 と々企業との間
の新しい対話のチャンネルにもなっていて、我々にとっても
非常に貴重な経験です。受講生を受け入れていただいた企
業の方々に、OJT の評価とコメントをつけてもらっているの
ですが、大変好意的です。普通ですと企業も若い博士研
究員と接する機会が少なく、「こんなにいい人がいたのか」
という驚きやチャンスと捉えているようです。

吉川　企業も勉強になっているという、それはいい話で
すね。イノベーションスクールは仕事をしながら伸びること
ができるという一つのモデルです。受講生は、『シンセシオ
ロジー』によって「狭い分野にこだわってはいけない」こと
や、一方でシンセシスとは何なのかということも感じ取って
いるでしょう。そして、新しい仕事をするというのは「思考」
なのだということもわかるわけですね。

今後の期待・展望
小野　シンセシオロジーに対する今後の期待、展望につ

いていかがでしょうか。

赤松　イノベーションスクールの受講生から「今は査読
者のクオリティが高いからいい論文になっているのではな
いか。いいジャーナルとして持続するためには、シンセシオ
ロジーとは何かということを考えながら査読できる良い査読
者を作っていかないといけない」というコメントがあって、
それは大事なことだなと思いました。査読者はある種の目
利きとして動いているわけです。論文の背後にある「構成」
を見出そうとするのは査読者がやっていることなのだけれ
ども、我々が世代交代をしたときにそれができなくなると困
るので、将来の課題だと思います。

小林　私も全く同じことを考えていまして、2年経って我々
自身も成長したと思いますが、構成学としてのシンセシオロ
ジーを共有する人たちをもっと増やさないといけない、と感

じています。そのためにはシンポジウムやワークショップを
増やして、口で伝えていくことも大切です。また査読者を増
やす努力、特に産総研外の人をどのように巻き込んでいく
かということと、『シンセシオロジー』の認知度を高めていく
ことも必要です。

内藤　私は、査読する過程で著者といろいろ議論するの
はすごく楽しいなと思っているのですが、こういうダイアロ
グを通じて投稿者と編集委員の両方の質が上がってきてい
ると思います。投稿者と編集委員との間のダイアログをどん
どん増す仕組みを作り、外部の人と積極的にこういうダイア
ログをやっていくことができれば、もっと投稿が増えていく
のかなと。その一環として、シンポジウムやセミナー、講演
会みたいなものも位置付けていけば、両方がいろいろなこ
とを学ぶことができると思います。

小野　皆さんの意見とほとんど同じです。査読をするこ
とによって、査読する側も新たな発見や触発があったりして
楽しいし、他の研究分野の価値観がこんなによくわかるの
かと驚いています。

吉川　日本は人口が少ないから GNP の比率が小さくな
り、今は 9 ％国家と言っているけれども、2050 年には 3 
％国家になり、プレゼンスがない国になってしまう。それ
を防ぐにはどうすればいいかというと、やはり研究者を増
やすしかない。同じ人口の中で研究者の数が多くなれば、
少なくともサイエンスという意味ではプレゼンスが出てくる
わけでしょう。私は「研究者倍増説」と言っているのです
が、閉鎖的・縦割りの研究者を倍に増やしてもしようがな
いので、まさに技報にものを出すような開発者まで含めて
拡大解釈した研究者をもっと作りたいですね。同時に、閉
鎖的研究者から企業開発者までの間の職業的な連続性を
生み、そこで人が流動する社会的な一種のパスが必要で
す。そういったことをやるためにこのシンセシオロジーが強
力なツールになるでしょうし、そういう一種の社会的運動と
いう面も持っているという気がします。

小野　今日は非常に幅広いお話をありがとうございまし
た。
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編集方針
シンセシオロジー編集委員会

本ジャーナルの目的
本ジャーナルは、個別要素的な技術や科学的知見をいか

に統合して、研究開発の成果を社会で使われる形にしてい
くか、という科学的知の統合に関する論文を掲載すること
を目的とする。この論文の執筆者としては、科学技術系の
研究者や技術者を想定しており、研究成果の社会導入を目
指した研究プロセスと成果を、科学技術の言葉で記述した
ものを論文とする。従来の学術ジャーナルにおいては、科
学的な知見や技術的な成果を事実（すなわち事実的知識）
として記載したものが学術論文であったが、このジャーナ
ルにおいては研究開発の成果を社会に活かすために何を行
なえば良いかについての知見（すなわち当為的知識）を記
載したものを論文とする。これをジャーナルの上で蓄積する
ことによって、研究開発を社会に活かすための方法論を確
立し、そしてその一般原理を明らかにすることを目指す。さ
らに、このジャーナルの読者が自分たちの研究開発を社会
に活かすための方法や指針を獲得することを期待する。

研究論文の記載内容について
研究論文の内容としては、社会に活かすことを目的として

進めて来た研究開発の成果とプロセスを記載するものとす
る。研究開発の目標が何であるか、そしてその目標が社会
的にどのような価値があるかを記述する（次ページに記載
した執筆要件の項目1および 2）。そして、目標を達成する
ために必要となる要素技術をどのように選定し、統合しよ
うと考えたか、またある社会問題を解決するためには、ど
のような新しい要素技術が必要であり、それをどのように
選定・統合しようとしたか、そのプロセス（これをシナリオ
と呼ぶ）を詳述する（項目3）。このとき、実際の研究に携
わったものでなければ分からない内容であることを期待す
る。すなわち、結果としての要素技術の組合せの記載をす
るのではなく、どのような理由によって要素技術を選定した
のか、どのような理由で新しい方法を導入したのか、につ
いて論理的に記述されているものとする（項目4）。例えば、
社会導入のためには実験室的製造方法では対応できない
ため、社会の要請は精度向上よりも適用範囲の広さにある
ため、また現状の社会制度上の制約があるため、などの
理由を記載する。この時、個別の要素技術の内容の学術
的詳細は既に発表済みの論文を引用する形として、重要な
ポイントを記載するだけで良いものとする。そして、これら
の要素技術は互いにどのような関係にあり、それらを統合

するプロセスにおいて解決すべき問題は何であったか、そ
してどのようにそれを解決していったか、などを記載する（項
目5）。さらに、これらの研究開発の結果として得られた成
果により目標にどれだけ近づけたか、またやり残したこと
は何であるかを記載するものとする（項目6）。

対象とする研究開発について
本ジャーナルでは研究開発の成果を社会に活かすための

方法論の獲得を目指すことから、特定の分野の研究開発
に限定することはしない。むしろ幅広い分野の科学技術の
論文の集積をすることによって、分野に関わらない一般原
理を導き出すことを狙いとしている。したがって、専門外の
研究者にも内容が理解できるように記述することが必要で
あるとともに、その専門分野の研究者に対しても学術論文
としての価値を示す内容でなければならない。

論文となる研究開発としては、その成果が既に社会に導
入されたものに限定することなく、社会に活かすことを念頭
において実施している研究開発も対象とする。また、既に
社会に導入されているものの場合、ビジネス的に成功して
いるものである必要はないが、単に製品化した過程を記述
するのではなく、社会への導入を考慮してどのように技術を
統合していったのか、その研究プロセスを記載するものと
する。

査読について
本ジャーナルにおいても、これまでの学術ジャーナルと

同様に査読プロセスを設ける。しかし、本ジャーナルの査
読はこれまでの学術雑誌の査読方法とは異なる。これまで
の学術ジャーナルでは事実の正しさや結果の再現性など記
載内容の事実性についての観点が重要視されているのに対
して、本ジャーナルでは要素技術の組合せの論理性や、要
素技術の選択における基準の明確さ、またその有効性や
妥当性を重要視する（次ページに査読基準を記載）。

一般に学術ジャーナルに掲載されている論文の質は査読
の項目や採録基準によって決まる。本ジャーナルの査読に
おいては、研究開発の成果を社会に活かすために必要な
プロセスや考え方が過不足なく書かれているかを評価する。
換言すれば、研究開発の成果を社会に活かすためのプロ
セスを知るために必要なことが書かれているかを見るのが
査読者の役割であり、論文の読者の代弁者として読者の知
りたいことの記載の有無を判定するものとする。
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通常の学術ジャーナルでは、公平性を保証するという理
由により、査読者は匿名であり、また査読プロセスは秘匿
される。確立された学術ジャーナルにおいては、その質を
維持するために公平性は重要であると考えられているから
である。しかし、科学者集団によって確立されてきた事実
的知識を記載する論文形式に対して、なすべきことは何で
あるかという当為的知識を記載する論文のあり方について
は、論文に記載すべき内容、書き方、またその基準などを
模索していかなければならない。そのためには査読プロセ
スを秘匿するのではなく、公開していく方法をとる。すなわ
ち、査読者とのやり取り中で、論文の内容に関して重要な
議論については、そのやり取りを掲載することにする。さ
らには、論文の本文には記載できなかった著者の考えなど
も、査読者とのやり取りを通して公開する。このように査読
プロセスに透明性を持たせ、どのような査読プロセスを経
て掲載に至ったかを開示することで、ジャーナルの質を担
保する。また同時に、査読プロセスを開示することによって、
投稿者がこのジャーナルの論文を執筆するときの注意点を
理解する助けとする。なお、本ジャーナルのように新しい
論文形式を確立するためには、著者と査読者との共同作業
によって論文を完成さていく必要があり、掲載された論文
は著者と査読者の共同作業の結果ともいえることから、査
読者氏名も公表する。

参考文献について

前述したように、本ジャーナルの論文においては、個別
の要素技術については他の学術ジャーナルで公表済みの論
文を引用するものとする。また、統合的な組合せを行う要
素技術について、それぞれの要素技術の利点欠点につい
て記載されている論文なども参考文献となる。さらに、本
ジャーナルの発行が蓄積されてきたのちには、本ジャーナ
ルの掲載論文の中から、要素技術の選択の考え方や問題
点の捉え方が類似していると思われる論文を引用すること
を推奨する。これによって、方法論の一般原理の構築に寄
与することになる。

掲載記事の種類について
巻頭言などの総論、研究論文、そして論説などから本

ジャーナルは構成される。巻頭言などの総論については原
則的には編集委員会からの依頼とする。研究論文は、研
究実施者自身が行った社会に活かすための研究開発の内
容とプロセスを記載したもので、上記の査読プロセスを経
て掲載とする。論説は、科学技術の研究開発のなかで社
会に活かすことを目指したものを概説するなど、内容を限
定することなく研究開発の成果を社会に活かすために有益
な知識となる内容であれば良い。総論や論説は編集委員
会が、内容が本ジャーナルに適しているか確認した上で掲
載の可否を判断し、査読は行わない。研究論文および論
説は、国内外からの投稿を受け付ける。なお、原稿につい
ては日本語、英語いずれも可とする。

執筆要件と査読基準

1

6

5

4

3

2

研究目標
研究目標（「製品」、あるいは研究者の夢）を設定し、記述
する。

研究目標が明確に記述されていること。

研究目標と社会との
つながり

研究目標と社会との関係、すなわち社会的価値を記述する。
研究目標と社会との関係が合理的に記述さ
れていること。

要素の選択

研究目標を実現するために選択した要素技術（群）を記述
する。
また、それらの要素技術（群）を選択した理由を記述する。

道筋（シナリオ・仮説）が合理的に記述さ
れていること。シナリオ

研究目標を実現するための道筋（シナリオ・仮説）を科学
技術の言葉で記述する。

要素技術（群）が明確に記述されていること。
要素技術（群）の選択の理由が合理的に記
述されていること。

結果の評価と将来の
展開

研究目標の達成の度合いを自己評価する。
本研究をベースとして将来の研究展開を示唆する。

研究目標の達成の度合いと将来の研究展開
が客観的、合理的に記述されていること。

要素間の関係と統合
選択した要素が相互にどう関係しているか、またそれらの
要素をどのように構成・統合して研究目標を実現していっ
たかを科学技術の言葉で記述する。

要素間の関係と統合が科学技術の言葉で合
理的に記述されていること。

7 オリジナリティ 既刊の他研究論文と同じ内容の記述をしない。
既刊の他研究論文と同じ内容の記述がない
こと。

執筆要件 査読基準項目
（2008.01）
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1　投稿記事
原則として、研究論文または論説の投稿、および読者

フォーラムへの原稿を受け付ける。
2　投稿資格

投稿原稿の著者は、本ジャーナルの編集方針にかなう内
容が記載されていれば、所属機関による制限並びに科学
技術の特定分野による制限も行わない。ただし、オーサー
シップについて記載があること（著者全員が、本論文につ
いてそれぞれ本質的な寄与をしていることを明記している
こと）。
3　原稿の書き方
3.1　一般事項
3.1.1 投稿原稿は日本語あるいは英語で受け付ける。査
読により掲載可となった論文または記事はSynthesiology
（ISSN1882-6229）に掲載されるとともに、このオリジナル
版の約4ヶ月後に発行される予定の英語版のSynthesiology 
- English edition（ISSN1883-0978）にも掲載される。この
とき、原稿が英語の場合にはオリジナル版と同一のものを
英語版に掲載するが、日本語で書かれている場合には、著
者はオリジナル版の発行後2ヶ月以内に英語翻訳原稿を提
出すること。
3.1.2 研究論文については、下記の研究論文の構成および
書式にしたがうものとし、論説については、構成・書式は研
究論文に準拠するものとするが、サブタイトルおよび要約は
不要とする。読者フォーラムへの原稿は、シンセシオロジー
に掲載された記事に対する意見や感想また読者への有益
な情報提供などとし、1,200文字以内で自由書式とする。論
説および読者フォーラムへの原稿については、編集委員会
で内容を検討の上で掲載を決定する。
3.1.3 研究論文は、原著（新たな著作）に限る。
3.1.4 研究倫理に関わる各種ガイドラインを遵守すること。
3.2　原稿の構成
3.2.1 タイトル（含サブタイトル）、要旨、著者名、所属・連絡
先、本文、キーワード（5つ程度）とする。
3.2.2 タイトル、要旨、著者名、キーワード、所属・連絡先に
ついては日本語および英語で記載する。
3.2.3 原稿等はワープロ等を用いて作成し、A4判縦長の用
紙に印字する。図・表・写真を含め、原則として刷り上り6頁
程度とする。
3.2.4 研究論文または論説の場合には表紙を付け、表紙に
は記事の種類（研究論文か論説）を明記する。
3.2.5 タイトルは和文で10～20文字（英文では5～10ワー
ド）前後とし、広い読者層に理解可能なものとする。研究

論文には和文で15～25文字（英文では7～15ワード）前後
のサブタイトルを付け、専門家の理解を助けるものとする。
3.2.6 要約には、社会への導入のためのシナリオ、構成した
技術要素とそれを選択した理由などの構成方法の考え方も
記載する。
3.2.7 和文要約は300文字以内とし、英文要約（125ワード
程度）は和文要約の内容とする。英語論文の場合には、和
文要約は省略することができる。
3.2.8 本文は、和文の場合は9,000文字程度とし、英文の場
合は刷上りで同程度（3,400ワード程度）とする。
3.2.9 掲載記事には著者全員の執筆者履歴（各自200文字
程度。英文の場合は75ワード程度。）及びその後に、本質的
な寄与が何であったかを記載する。なお、その際本質的な
寄与をした他の人が抜けていないかも確認のこと。
3.2.10 研究論文における査読者との議論は査読者名を公開し
て行い、査読プロセスで行われた主な論点について3,000文
字程度（2ページ以内）で編集委員会が編集して掲載する。
3.2.11 原稿中に他から転載している図表等や、他の論文等
からの引用がある場合には、執筆者が予め使用許可をとっ
たうえで転載許可等の明示や、参考文献リスト中へ引用元
の記載等、適切な措置を行う。なお、使用許可書のコピーを
1部事務局まで提出すること。また、直接的な引用の場合に
は引用部分を本文中に記載する。
3.3　書式
3.3.1見出しは、大見出しである「章」が1、2、3、･･･、中見出
しである「節」が1.1、1.2、1.3･･･、小見出しである「項」が
1.1.1、1.1.2、1.1.3･･･とする。
3.3.2 和文原稿の場合には以下のようにする。本文は「で
ある調」で記述し、章の表題に通し番号をつける。段落の
書き出しは1字あけ、句読点は「。」および「、」を使う。アル
ファベット・数字・記号は半角とする。また年号は西暦で表
記する。
3.3.3 図・表・写真についてはそれぞれ通し番号をつけ、適
切な表題・説明文（20～40文字程度。英文の場合は10～20
ワード程度。）を記載のうえ、本文中における挿入位置を記
入する。
3.3.4 図についてはそのまま印刷できる鮮明な原図、または
画像ファイル（掲載サイズで350 dpi以上）を提出する。原則
は刷り上りで左右15 cm以下、白黒印刷とする。
3.3.5 写真については鮮明なプリント版（カラー可）または
画像ファイル（掲載サイズで350 dpi以上）で提出する。ファ
イルタイプ（tiff,jpeg,pdfなど）を明記する。原則は左右7.2 
cmの白黒印刷とする。 

投稿規定
シンセシオロジー編集委員会

制定　2007 年 12 月 26 日
改正　2008 年  6 月18 日
改正　2008 年 10 月 24 日
改正　2009 年  3 月 23 日
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3.3.6 参考文献リストは論文中の参照順に記載する。
雑誌：［番号］著者名：表題，雑誌名（イタリック），巻（号），
開始ページ−終了ページ（発行年）．
書籍（単著または共著）：［番号］著者名：書名（イタリック），
開始ページ−終了ページ，発行所，出版地（発行年）．
4　原稿の提出

原稿の提出は紙媒体で 1 部および原稿提出チェックシー
トも含め電子媒体も下記宛に提出する。
〒305-8568
茨城県つくば市梅園1-1-1　つくば中央第2
産業技術総合研究所　広報部出版室内

　シンセシオロジー編集委員会事務局
なお、投稿原稿は原則として返却しない。

5　著者校正
著者校正は 1 回行うこととする。この際、印刷上の誤り

以外の修正・訂正は原則として認められない。
6　内容の責任

掲載記事の内容の責任は著者にあるものとする。
7　著作権

本ジャーナルに掲載された全ての記事の著作権は産業
技術総合研究所に帰属する。
問い合わせ先：
産業技術総合研究所　広報部出版室内

シンセシオロジー編集委員会事務局
電話：029-862-6217、ファックス：029-862-6212
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シンセシオロジー　Message

MESSAGES FROM THE EDITORIAL BOARD

There has been a wide gap between science and society.  The last three hundred years of 
the history of modern science indicates to us that many research results disappeared or 
took a long time to become useful to society. Due to the difficulties of bridging this gap, 
it has been recently called the valley of death or the nightmare stage (Note 1).  Rather than 
passively waiting, therefore, researchers and engineers who understand the potential of the 
research should be active.

To bridge the gap, technology integration (i.e. Type 2 Basic Research − Note 2) of scientific findings for 
utilizing them in society, in addition to analytical research, has been one of the wheels 
of progress (i.e. Full Research − Note 3).  Traditional journals, have been collecting much analytical 
type knowledge that is factual knowledge and establishing many scientific disciplines (i.e. 

Type 1 Basic Research − Note 4).  Technology integration research activities, on the other hand, have 
been kept as personal know-how.  They have not been formalized as universal knowledge 
of what ought to be done. 

As there must be common theories, principles, and practices in the methodologies of tech-
nology integration, we regard it as basic research.  This is the reason why we have decided 
to publish “Synthesiology”, a new academic journal.  Synthesiology is a coined word com-
bining “synthesis” and “ology”.  Synthesis which has its origin in Greek means integra-
tion.  Ology is a suffix attached to scientific disciplines.

Each paper in this journal will present scenarios selected for their societal value, identify 
elemental knowledge and/or technologies to be integrated, and describe the procedures 
and processes to achieve this goal.  Through the publishing of papers in this journal, re-
searchers and engineers can enhance the transformation of scientific outputs into the soci-
etal prosperity and make technical contributions to sustainable development.  Efforts such 
as this will serve to increase the significance of research activities to society.

We look forward to your active contributions of papers on technology integration to the 
journal.

“Synthesiology” Editorial Board 
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The period was named “nightmare stage” by Hiroyuki Yoshikawa, President of AIST, and historical 
scientist Joseph Hatvany.  The “valley of death” was by Vernon Ehlers in 1998 when he was Vice 
Chairman of US Congress, Science and Technology Committee.  Lewis Branscomb, Professor emeritus of 
Harvard University, called this gap as “Darwinian sea” where natural selection takes place.

Type 2 Basic Research 
This is a research type where various known and new knowledge is combined and integrated in order to 
achieve the specific goal that has social value. It also includes research activities that develop common 
theories or principles in technology integration.

Full Research  
This is a research type where the theme is placed within the scenario toward the future society, and where 
framework is developed in which researchers from wide range of research fields can participate in studying 
actual issues.  This research is done continuously and concurrently from Type 1 Basic Research (Note 4) to 
Product Realization Research (Note 5), centered by Type 2 Basic Research (Note 2).

Type 1 Basic Research
This is an analytical research type where unknown phenomena are analyzed, by observation, 
experimentation, and theoretical calculation, to establish universal principles and theories. 

Product Realization Research
This is a research where the results and knowledge from Type 1 Basic Research and Type 2 Basic Research 
are applied to embody use of a new technology in the society.

Note 1 

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Edited by Synthesiology Editorial Board
Published by National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

Synthesiology Editorial Board
 Editor in Chief: A.Ono
 Senior Executive Editor: N.Kobayashi, M.Seto 
 Executive Editors: M.Akamatsu, K.Naito, T.Ishii
 Editors: K. Igarashi, H. Ichijo, K. Ueda, A. Etori, K. Ohmaki, Y. Owadano, 
                              A. Kageyama, K. Kudo, T. Shimizu, Y. Jigami, H. Tateishi, M. Tanaka, E. Tsukuda, 
                              S. Togashi, H. Nakashima, K. Nakamura, Y. Hasegawa, J. Hama, K. Harada, 
                              P. Fons, K. Mizuno, N. Murayama, M. Mochimaru, A. Yabe, H. Yoshikawa
Publishing Secretariat: Publication Office, Public Relations Department, AIST
Contact: Synthesiology Editorial Board
 c/o Publication Office, Public Relations Department, AIST
 Tsukuba Central 2, Umezono 1-1-1, Tsukuba 305-8568, Japan
 Tel: +81-29-862-6217  Fax: +81-29-862-6212
  
 URL: http://www.aist.go.jp/synthesiology

*Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
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Editorial Policy Editorial Policy

Editorial Policy

Synthesiology Editorial Board 

Objective of the journal

The objective of Synthesiology is to publish papers that 
address the integration of scientific knowledge or how to 
combine individual elemental technologies and scientific 
findings to enable the utilization in society of research 
and development efforts. The authors of the papers are 
researchers and engineers, and the papers are documents 
that describe, using “scientific words”, the process and the 
product of research which tries to introduce the results of 
research to society. In conventional academic journals, 
papers describe scientific findings and technological results 
as facts (i.e. factual knowledge), but in Synthesiology, papers 
are the description of “the knowledge of what ought to be 
done” to make use of the findings and results for society. 
Our aim is to establish methodology for utilizing scientific 
research result and to seek general principles for this activity 
by accumulating this knowledge in a journal form. Also, we 
hope that the readers of Synthesiology will obtain ways and 
directions to transfer their research results to society.

Content of paper

The content of the research paper should be the description of 
the result and the process of research and development aimed 
to be delivered to society. The paper should state the goal 
of research, and what values the goal will create for society 
(Items 1 and 2, described in the Table). Then, the process 
(the scenario) of how to select the elemental technologies, 
necessary to achieve the goal, how to integrate them, should 
be described. There should also be a description of what 
new elemental technologies are required to solve a certain 
social issue, and how these technologies are selected and 
integrated (Item 3). We expect that the contents will reveal 
specific knowledge only available to researchers actually 
involved in the research. That is, rather than describing the 
combination of elemental technologies as consequences, the 
description should include the reasons why the elemental 
technologies are selected, and the reasons why new methods 
are introduced (Item 4). For example, the reasons may be: 
because the manufacturing method in the laboratory was 
insufficient for industrial application; applicability was not 
broad enough to stimulate sufficient user demand rather than 
improved accuracy; or because there are limits due to current 
regulations. The academic details of the individual elemental 
technology should be provided by citing published papers, 
and only the important points can be described. There 
should be description of how these elemental technologies 

are related to each other, what are the problems that must 
be resolved in the integration process, and how they are 
solved (Item 5). Finally, there should be descriptions of how 
closely the goals are achieved by the products and the results 
obtained in research and development, and what subjects are 
left to be accomplished in the future (Item 6).

Subject of research and development

Since the journal aims to seek methodology for utilizing 
the products of research and development, there are no 
limitations on the field of research and development. Rather, 
the aim is to discover general principles regardless of field, 
by gathering papers on wide-ranging fields of science and 
technology. Therefore, it is necessary for authors to offer 
description that can be understood by researchers who are 
not specialists, but the content should be of sufficient quality 
that is acceptable to fellow researchers.

Research and development are not limited to those areas 
for which the products have already been introduced into 
society, but research and development conducted for the 
purpose of future delivery to society should also be included. 

For innovations that have been introduced to society, 
commercial success is not a requirement. Notwithstanding 
there should be descriptions of the process of how the 
technologies are integrated taking into account the 
introduction to society, rather than describing merely the 
practical realization process.

Peer review

There shall be a peer review process for Synthesiology, as in 
other conventional academic journals. However, peer review 
process of Synthesiology is different from other journals. 
While conventional academic journals emphasize evidential 
matters such as correctness of proof or the reproducibility of 
results, this journal emphasizes the rationality of integration 
of elemental technologies, the clarity of criteria for selecting 
elemental technologies, and overall efficacy and adequacy 
(peer review criteria is described in the Table).

In general, the quality of papers published in academic 
journals is determined by a peer review process. The peer 
review of this journal evaluates whether the process and 
rationale necessary for introducing the product of research 
and development to society are described sufficiently well . 
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Required items and peer review criteria (January 2008)

Item Requirement Peer Review Criteria

Research goal Describe research goal (“product” or researcher's vision). Research goal is described clearly.

Relationship of research 
goal and the society

Describe relationship of research goal and the society, or its value 
for the society.

Relationship of research goal and the society 
is rationally described.

Selection of elemental 
technology(ies)

Describe the elemental technology(ies) selected to achieve the 
research goal. Also describe why the particular elemental 
technology(ies) was/were selected.

Scenario or hypothesis is rationally described.Scenario Describe the scenario or hypothesis to achieve research goal with 
“scientific words” .

Elemental technology(ies) is/are clearly 
described. Reason for selecting the elemental 
technology(ies) is rationally described.

Evaluation of result and 
future development

Provide self-evaluation on the degree of achievement of research 
goal. Indicate future research development based on the presented 
research.

Degree of achievement of research goal and 
future research direction are objectively and 
rationally described.

Relationship and 
integration of elemental 
technologies

Describe how the selected elemental technologies are related to 
each other, and how the research goal was achieved by composing 
and integrating the elements, with “scientific words” .

Mutual relationship and integration of 
elemental technologies are rationally 
described with “scientific words” .

Originality Do not describe the same content published previously in other 
research papers.

There is no description of the same content 
published in other research papers.7

1

2

3

4

5

6

In other words, the role of the peer reviewers is to see whether 
the facts necessary to be known to understand the process of 
introducing the research finding to society are written out; 
peer reviewers will judge the adequacy of the description of 
what readers want to know as reader representatives.

In ordinary academic journals, peer reviewers are anonymous 
for reasons of fairness and the process is kept secret. That 
is because fairness is considered important in maintaining 
the quality in established academic journals that describe 
factual  knowledge. On the other hand, the format, content, 
manner of text, and criteria have not been established for 
papers that describe the knowledge of “what ought to be 
done.” Therefore, the peer review process for this journal will 
not be kept secret but will be open. Important discussions 
pertaining to the content of a paper, may arise in the process 
of exchanges with the peer reviewers and they will also be 
published. Moreover, the vision or desires of the author that 
cannot be included in the main text will be presented in the 
exchanges. The quality of the journal will be guaranteed by 
making the peer review process transparent and by disclosing 
the review process that leads to publication. 

Disclosure of the peer review process is expected to indicate 
what points authors should focus upon when they contribute 
to this journal. The names of peer reviewers will be 
published since the papers are completed by the joint effort 
of the authors and reviewers in the establishment of the new 
paper format for Synthesiology.

References

As mentioned before, the description of individual elemental 
technology should be presented as citation of papers 
published in other academic journals. Also, for elemental 
technologies that are comprehensively combined, papers that 
describe advantages and disadvantages of each elemental 
technology can be used as references. After many papers are 
accumulated through this journal, authors are recommended 
to cite papers published in this journal that present similar 
procedure about the selection of elemental technologies 
and the introduction to society. This will contribute in 
establishing a general principle of methodology.

Types of articles published

Synthesiology should be composed of general overviews 
such as opening statements, research papers, and editorials. 
The Editorial Board, in principle, should commission 
overviews. Research papers are description of content and 
the process of research and development conducted by the 
researchers themselves, and will be published after the peer 
review process is complete. Editorials are expository articles 
for science and technology that aim to increase utilization by 
society, and can be any content that will be useful to readers 
of Synthesiology. Overviews and editorials will be examined 
by the Editorial Board as to whether their content is suitable 
for the journal. Entries of research papers and editorials 
are accepted from Japan and overseas. Manuscripts may be 
written in Japanese or English.
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Instructions for Authors
“Synthesiology” Editorial Board
Established December 26, 2007

Revised June 18, 2008
Revised October 24, 2008

Revised March 23, 2009

1 Types of contributions
Research papers or editorials and manuscripts to 
the “Readers’ Forum” should be submitted to the 
Editorial Board.

2 Qualification of contributors
There are no limitations regarding author affiliation 
or discipline as long as the content of the submitted 
article meets the editorial policy of Synthesiology, 
except authorship should be clearly stated.  (It should 
be clearly stated that all authors have made essential 
contributions to the paper.)

3 Manuscripts
3.1 General
3.1.1 Articles may be submitted in Japanese or 
English.
Accepted articles will be published in Synthesiology 
(ISSN 1882-6229) in the language they were 
submitted.  All articles will also be published in 
Synthesiology - English edition (ISSN 1883-0978). 
The English edition will be distributed throughout 
the world approximately four months after the 
original Synthesiology issue is published. Articles 
written in English will be published in English 
in both the original Synthesiology as well as the 
English edition. Authors who write articles for 
Synthesiology in Japanese will be asked to provide 
English translations for the English edition of the 
journal within 2 months after the original edition is 
published.
3.1.2 Research papers should comply with the 
structure and format stated below, and editorials 
should also comply with the same structure and 
format except subtitles and abstracts are unnecessary.  
Manuscripts for “Readers’ Forum” shall be comments 
on or impressions of articles in Synthesiology, or 
beneficial information for the readers, and should be 
written in a free style of no more than 1,200 words.  
Editorials and manuscripts for “Readers’ Forum” will 
be reviewed by the Editorial Board prior to being 
approved for publication.
3.1.3 Research papers should only be original papers 
(new literary work).
3.1.4 Research papers should comply with various 
guidelines of research ethics.

3.2 Structure
3.2.1 The manuscript should include a title (including 
subtitle), abstract, the name(s) of author(s), institution/
contact, main text, and keywords (about 5 words).
3.2.2 Title, abstract, name of author(s), keywords, and 
institution/contact shall be provided in Japanese and 
English.
3.2.3 The manuscript shall be prepared using word 
processors or similar devices, and printed on A4-size 
portrait (vertical) sheets of paper. The length of the 
manuscript shall be, about 6 printed pages including 
figures, tables, and photographs.
3.2.4 Research papers and editorials shall have front 
covers and the category of the articles (research 
paper or editorial) shall be stated clearly on the cover 
sheets.
3.2.5 The title should be about 10-20 Japanese 
characters (5-10 English words), and readily 
understandable for a diverse readership background. 
Research papers shall have subtitles of about 15-
25 Japanese characters (7-15 English words) to help 
recognition by specialists.
3.2.6 The abstract should include the thoughts behind 
the integration of technological elements and the 
reason for their selection as well as the scenario for 
utilizing the research results in society.
3.2.7 The abstract should be 300 Japanese characters 
or less (125 English words). The Japanese abstract 
may be omitted in the English edition.
3.2.8 The main text should be about 9,000 Japanese 
characters (3,400 English words).
3.2.9 The article submitted should be accompanied 
by profiles of all authors, of about 200 Japanese 
characters (75 English words) for each author. The 
essential contribution of each author to the paper 
should also be included.  Confirm that all persons 
who have made essential contributions to the paper 
are included.
3.2.10 Discussion with reviewers regarding the 
research paper content shall be done openly with 
names of reviewers disclosed, and the Editorial Board 
will edit the highlights of the review process to about 
3,000 Japanese characters (1,200 English words) or a 
maximum of 2 pages. The edited discussion will be 
attached to the main body of the paper as 
part of the article.
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Starting page-Ending page, Publisher, Place of 
Publication (Year of publication).

4 Submission
One printed copy or electronic file of manuscript 
with a checklist attached should be submitted to the 
following address:

Synthesiology Editorial Board
c/o Publ icat ion Off ice,  Publ ic Relat ions 
Department, National Institute of Advanced 
Science and Technology(AIST)
Tsukuba Central 2 , 1-1-1 Umezono, Tsukuba 
305-8568
E-mail: synthesiology@m.aist.go.jp

The submitted article will not be returned.

5 Proofreading
Proofreading by author(s) of articles after typesetting 
is complete will be done once. In principle, only  
correction of printing errors are allowed in the 
proofreading stage.

6 Responsibility
The author(s) will be solely responsible for the 
content of the contributed article.

7 Copyright
T he copy r ig ht  of  t he  a r t icle s  publ i shed  i n 
“Synthesiology” and “Synthesiology English edition” 
shall belong to the National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology(AIST).
 
Inquiries:

Synthesiology Editorial Board
c/o Publ icat ion Off ice,  Publ ic Relat ions 
Department, National Institute of Advanced 
Science and Technology(AIST)
Tel: +81-29-862-6217  Fax: +81-29-862-6212
E-mail: 

3.2.11 If there are reprinted f igures, graphs or 
citations from other papers, prior permission for 
citation must be obtained and should be clearly stated 
in the paper, and the sources should be listed in 
the reference list.  A copy of the permission should 
be sent to the Publishing Secretariat. All verbatim 
quotations should be placed in quotation marks or 
marked clearly within the paper. 

3.3 Format
3.3.1 The headings for chapters should be 1, 2, 3…, 
for subchapters, 1.1, 1.2, 1.3…, for sections, 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3.
3.3.2 The text should be in formal style. The chapters, 
subchapters, and sections should be enumerated. 
There should be one l ine space before each 
paragraph.
3.3.3 Figures, tables, and photographs should be 
enumerated. They should each have a title and an 
explanation (about 20-40 Japanese characters or 10-
20 English words), and their positions in the text 
should be clearly indicated.
3.3.4 For figures, clear originals that can be used for 
printing or image files (resolution 350 dpi or higher) 
should be submitted. In principle, the final print will 
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シンセシオロジーは2008年1月の創刊以来、各号の差し込みの葉書（読者アンケート）で皆様からご意見をいただいてきました。ア
ンケート結果からは、多くの方々にシンセシオロジーの発刊の趣旨をご理解いただいていることがうかがわれます。ここでは創刊号以
来これまでにいただいたご意見を抜粋して紹介します。貴重なご意見に感謝いたしますとともに引き続きご意見を賜りますようよろしく
お願い申し上げます。

シンセシオロジー編集委員会

『読者アンケート』から

1巻1号（2008年1月発行）
•（企業）産総研を網羅する言葉は全くないように、研究を1 つ
の言葉でまとめることができない中、このような刊行物の発刊
は大変だったと思います。非常に有益な情報ですので継続的な
活動になるよう期待しています。（研究開発職、男、50 ～ 59 歳）
•（企業）先端技術の紹介と利用可能な技術として大変有意義
なことで、今後の発展を期待しています。（研究開発職、男、
60 ～ 69 歳）
•（企業）新しい技術を、産業界レベルの人に興味が持てるよう
に分かりやすく書いていただいている点及び応用、適応例、分
野を書いていただいて勉強になる。時々、このような新しい有
望な情報に接する事は楽しい !!（技術職、男、60 ～ 69 歳）
•（企業）専門性の強い研究を産業技術にどう統合させるかは難
しいことだと思います。個人的には「個別適合メガネフレーム…」
が一番興味を引きました。また、査読者の意見も面白いと思い
ました。（技術職、男、50 ～ 59 歳）
•（企業）興味のあった「不凍蛋白質…」及び「高機能光学素子…」
を読みましたが、部外者でも、目的、成果、課題、特に実用
化の取組みが分かりやすく記載されて面白かった。産学官連携
の一環として時宜を得た素晴らしい企画です。発展を祈願しま
す。（管理職、男、60 ～ 69 歳）
•（企業）査読者との議論が興味深かった。興味深い議論誌に
なることが期待されます。（管理職、男、60 ～ 69 歳）
•（企業）当社には地質学関連の論文が多く蓄積されているが、
他分野の技術情報（基礎研究）を得ることにより、今後への技
術の応用が広がると思われる。（研究開発職、男、40 ～ 49 歳）
•（公設研究機関）「査読者との議論」が新鮮でした。個人的
にメガネネームフレームの論文に関心があります。（研究開発職、
50 ～ 59 歳）
•（公設研究機関）紙媒体で発行されることが少なくなった学
術誌でありますが、新しい試みとして、公的試験研究機関がや
る価値があると考えます。発刊のねらいも同様で造語のタイトル
に意気込みが感じられます。今後の充実に期待します。（事務職、
50 ～ 59 歳）
•（教育機関）具体的な社会への貢献方法が興味深い。（教育、男、
60 ～ 69 歳）
•（法人団体）企業の研究開発部門を担当していた時、研究は
analysis、開発は synthesis であり、企業は synthesis に重点
と言ってきた。学会論文でも企業からの論文は synthesis が多

いが、産総研からそれを宣言したジャーナルが生まれたことに
敬意を表したい。編集方針が明確に示されており、この主旨で
の論文が読めることを嬉しく思います。（研究開発職、男、60
～ 69 歳）

1巻 2号（2008年 4月発行）
•（企業）新ジャーナルにリニューアルされ、更に読み易くなりま
した。内容も論文形式で充実され、産総研の幅広い研究がより
理解し易くなり、とても参考になります。（管理職、男、60 ～69歳）
•（企業）構成学という今までの研究者にはレベルが低いとさ
れていた世界に日を当てた点は評価したい。産業界では常識で
あったことが研究界でも認識されたことは、今後の科学技術の
発展が身近なものとなりそうで大いに期待している。（男、50
～ 59 歳）
•（企業）「タンパク質のネットワーク解析から創薬へ」が大変参
考になりました。（研究開発職、男、70 歳以上）
•（企業）私自身以前開発に携わっていたが、今回のサービス工
学には新鮮で興味をもった。当社は商社及び製造業機能をもっ
ており、当然製品を売るのでこのサービス工学は非常に役に立
つと思う。また、サービスを科学するという観点が非常に面白い。
今後これに関する連載、書籍などがあれば紹介していただきた
い。（事務職、男、40 ～ 49 歳）
•（国立大学）本学の研究者にも意見を聞いたところ「査読者と
の議論」がユニークであるとのことでした。（事務職、男、30
～ 39 歳）
•（その他業種）査読者の所属を紹介してほしい。研究所外か
らの投稿に期待する。（その他職種、男、60 ～ 69 歳）

1巻 3号（2008年10月発行）
•（企業）シンセシオロジーを目指す（目的）とした論文が多く
欲しいと思う。「うまくいったこと」の紹介が目的ではないはず
なので、「うまくいかなかったこと」やその原因追求も十分に本
ジャーナルの趣旨に合うものと考えます。（研究開発職、男、40
～ 49 歳）
•（企業）査読者との議論やコメントがあるのは論文内容を理解
する上で、助けになり非常に良い。今後の課題、今後の展望が
あるのも通常の論文と異なり実用性重視の取組みが特色として
見受けられて良い。（研究開発職、男、70 歳以上）
•（国立大学）発刊の趣旨を理解した上で、学術誌（いわゆるジャー
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ナル）と違った論文構成で、興味深く拝読した。（研究開発職、
男、50 ～ 59 歳）
•（マスコミ）再生医療など新しい分野に取り組んでいることに
産総研の力強さを感じました。生命、バイオ、医学などの取り
組みに期待します。（営業・企画・マーケッティング、男、60 ～
69 歳）

1巻 4号（2008年12月発行）
•（企業）大変分かりやすい文章で難解な技術が説明されており、
大変興味深く読ませていただきました。また、「ホタルの光の基
礎研究から製品化研究へ」はタイムリーな論文と高く評価いたし
ます。（技術職、男、60 ～ 69 歳）
•（企業）編集方針が述べられており、中でも「研究論文の記
載内容」、「査読について」に興味を引かされた。（事務職、男、
60 ～ 69 歳）

2巻1号（2009年 2月発行）
•（企業）研究の狙いや、苦労されたことが想起され、非常に
参考になる。（研究開発職、男、50 ～ 59 歳）
•（産業界の研究機関）読みやすい。中身も濃いと思う。（研究
開発職、男、60 ～ 69 歳）

2巻 2号（2009年 6月発行）
•（企業）「地震考古学」論文は非常に参考となった。日本書紀
の記載の検証などは興味がつきない。（研究開発職、男、50 ～
59 歳）
•（企業）将来取り入れられたら良いと思う技術もあり読ませて
いただきました。インテリジェント電動車イスの技術は、安全な
製品作りに応用していくことができる技術だと思います。（研究
開発職、男、50 ～ 59 歳）
•（企業）査読者との議論を入れているのは大変ありがたい。構
成学の考えに沿っている。産業界に読者を増やす広告など考え
てはいかがか。（技術職、男、50 ～ 59 歳）

•（企業）産総研の社会的な位置づけを会社内に理解させるた
めに役に立ちました。（研究開発職、男、40 ～ 49 歳）
•（その他業種）最新の研究開発と実社会とのクロスポイント（関
り合い）がよく示されている内容と思い、高く評価しています。（自
営業、男、50 ～ 59 歳）

2巻 3号（2009年 9月発行）
•（企業）非常に視覚的な活断層が記載されていて、分かりや
すい。（研究開発職、男、60 ～ 69 歳）

2巻 4号（2009年11月発行）
•（企業）騒音計測の信頼性に関し、自社内での騒音測定方法
では、バラツキが生じ基準値を越えてしまいますが、今回の内
容で理解が得られたので、信頼性の高いデータ測定が今後でき
ると思います。（事務職、男、50 ～ 59 歳）
•（国立大学）産総研のスローガンが「技術を社会に」であり、
研究成果がそのものずばりのテーマであり素晴らしいと思った。
具体的には長さ標準が「携行できるサイズでかつ手作り」で完
成された研究者がいる団体のパワーを知り、改めて産総研につ
いて深く考える機会となった。シンセシオロジーの編集方針が
広い対象の読者を見据えてのものになっており内容がとても理解
しやすい。（専門・短大・大学・大学院、男、20 ～ 29 歳）
•（教育機関）環境関連の論文があり満足している。今後も、
エネルギー、環境関連の充実を希望します。福祉関連、特に医
療、高齢者などの論文の計画をお願いします。（研究開発職、男、
50 ～ 59 歳）
•（法人団体）「バイオ燃料を木材からナノテクで生産する」とイ
ンタビュー「工学の克復とシンセシオロジー」がとりわけ面白かっ
た。（研究開発職、男、60 ～ 69 歳）
•（その他業種）研究開発の視点について参考になります。（研
究開発職、男、60 ～ 69 歳）
•（その他業種）研究開発を進めた経緯が記述されていますので、
読み応えを感じます。（研究開発職、男、60 ～ 69 歳）
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編集後記

シンセシオロジーを創刊してから2年が過ぎ、多くの皆様のご
協力やご支援、ご理解をいただきながら3年目を迎えることが
できました。関係された皆様に感謝する次第です。

本号ではこれまでの2年間を振り返ろうと、シンセシオロジー
の編集に中心的に携わったメンバーと吉川産総研最高顧問によ
る座談会を記事として紹介しています。シンセシオロジーの目指
す方向や「構成学」の確立に向けた熱い思いが語られています。
この中で吉川最高顧問から“social wish（社会的期待）”という
キーワードが出され、社会の期待に応える、その期待を意識す
る、社会との接点という視点で改めてシンセシオロジーの意義
が整理されており研究開発に関わる者すべてにとって一つの示
唆を与えてくれています。

この号でも、その社会的期待に応えるという視点での論文が
多く掲載されています。その中で、流量標準、温度標準に関す
る論文は、最高レベルの標準づくりという技術的な問題と標準
供給という社会システムの中に組み込むための現実とのすり合
わせという両方の問題を解決して標準供給体制を整備してきた
ことが述べられています。まさに、社会との接点で進められた
研究開発の典型的な実例を示しています。

製造現場における熟練技能の抽出に関する論文では、もの
づくり現場での熟練技能者の技能抽出とその代替方法について
の成果が論じられています。この論文の中で“「現場で使える技
術を開発せよ」という制約”の中で研究開発が進められたこと、
この制約が“実は研究活動を健全にする上で有効であった。”と

述べられています。研究開発の現場では時として研究の本来の
目的を忘れる、何の役に立とうとしているのかを忘れる、また
は意識しないことが起こるわけですが、研究開発、技術開発
の本来の精神を思い出させてくれる論文であり、社会に受け入
れられる研究を強く意識した論文であると思います。

研究開発と社会との係わりについて、研究評価という視点か
ら今号では論説が寄せられました。この中で興味を引くのは、
プログラム評価の重要性について論じている点とそのプログラム
評価をシンセシオロジーのもつ意義と対比して論じている点で
す。産総研の進める研究開発は常にその社会的な意義に立ち
返りながら進めていかなければならないと思いますが、研究評
価はそのためにこそ重要であるという思いを強く持ちました。

今号では多様な分野からの論文等を掲載しましたが、シンセ
シオロジーの発展によって分野にかかわらず共通に、自らの研
究を学術的な面からだけでなく、“social wish（社会的期待）”と
いう文脈で構成的・統合的に、“自然に”語れる、実践できる研
究者が一人でも多く生まれることを願いたいと思います。

この度シンセシオロジー誌がエルゼビア社のデータベー
ス「Scopus」に収 録されることになりました。検索により
Synthesiologyの論文がヒットすれば、Scopusの画面上で見る
ことができることになります。

シンセシオロジー編集委員会では皆様からの投稿をお待ちし
ております。

（編集副委員長 瀬戸 政宏）
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